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はじめに 

 

本年(2018年)７月に公表された人口動態調査では、総人口は９年連続で減少し、

生産年齢人口は初めて人口の６割を切った。また、高齢化も急速に進展しており、

2016年の高齢化率は 27.3％であったが、東京オリンピック・パラリンピック後には

30％を超え、2065年には 40％近くに達する見込みである。特に、2025年には団塊

の世代が 75歳以上となり、人口の約 18％が後期高齢者となる。 

このように、人口減少と急速な高齢化が進行する中で、2020年に迫った東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を前に、2017年２月には「ユニバーサルデザイ

ン 2020行動計画」が関係閣僚会議において決定され、本年５月にはバリアフリー法

1の改正法が成立し、基本理念として共生社会の実現が明文化されるなど、これまで

以上に高い水準のバリアフリー化の推進が求められている。 

 

他方、日本全体としては人口減少が進む中で、三大都市圏においては都心回帰の

傾向により一部の地域で人口が増加しており、特に東京圏では改めて鉄道の混雑や

それに起因する遅延といった輸送サービスの質の維持向上が問題となりつつある。 

混雑対策については、これまでの複々線化や長編成化といった輸送力増強の取組

み等が奏功し、全体としての混雑は改善傾向にある。しかしながら、将来の人口推

計によれば、今後は人口の二極化が進み、都市部の一部の地域においては 2045年時

点で現在よりも人口が密集することとなり、このまま何もしないと混雑率が 200％

を超える路線も散見されるようになるおそれがある。 

このため、全体の人口が減少し輸送人員の増加は見込めない中にあっても、局地

的には混雑緩和のための対策を講じることが求められている。 

 

以上のように、都市部を中心に、今後はより高い水準のバリアフリー化や混雑・

遅延対策等の輸送サービスの高質化が求められるが、そのための投資は必ずしも事

業者の収益につながらない。国、地方公共団体の財政事情も厳しい中で、人口減少

を背景とした輸送人員の減少が懸念される鉄道事業者の企業努力のみによってこれ

らの施策を進めようとすると、一層多様化・高度化する利用者のニーズに的確かつ

迅速に対応することが困難となることが予想される。 

そこで、利用者ニーズの高度化に対応した設備投資を加速化し、安全・安心で快

適な都市鉄道を早期に実現する環境を整備するため、受益者負担の観点から新たな

費用負担のあり方等について検討を行うことを目的とし、本検討会を設置した。 

                                                   
1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号） 
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本検討会では、バリアフリー化について先行的に議論を行うこととし、本年２月

に中間とりまとめを行った。その後、中間とりまとめで指摘された料金収受に係る

技術的課題について実務的な検討を行うとともに、利用者等の意見を幅広く聴取し

適切に検討に反映するため、利用者へのアンケート調査や障害者団体ヒアリング、

消費者団体ヒアリングを実施し、検討を深め、本報告書に反映した。 

さらに、本検討会の後半では、混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化に資す

る事業について、既存制度である特定都市鉄道整備積立金制度を出発点として、鉄

道事業者ヒアリング、利用者へのアンケート調査、消費者団体ヒアリングを行った

上で、新たな仕組みのあり方について方向性を検討した。 

 

以上の検討結果をとりまとめたものが本報告書である。第１章では、鉄道事業の

現状と都市鉄道を取り巻く状況と課題について述べ、第２章では更なるバリアフリ

ー化推進のための費用負担制度について、第３章では混雑・遅延対策等の輸送サー

ビスの高質化促進のための新たな仕組みの方向性について述べることとする。 
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第１章 鉄道事業の現状と都市鉄道を取り巻く状況と課題 

 

１．人口推計の動向 

【要約】 

 夜間人口については、近畿圏、中部圏、福岡県は既に減少局面にあり、首都圏も

数年後に減少に転じることが見込まれている。 

 生産年齢人口の減少は全地域で進行しており、高齢化率は 2020年の東京オリン

ピック・パラリンピック後には 30％を超え、2065年には 40％に達する見込みで

ある。 

 他方、一都三県では 2020年をピークに人口は減少する見込みであるものの、東

京都区部や横浜、埼玉県南部などの一部の地域においては 2045年の人口が 2015

年の水準を上回る見込みである。 

 このように、人口減少と急速な高齢化が進む一方で、都心回帰の傾向が引き続き

継続し、都市部では人口減少地域と人口増加地域に二極化することが見込まれ

る。 

(1) 人口減少と急速な高齢化の進展 

○ 国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が平成 30年（2018

年）３月に公表した人口推計によれば、首都圏の夜間人口は 2020年までは増

加を続け、その後減少に転じることが見込まれている。一方、近畿圏及び中

部圏は 2010年、福岡県は 2015年をピークに既に減少局面に入っている。（47

頁参照） 

○ 生産年齢人口は、首都圏及び福岡県は 2000年をピークに、近畿圏及び中部圏

は 1995年をピークに減少傾向にある。（48頁参照） 

○ 高齢化率は 2020年の東京オリンピック・パラリンピック後には 30％を超え、

2060年には 40％に達する見込みである。（70頁参照） 

 

(2) 将来の人口推計の二極化 

○ 社人研が 2018年３月に公表した人口推計値によると、一都三県（東京都、埼

玉県、千葉県、神奈川県）の人口は 2020年をピークに減少する見込みであり、

千葉県では 2015年、神奈川県、埼玉県では 2020年にピークを迎え、以降減

少傾向に転じる見込みである。（50、53頁参照） 

○ 一方で、同人口推計によると、東京都は 2030年にピークを迎え、以降減少傾

向に転じるが、2045 年でも 2015 年を上回る見込みである。特に、東京都区

部は 2035 年にピークを迎え、以降減少傾向に転じるが、2045 年でも依然と

して 2015 年を上回る見込みであるなど、2045 年時点で、東京都区部の外縁
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部においては人口が減少しているが、東京都区部や横浜、埼玉県南部では

2015年の水準を上回っている。（49、53頁参照） 

○ さらに、同人口推計値によると、奈良県は 2000 年、兵庫県と京都府は 2005

年、大阪府は 2010年にピークを迎え、すでに人口減少局面にある一方、2045

年においても大阪市、神戸市、京都市の一部においては夜間人口が 2015年の

水準を上回る予測結果となっている。（51、55頁参照） 

○ このように、将来の人口推計によれば、全体的には人口減少傾向となるもの

の、東京都区部、横浜、埼玉県南部、大阪市、神戸市、京都市などの一部の

地域においては都心回帰の傾向が引き続き継続し、社人研推計値では 2045年

の人口が 2015 年の水準を上回るとされており、人口減少地域と人口増加地

域に二極化することが見込まれる。 

 

２．都市部の鉄道事業の輸送人員、営業収益、設備投資等の推移 

【要約】 

 都市部の鉄道事業者においては、足下の経営環境は比較的堅調だが、一部の事

業者を除き、輸送人員は平成３年頃のピーク時の水準にまで回復していない。 

 設備投資については、大手民鉄では、かつては輸送力増強のための投資が占め

る割合が高かったが、近年はバリアフリー設備を含む安全・サービス関連投資

の割合が増加傾向にある。 

(1) 関東大手民鉄の現状 

○ 東京メトロを除く関東大手民鉄 2８社の輸送人員の合計は、平成３年（1991年）

をピークに、その後は横ばいから微増と堅調。しかしながら、一部の事業者を

除き平成３年の水準までは回復していない。（56、57頁参照） 

○ 営業収益は、景気動向や低金利、都心回帰等を背景に近年堅調に推移。（58頁

参照） 

○ 設備投資については、かつては輸送力増強の投資割合が高かったが、昨今はバ

リアフリー設備を含む安全・サービス関連投資の割合が増加傾向にある。（59

頁参照） 

○ 一方で、営業費用における人件費の割合は平成 13年（2001年）頃から各社の

合理化努力により減少しているが、近年は横ばいとなっており、下げ止まりを

見せている。（59頁参照） 

 

                                                   
2 大手民鉄：東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、

東京地下鉄、相模鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、京阪電気鉄道、阪急電鉄、阪神電

気鉄道、西日本鉄道の 16社 
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(2) 近畿圏大手民鉄の現状 

○ 近畿圏大手民鉄５社の輸送人員の合計は、雇用環境の改善や訪日外国人旅客

等により直近は増加しているが、平成３年（1991 年）のピーク時から大きく

減少しており、また、営業収益も平成８年（1996 年）をピークに減少に転じ、

近年は横ばいとなっている。（56～58頁参照） 

○ 設備投資については、そのほとんどを安全・サービス関連投資が占めており、

将来の輸送人員の減少見込みを反映して輸送力増強等の投資はごくわずかに

とどまる。（60頁参照） 

○ 営業費用における人件費の割合は各社の経営努力により、平成 13年（2001年）

から減少したが、その後横ばいが続いている。（60頁参照） 

 

(3) ＪＲ本州３社の現状 

○ ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＪＲ西日本の３社は、輸送人員・営業収益ともに堅調

に推移しているが、安全関連投資額が増加傾向にあり、ＪＲ東日本で 2,000億

円を超す大規模な安全関連投資を行っている。（61～66頁参照） 

 

３．老朽化した施設等の更新投資の必要性とバリアフリー設備の維持更新費の現状 

【要約】 

 鉄道事業では、安全運行のための恒常的な設備投資が必要。現在、車両やトンネ

ル等の施設については、法定耐用年数を大幅に超え老朽化したものが多数存在

しており、今後更新投資が必要。 

 バリアフリー設備についても、平成 30年度（2018年度）以降は、維持・更新費

に概ね 600 億円／年（JR 本州３社、大手民鉄 16 社、公営８者 3 の合計）を要

し、維持更新費だけでこれまでの整備費に迫る規模となっている。さらに、高齢

化の急速な進展とともに、利用者ニーズが高度化することで、これまで以上の設

備投資費用が必要となることが見込まれる。 

(1) 老朽化した施設等の更新投資の必要性 

○ 経営状況の好不況にかかわらず、鉄道事業者は安全運行のための設備投資が

常に必要となっている。 

○ 例えば車両についてみると、大手民鉄 16社でも、約７割が法定耐用年数（13

年）を超えている。地域別にみると、関東大手民鉄９社（東京メトロを含む。）

でも、法定耐用年数を超える車両は約 70％であるが、このうち導入後 30 年

を超える車両は約 10％程度にとどまる。一方、関東以外の大手民鉄７社では、

                                                   
3 札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市、福岡市の８交通局 
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法定耐用年数を超える車両は約 85％であり、このうち導入後 30 年を超える

車両が約 40％、40年を超える車両が約 20％も存在している。（67頁参照） 

○ またトンネルについても老朽化が進んでおり、現在でも全トンネルのうち半

数以上が法定耐用年数（鉄筋コンクリート造で 60 年）を超えており、20 年

後には全トンネルのうち約８割が超える見通しである。（68頁参照） 

 

(2) バリアフリー設備の新設・維持・更新に係る設備投資 

○ 今後、これまで整備してきた設備が更新時期を迎えること、また、設備の増

加に伴い維持費も増加していくことから、維持更新費の増加が見込まれる。

一定の仮定の下に行った試算によれば、平成 30 年度（2018 年度）以降は、

維持・更新費に概ね 600 億円／年（JR 本州３社、大手民鉄 16 社、公営８者

の合計）を要し、維持更新費だけでこれまでの整備費に迫る規模となってい

る。（69頁参照） 

○ さらに、高齢化の急速な進展とともに、利用者ニーズが高度化することで、

これまで以上に新たな設備投資費用が必要となることが見込まれる。 
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第２章 更なるバリアフリー化推進のための費用負担制度 

 

１． 鉄道駅におけるバリアフリー化の現状 

【要約】 

 高齢化率については、引き続き増加傾向にあり、2060年には 40％に達する見込

み。高齢者の就業者数及び就業者総数に占める割合も増加しており、高齢者の

移動ニーズは増加。障害者についても増加傾向にあり、移動ニーズも高い。 

 バリアフリー法では、新設・大規模改良を行う駅についてはバリアフリー法に

基づく交通バリアフリー基準 4への適合を義務づけ、既存の駅については基準適

合に努めることを定めている。 

 バリアフリー法に基づく基本方針 5により、平成 32年度（2020年度）までに１

日当たりの平均利用者数が 3,000 人以上の全駅について、原則としてバリアフ

リー化（駅の出入口からホームへの１ルート以上の段差解消、障害者対応型ト

イレ、誘導用ブロック等）することが目標とされている。 

 ホームドアについては、交通政策基本計画 6において、１日当たりの平均利用者

数が 10 万人以上の駅について優先的に整備し、平成 32 年度までに約 800 駅を

整備することが目標とされている。 

 これらの目標を達成するため、バリアフリー法に基づく国、地方公共団体、鉄

道事業者のそれぞれの責務を踏まえ、国及び地方公共団体が鉄道事業者に対し

て補助制度等による支援を実施している。これにより、着実に整備が進捗して

おり、障害者等にとって最低限必要な物理的な鉄道アクセス等の確保が進んで

きているが、経営環境と同様地域差もみられる。 

(1) 高齢者、障害者の移動ニーズの増加傾向 

○ 先述のとおり、高齢化率は 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック後に

は 30％を超え、2060年には 40％に達する見込みである。また、平成 27年（2015

年）の高齢者の就業者数及び就業者総数に占める割合は、ともに過去最高であ

り、特に高齢者の約 40％がほぼ毎日外出し、外出の際に公共交通機関を利用

している状況である。（70、71頁参照） 

○ 障害者については、身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれも増加傾向

であり、今後も増加する見込みである。また、障害者の過半が週１回以上外出

している状況である。（72、73頁参照） 

                                                   
4 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成 18

年国土交通省令第 111 号） 
5 移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成 23年国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第１号） 
6 交通政策基本法（平成 25年法律第 92 号）に基づく交通政策基本計画（平成 27 年 2 月閣議決定） 
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(2) 鉄道駅におけるバリアフリー化の目標 

○ バリアフリー法では、鉄道事業者は、鉄道駅を新設又は大規模改良する場合、

交通バリアフリー基準に適合したものとしなければならないこととされてい

る。（74、75頁参照） 

○ 一方、既存の旅客施設（大規模改良を行わない場合）については、交通バリア

フリー基準に適合するよう努めなければならないこととされており、バリアフ

リー法に基づく基本方針において、既存の旅客施設を含む整備目標が定められ

ている。（75頁参照） 

○ 具体的には、平成 32年度（2020年度）までに、１日当たりの平均利用者数が

3,000人以上の全駅について、原則としてバリアフリー化（駅の出入口からホ

ームまでの１ルート以上の段差解消、障害者対応型トイレ、誘導用ブロック、

点状ブロック等による転落防止措置等）を実施することが目標とされている。

（75、76頁参照） 

○ 基本方針では、転落防止のための設備の整備についても言及はあるものの、ホ

ームドアについては、「車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等の

サービス低下、膨大な投資費用等の課題について総合的に勘案した上で、優先

的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進する」と

して、具体的な目標は定めていない。（75頁参照） 

○ その後、交通政策基本計画において、転落事故の約半数を占める、１日当たり

の平均利用者数が 10 万人以上の駅について、ホームドアを優先的に整備する

こととされており、平成 32年度（2020年度）までに約 800駅（利用者数を問

わない）を整備することが目標とされている。（75、76頁参照） 

 

  (3) 支援制度の概要とバリアフリー化の実施状況 

○ バリアフリー設備に対する投資は、社会的要請の高いものの、新線建設等とは

異なり、輸送人員の増大につながらず、収益向上に直結しないものである。そ

こで、バリアフリー法では、国は、バリアフリー化を促進するために必要な資

金の確保その他の措置を講ずる努力義務を、地方公共団体は、国の施策に準じ

て必要な措置を講ずる努力義務を規定している。 

○ このため、交通バリアフリー基準への適合が努力義務である既存の駅について

は、上述の政府目標を達成するため、バリアフリー法に基づく国、地方公共団

体、鉄道事業者のそれぞれの責務を踏まえ、国及び地方公共団体が鉄道事業者

に対して補助制度等による支援を実施している。 
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○ 平成 28年度末（2016年度末）現在、段差解消については 87％（実質解消 794％）、

誘導用ブロックについては 94％、障害者対応型トイレについては 84％が整備

されており、障害者等にとって最低限必要な物理的な鉄道アクセス等の確保が

進んでいるが、その整備率等については、大手民鉄であっても、地域による違

いが存在している。（77頁参照） 

○ ホームドアについては、平成 29年度末（2017 年度末）時点で 725駅に整備済

であり、平成 32年度（2020年度）までに約 800駅に設置するという交通政策

基本計画の目標は達成見込みではあるものの、その整備率等については、大手

民鉄であっても、地域による違いが存在している。（78、79頁参照） 

 

２．バリアフリー化に関する情勢の変化 

【要約】 

 近年、「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」をはじめとする各種政府計

画において、障害者権利条約の理念や超高齢化社会への対応、観光先進国の

実現、災害に強くしなやかな国づくりなど様々な観点から、誰もが安全で快

適に移動できるユニバーサルデザインの街づくりの推進やバリアフリー水

準の底上げが求められている。 

 これを踏まえ、2018年３月に、交通バリアフリー基準及び公共交通機関の移

動等円滑化整備ガイドラインが改正され、また、2018年５月にバリアフリー

法の改正法が成立した。 

 (1) ユニバーサルデザイン 2020行動計画等 

○ 平成 29 年（2017 年）２月、ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議にお

いて、オリンピック・パラリンピック東京大会を契機として、共生社会を実

現するため、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデザインの街づ

くり及び心のバリアフリー化の推進を二つの柱とする「ユニバーサルデザ

イン 2020行動計画」が決定された。（80頁参照） 

○ 同行動計画においては、障害者権利条約の理念、超高齢化社会への対応のほ

か、観光先進国を実現するためには障害者、高齢者、家族連れや重い荷物を

もった人などすべての旅行者が快適に観光を満喫できる環境整備が必要で

あること、また、災害に強くしなやかな国づくりを行うべきことなど様々な

観点から、ユニバーサルデザインの重要性が示された。 

○ 具体的には、バリアフリー水準の底上げを図り東京大会のレガシーとして

残していくこと、バリアフリー法を含む関係施策について、共生社会の推進

                                                   
7 エレベーターの寸法等が交通バリアフリー基準に適合されていないが、実質的に段差が解消されてい

る駅 
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や一億総活躍社会の実現の視点を入れた検討、スパイラルアップや、交通バ

リアフリー基準・ガイドラインの改正等が謳われている。 

○ このほか、観光立国推進基本計画（平成 29年３月閣議決定）、国土強靱化ア

クションプラン 2017等においても、同様の施策が位置づけられている。 

  

(2) バリアフリー法・交通バリアフリー基準の改正 

○ (1)を踏まえ、2018年３月に駅等の旅客施設や車両等についてさらにバリア

フリー化を進めるため、「交通バリアフリー基準」及び「公共交通機関の移

動等円滑化整備ガイドライン」が改正された。具体的には、旅客施設の新設・

大規模改良時に、①駅等のバリアフリールートの最短化、大規模駅における

バリアフリールートの複数化の義務付け、②利用状況に応じたエレベータ

ーの複数化又は大型化の義務付けとともに、新たに鉄道車両を導入する際

には、車椅子スペースを１編成ごとに「１以上」から「２以上」設置するこ

との義務付けを行った。 

○ また、2018 年５月にバリアフリー法が改正された。具体的には、①バリア

フリー法に基づく措置が「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」に資する

よう行われるべき旨の基本理念の規定の創設、②公共交通事業者等による

ハード対策及びソフト対策の一体的な取組を推進するための計画制度の創

設、③バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するた

め市町村が移動等円滑化促進方針を定めるなどの新たな仕組みの創設、④

更なる利用しやすさの確保を図るため、高齢者、障害者等が参画し施策内容

の評価等を行う会議の設置等を内容としている。 

 

３．受益者負担の検討の必要性 

【要約】 

 これまでは、国、地方公共団体による補助制度等により、着実にバリアフリ

ー化が進捗してきているが、鉄道事業者の負担が１／３以上となっている場

合が少なくなく、また、国、地方公共団体の財政状況は厳しい状況にある。 

 こうした中で今後さらに高度化が見込まれるバリアフリー化のニーズに迅

速に対応するためには、受益者負担の観点から、費用負担のあり方について

検討が必要である。 

 バリアフリー化については、直接的に収益に結びつかないほか、投資市場に

おいて定量的な評価が困難であり、今後の事業者の経営環境を踏まえると、

鉄道事業者がＣＳＲ・企業努力の中で進めていこうとする場合、社会的ニー
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ズに即応した整備が困難となるおそれがある。 

 また、沿線地域への受益が比較的大きい新線建設・新駅設置等であれば、沿

線自治体や開発者に受益者負担を求めた例もあるが、バリアフリー化が沿線

地域にもたらす受益はそれほど大きくない。 

 そこで、鉄道利用者への受益者負担を中心に検討を実施。既存の利用者負担

制度（実態上、利用者に負担を転嫁しているものを含む。以下「既存の利用

者負担制度」という。）では、受益者負担の原則に基づき受益の広がりに応

じて利用者に負担を求める制度となっていることから、バリアフリー設備の

利用者への受益の内容や範囲等について整理することが必要とされた。 

(1) 国・地方公共団体の財政状況と費用負担の実績 

○ これまでは、国、地方公共団体、鉄道事業者の三者のそれぞれの責務を踏ま

え、国及び地方公共団体が鉄道事業者に対して補助制度等による支援を実

施し、着実にバリアフリー化が進捗してきた。 

○ 一方、政府では、厳しい財政状況を踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方

針 2018（骨太方針 2018）」（平成 30年６月閣議決定）において、「2025年度

の国・地方を合わせたＰＢ8黒字化を目指す。同時に債務残高ＧＤＰ比の安

定的な引下げを目指すことを堅持する。」という財政健全化目標が掲げられ

ている。（81頁参照） 

○ こうした中、一般会計歳出の主要経費の推移をみると、急激な高齢化の進展

を背景として社会保障給付費(年金、医療、介護等)は大きく増加している一

方、公共事業関係予算（当初予算ベース）は、平成 30年度には平成９年度

比約 40％減となっており、このうち、鉄道局公共事業関係費は、平成 13年

度から平成 30年度までの 17年間で約 30％減と厳しい状況にある。（82、83

頁参照） 

○ 地方公共団体においても、社会保障費を含む「民生費」の割合が増大してい

るほか、経常収支比率が高い比率となっており、財政の硬直化傾向が見られ

る。また、財政力指数については、首都圏、中部圏、近畿圏、九州圏とも微

増傾向にあるが、地域差もあり、首都圏に比べ西日本が低い傾向にある。（84

～86頁参照） 

○ 現行の補助制度において国及び地方公共団体の補助率は１／３ずつを基本

としているが、地方公共団体によっては厳しい財政事情から、バリアフリー

補助の要綱等で補助額の上限等を定める等、費用負担に消極的なところも

あるため、鉄道事業者の負担割合が３割を超える事例は少なくない。 

                                                   
8 プライマリー・バランスの略称 
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○ 以上のことから、今後も引き続き所要の補助額の確保に努めるとしても、今

後さらに多様化・高度化する利用者のニーズに現行制度で対応し続けるこ

とは限界が生じ得るため、受益者負担の観点から費用負担のあり方を見直

すこととし、その際、鉄道事業者、沿線自治体・沿線住民等、利用者のそれ

ぞれが負担することについて議論した。 

 

(2) 鉄道事業者による負担について 

○ まず、鉄道事業者がＣＳＲの一環として取り組むべきではないかという議

論があったが、近年、投資決定プロセスにおいてＣＳＲやＥＳＧ（環境、社

会、ガバナンス）を評価する動きは拡大しているものの、ＣＳＲのガイドラ

インであるＩＳＯ26000 においてバリアフリー化は明確な位置づけは無い

など、投資市場における評価は困難である。 

○ また、バリアフリー化は、直接的、定量的に鉄道事業者の収益に結びつかな

い設備投資であるため、投資家の評価は限定的であり、優先順位は低くなり

がちである。 

○ このため、様々な設備投資が求められている中で、鉄道事業者がＣＳＲ・企

業努力の一環としてバリアフリー化を進めていこうとする場合、社会的な

ニーズに即応して迅速に整備を進めることが難しいとの課題がある。 

 

 (3) 沿線自治体、沿線住民等による負担について 

○ バリアフリー化の費用負担のあり方を検討するに当たり、事業者以外の費用

負担者として沿線自治体や沿線住民があり得る。 

○ 沿線自治体・沿線住民・開発者が負担している過去の事例を見ると、沿線地

域への受益が比較的大きい新線建設・新駅設置等に限られており、バリアフ

リー化が沿線の路線価の向上に寄与するとは必ずしも言えないことから、同

様に受益者負担を求めるのは困難と考えられる。 

【沿線自治体による受益者負担の事例】（87、88頁参照） 

○ 地域住民等の受益が比較的大きく、地域の強い要望を受けたものについ

て、沿線自治体が費用を負担している事例がある（つくばエクスプレス、

JR東日本小田栄駅等）。 

○ 仙台市では、法人市民税（法人税割）の超過課税収入の１／２に相当す

る額を基金として積み立て、地下鉄建設の出資金等に充てている。 

【沿線住民・開発者等による受益者負担の事例】（89頁参照） 

○ 地域住民の負担事例としては、旧都市計画法に基づき一定地域以内の住
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民・商店に負担金を求めた大阪市営地下鉄御堂筋線の事例がある。 

○ 宅地開発等の沿線開発と一体的に行われた新線建設・新駅設置等につい

ては、開発者が一定の費用負担をしている事例がある（多摩ニュータウ

ン線、神戸市営地下鉄、東京メトロ日比谷線虎ノ門新駅、東京メトロ日

比谷駅改良等）。 

 

(4) 利用者による負担について 

○ (1)～(3)を踏まえ、利用者による費用負担を中心に検討することが必要とさ

れた。 

○ そこで、参考事例として、再生可能エネルギーの固定価格買取制度、電気通

信におけるユニバーサルサービス交付金制度、空港ターミナルにおける旅客

取扱施設使用料、鉄道の新線建設に係る加算運賃制度（98～101 頁参照）と

いった既存の利用者負担制度について考え方を整理したところ、受益者負担

の原則に基づき受益の広がりに応じて利用者に負担を求める制度となってお

り、バリアフリー化に係る利用者負担の検討においても、バリアフリー設備

の利用者への受益の内容や範囲等について整理することが必要とされた。 

 

４．バリアフリー化による利用者の受益と費用負担に対する考え方 

【要約】 

 バリアフリー化の受益と負担の関係については、主に以下のような意見があ

った。 

 鉄道事業者から、バリアフリー化は社会福祉施策であり、従来どおり国、地

方公共団体、事業者が三位一体で負担すべきではないかとの意見があった。

また、利用者負担を求める場合、お客様の公平感・納得感を得ることが重要

であり、その受益は設備の利用者に限られ、広く負担を求められないのでは

ないかとの意見がある一方、ユニバーサルなものとして広く理解を得られる

のではないかとの意見があった。 

 有識者委員からは、高齢になった際などの将来的な利用も含め、設備を利用

し得る（利用を排除されない）という受益（オプション価値）があり、受益

の範囲を広くとらえるべきではないかとの指摘があった。また、在来線のホ

ームドアについては輸送障害減少による遅延防止等の波及効果があるとの

意見があった。 

 消費者団体からは、独自に実施したアンケート結果に基づき、バリアフリー

化による受益について応分の負担をすることについて、利用者に一定の理解
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があるとの意見があった。 

 また、複数ルートの段差解消 9やホームドア等、利用者ニーズの高まりが想

定されるバリアフリー化について仮想的市場評価法（ＣＶＭ）による調査を

実施した結果、これらの設備整備費に対して１乗車当たり十数円の支払意思

が確認された。 

 中間とりまとめを踏まえた利用者へのアンケートの結果から、更なるバリア

フリーの必要性については、非高齢者は８割強が、高齢者は約９割が更なる

バリアフリーの必要性を感じていたことがわかった。また、バリアフリー化

の料金を運賃に上乗せすることの賛否については、費用の一部を利用者が負

担する場合については、非高齢者・高齢者ともに約６割が賛成、反対は約１

割であった。 

 (1) 鉄道事業者の意見  

○ 鉄道事業者からは、バリアフリー化は社会福祉施策であり、従来どおり国、地

方公共団体、事業者が三位一体で負担すべきではないかとの意見があった。 

○ 利用者負担を求める場合、お客様の公平感・納得感を得ることが重要であり、

その受益は当該施設利用者に限られ、他の駅の利用者に負担を求めることは

受益と負担が一致しないのではないかとの意見がある一方、ユニバーサルな

ものとして広く理解を得られるのではないかとの意見もあった。 

○ また、今後のバリアフリー整備全体の考え方（どのような基準でどの範囲まで

整備するのか）について、明確化しておくべきではないかという意見があっ

た。 

 

    (2) 有識者の意見 

○ 有識者委員からは、日常的に利用しないバリアフリー設備にも、体調が悪いと

き等には利用できるといった受益（オプション価値）があるのではないか、ま

た、ある瞬間の受益と負担の関係のみならず、若い人はいずれ高齢者になるこ

とや、重い荷物を持つ必要が生じた際にも外出したくなることなども含め、時

間軸を広げて検討してもよいのではないかとの意見があった。 

○ また、高齢者や観光客増加等により利用者と受益者のずれが縮小してきてお

り、今後、高齢化の進展等に伴い、受益者の拡大が想定されるとの指摘があっ

たほか、在来線のホームドアについては輸送障害減少による遅延防止の波及

効果があるとの意見があった。 

 

                                                   
9 複数ルートの段差解消：駅の出入口からホームまで段差解消されたルートが２以上確保されているこ

と 
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  (3) 消費者団体の意見 

○ 消費者団体からは、独自のアンケート調査の結果に基づき、バリアフリー化

費用については、事業者、国・地方公共団体、利用者の三者が応分に負担す

べきとの意見が一番多かったものの、バリアフリー化の必要性の高まりに

あわせ利用者も広く薄く負担してもいいのではないか、また、多少でも負担

することで心のバリアフリー化への理解が進むのではないかという意見も

あり、利用者のニーズの高い施設整備の推進に対する負担には一定程度の

理解があるとの意見が示された。 

○ 負担を求めるに当たっては、バリアフリー化の費用を運賃に埋没させず分

離して第三者がチェックの上、ＨＰ等で使途を公表するなど、利用者に目

的・負担の見える化を行い、納得感を得る必要があるとの意見があった。 

○ また、ユニバーサルデザインとの関係を含め、対象者や必要な設備などを明

確にし、有限で貴重な資源を優先的かつ効率的に使う必要があるとの意見

があった。 

 

(4) 仮想的市場評価法（ＣＶＭ）による利用者の支払意思の調査 

○ 検討会においては、近年、利用者ニーズが高まっているより一層高い水準の

バリアフリー（以下「更なるバリアフリー」という。）の例として、（ア）

複数ルートの段差解消、エレベーターの大型化もしくは複数設置、又はエス

カレーターの設置及び（イ）ホームドアの整備を想定し、これらについて、

非市場財の代表的な調査手法である仮想的市場評価法（ＣＶＭ）により、利

用者の支払意思額（価値）及び支払動機（価値の内容）の調査を行った。（90

頁参照） 

○ 調査の結果、（ア）（イ）のいずれについても、日常的に利用しない駅を含め、

１乗車当たり十数円程度の支払意思が確認された。 

また、支払動機については、将来的な利用も含め、設備を利用し得ることを

受益として支払う意思（オプション価値）が確認された。また、自らは利用

しないが他の利用者のために費用を負担する意思（代位価値）についても確

認された。（91、92頁参照） 

【調査内容】（90頁参照） 

① 目的 

更なるバリアフリー施設整備費に対する支払意思額を推定するととも

に、直接的利用価値以外の支払意思（オプション価値、代位価値）の有

無を確認 
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② 調査対象者 

首都圏 500名、近畿圏 500名（インターネット調査） 

③ 調査内容 

○ 日常的に利用している駅（週１回以上）と、自分が日常的に利用して

いない駅（週１回未満）を想定 

○ 上記の駅の（ア）複数ルートの段差解消、エレベーターの大型化もし

くは複数設置、又はエスカレーターの設置及び（イ）ホームドアの整

備に対する支払意思額を調査 

④ 調査結果 

○ 日常的に利用している駅（週１回以上）における支払意思額 

（ア）複数ルート化等 …１乗車あたり 19.3円 

（イ）ホームドアの整備…１乗車あたり 21.3円 

○ 日常的に利用していない駅（週１回未満）における支払意思額 

（ア）複数ルート化等 …１乗車あたり 14.5円 

（イ）ホームドアの整備…１乗車あたり 15.3円 

 

     (5) 利用者アンケート調査の概要 

○ 中間とりまとめにおける指摘を踏まえ、利用者等の意見を幅広く聴取する

ため、4,000人を対象に利用者アンケートを実施。（93頁参照） 

○ 鉄道駅の更なるバリアフリーに対する価値や必要性のほか、整備費用を鉄

道利用者に負担を求めることについて質問をした。（93頁参照） 

○ バリアフリールートの複数化、エレベーターの大型化・複数設置、エスカレ

ーターの設置については、非高齢者・高齢者ともに４～６割がオプション価

値（自身が将来的に利用し得ることの受益に対して感じる価値）や代位価値

（自らは利用しないが他の利用者の受益に対して感じる価値）を感じてお

り、また、ホームドアの整備については、非高齢者・高齢者ともに４～６割

が直接的利用価値（自身が直接受ける受益に対して感じる価値）や代位価値

を感じていた。（94頁参照） 

○ また、非高齢者は８割強が、高齢者は約９割が更なるバリアフリーの必要性

を感じていた。（94頁参照） 

○ 運賃に上乗せすることの賛否については、費用の全てを利用者が負担する

場合については、非高齢者・高齢者ともに約５割が賛成、２割弱が反対であ

り、費用の一部を負担する場合については、非高齢者・高齢者ともに約６割

が賛成、約１割が反対であった（残りはいずれも「どちらともいえない」）。

全てを負担する場合よりも、一部を負担する場合の方が、賛成割合が多く、
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反対割合が少なかった。（95頁参照） 

○ 妥当と思う上乗せの金額については、「賛成」・「どちらかといえば賛成」を

選択した者の回答については、全てを負担する場合・一部を負担する場合と

もに、非高齢者は約７割が、高齢者は約８割が１乗車あたり少なくとも 10

円の上乗せは妥当との回答であった。また、調査対象者全体の回答でみても、

全てを負担する場合・一部を負担する場合ともに、非高齢者は約６割が、高

齢者は約 65%が１乗車あたり少なくとも 10 円の上乗せは妥当との回答であ

った。（96頁参照） 

○ 負担してもらうべき鉄道利用者については、非高齢者と高齢者のいずれの

場合も、①更なるバリアフリーを整備した駅の利用者、②更なるバリアフリ

ーを整備した路線の利用者、③更なるバリアフリーを整備した鉄道会社の

利用者、の３つがそれぞれ２～３割となっていた。（97頁参照） 

 

５．利用者負担の仕組みの方向性について  

【要約】 

 既存の利用者負担制度を参考として考え方を整理したところ、再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度は受益が全国的に均てんするものであり、また、ユ

ニバーサルサービス交付金制度は、サービスの全国的な提供を義務づけてい

ることから、利用者全体を受益者として広く負担を求めるとともに、事業者

間の平準化を図るために、運賃・料金体系とは別に特別な負担金等を創設し

ている。 

 一方で、空港ターミナルにおける旅客取扱施設使用料や鉄道の新線建設に係

る加算運賃制度では、サービスが全国的に義務付けられているものではな

く、また、受益の範囲がある程度限定されることから、受益を合理的に想定

できる範囲で別途利用者に負担を求めるものとなっている。 

 更なるバリアフリー化については、一律の整備の義務づけを求めるものでは

ないため、空港ターミナルにおける旅客取扱施設使用料や鉄道の新線建設に

係る加算運賃制度のように、受益を合理的に想定できる範囲で、事業者の任

意の判断により、利用者に負担を求めることができる仕組みを検討すること

が適当である。 

  (1) 既存の利用者負担制度の考え方 

○ 既存の利用者負担制度のうち、「再生可能エネルギー固定価格買取制度

（FIT）」においては、再生エネルギーの買取りを事業者に義務づけており、

受益が全国的に広がることから、広範囲に負担を求めている。また、費用負

担の地域間・事業者間の平準化を実施するため、料金体系と切り離した負担
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金制度を創設している。その他、電気通信における「ユニバーサルサービス

交付金制度」のように、ユニバーサルサービスの全国的な提供を一部の事業

者に義務付け、これらの事業者のユニバーサルサービスの収支の赤字の一

部について、受益する事業者に対して負担を求める制度がある。 

○ 一方、サービスが全国的に義務づけられておらず、かつ、環境価値のように

受益が均てんするものでない場合には、主な受益は整備区域等に限定され

る。このような場合において、多額の費用がかかるが、整備区域等の利用者

（利用し得る者等を含む）に大きな受益がある場合に、事業者の判断により、

通常の運賃とは別途、受益者に負担を求めることができるとする例がある。 

○ 例えば、「空港ターミナルにおける旅客取扱施設使用料」においては、多額

の費用がかかる大規模改修等について、費用と収入の便益関係を明確にす

るため、施設使用料を徴収可能としている。また、鉄道の新線建設に係る多

額の資本費については、受益と負担の均衡を図るため、新線利用者から基本

運賃とは別途、加算運賃を徴収可能としている。 

【参考事例①】（サービス等の性格や義務づけにより受益が全国的なもの） 

○ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）（98頁参照） 

全国的に再生可能エネルギーの利用を促進しエネルギー安全保障の強

化や環境負荷の低減を図ることが不可欠なことから、再生可能エネルギ

ー電気の買取りを一部の電気事業者に義務づけた上で、電気事業者間の

負担の平準化を図るため、費用調整のための特別の措置（納付金・交付

金制度）を講じている。また、電気事業者は、再生可能エネルギーの利

用の促進に伴う利益を享受する電気利用者全体に負担を求めることがで

きることとしている。 

○ 電気通信におけるユニバーサルサービス交付金制度（99頁参照） 

加入電話等、公衆電話、緊急通報といった国民生活に不可欠であるた

め日本全国における提供を確保すべきユニバーサルサービスについて、

その提供を一部の電気通信事業者に義務づけている。これらの電気通信

事業者が提供するユニバーサルサービスの収支の赤字の一部について、

その提供に係る設備と接続することにより受益を得ている主要な電気通

信事業者（携帯電話事業者等）に対しても負担を求める制度を創設して

いる。なお、当該携帯電話事業者等は、その事業者の判断により負担の

原資を最終利用者に転嫁している。 

【参考事例②】（受益が整備範囲等に限定されるもの） 

○ 空港ターミナルにおける旅客取扱施設使用料（100頁参照） 
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航空旅客ターミナルビルの施設維持に要する費用は、航空事業者から

の施設使用料等により賄い、旅客は運賃を通じて費用を負担しているが、

大規模改修時の多額の費用については、費用と収入の便益関係を明確に

するため、航空旅客が使用する施設については旅客取扱施設使用料とし

て空港利用者から徴収可能としている。 

○ 鉄道の新線建設に係る加算運賃制度（101頁参照） 

鉄道の施設維持に要する費用は、旅客は基本運賃を通じて費用を負担

しているが、新線建設に係る多額の資本費については、受益と負担の均

衡を図るため、新線利用者から基本運賃とは別途加算運賃を徴収可能と

している。 

 

  (2) 更なるバリアフリーに係る利用者負担の仕組みの方向性  

○ 更なるバリアフリーについては、既存駅も含めて一律の整備を義務づける

ことは想定しておらず、環境価値のように受益が均てんするものでもない

ため、鉄道利用者全体を受益者として全国的に、一律に負担を求めることは

利用者の理解を得ることが難しいと考えられる。 

○ また、費用負担の地域間・事業者間の平準化を求めるものではないため、運

賃・料金体系とは別途特別な負担金等を利用者に求めることは利用者の理

解を得ることが難しいと考えられる。 

○ したがって、空港ターミナルにおける旅客取扱施設使用料や鉄道の新線建

設に係る加算運賃制度のように、受益を合理的に想定できる範囲で、更なる

バリアフリー整備の負担を求めることとする。その際、バリアフリー設備は

必ずしも輸送の対価とはならないことから、運賃ではなく料金として事業

者の自主的な判断に基づいて、導入することができるような仕組みとする

ことが適当であると考えられる。 

 

６．新たな費用負担のあり方についての検討素案 

【要約】 

 ユニバーサルデザイン 2020 行動計画（平成 29年２月関係閣僚会議決定）

等、共生社会の実現に向けた社会的要請が高まっており、利用者のニーズも

更に高まっている。 

 そこで、障害者等にとって最低限必要な物理的な鉄道アクセスの確保を大き

く上回るなど、利用者の利便性、安全性及び快適性向上に著しく寄与すると

認められるものを、鉄道施設の「更なるバリアフリー化」と位置づけ、これ
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に係る料金制度を導入することにより、更なるバリアフリー化の早期実現を

促進する。 

 (1) 制度の目的・趣旨 

○ 鉄道のバリアフリー設備については、駅の出入口からホームまでの１ルー

トの段差解消をはじめ着実に進捗しているが、近年、ユニバーサルデザイン

2020 行動計画をはじめ各種政府計画において、障害者権利条約の理念や超

高齢化社会への対応、観光先進国の実現、災害に強くしなやかな国づくりな

ど様々な観点から、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデザイン

の街づくりの推進、バリアフリー水準の底上げに対する社会的要請が高ま

っている。 

○ また、利用者においても、バリアフリーやユニバーサルデザインに関するニ

ーズ・意識が高まっており、今後、高齢化の進展等に伴い、より高い水準の

ユニバーサルデザイン化のニーズが更に高まることも想定される。 

○ このため、障害者等にとって最低限必要な物理的な鉄道アクセスの確保を

大きく上回るなど、利用者の利便性、安全性及び快適性向上に著しく寄与す

ると認められるものを「更なるバリアフリー化」と位置づけ、これに係る料

金制度を導入する。 

○ 更なるバリアフリー化による利便性、安全性及び快適性の向上が合理的に

想定される利用者に対し一定の負担を求めることができることとすること

により、利用者ニーズに応じた更なるバリアフリー化の早期実現を促進す

る。 

○ 以上を踏まえ、検討会では新たな費用負担のあり方について以下の(2)～

(4)の素案を示し議論するとともに、広く意見を聴取した。 

 

  (2) 対象設備 

○ 障害者等にとって最低限必要な物理的な鉄道アクセスの確保を大きく上回

るなど、利用者の利便性、安全性及び快適性向上に著しく寄与すると認めら

れる設備を対象とする。 

○ 具体的には、複数ルートや乗換えルートの段差解消、エレベーターの容量の

拡大、エスカレーター・ホームドアの一層の普及等について、補助制度との

関係等に留意しつつ、対象とする方向で検討を行う。 

○ 設備の維持・更新については、バリアフリー設備の持続的な整備に資するよ

う、制度の整合性に留意しつつ対象とすることについて検討を行う。 
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  (3) 対象旅客 

○ 対象設備により利便性、安全性及び快適性の向上が図られることが合理的

に想定される者を基本とする。具体的な範囲としては、駅毎に負担を求める

方法や、一定の整備を行う路線・区間毎に負担を求める方法等が考えられる

が、利用者の納得感、技術的な課題、運賃・料金体系との整合性に留意して

今後検討する。 

 

  (4) 総徴収額、徴収期間、透明性の確保 

○ 総徴収限度額は、制度の目的を踏まえ、対象設備の整備費用を超えない範囲

とする。 

○ 料金は、対象設備による利便性、安全性及び快適性の向上の対価であり、徴

収期間は、設備の供用開始後、総徴収限度額の回収が終了するまでを原則と

する方向で検討。 

○ 加算運賃等における考え方を参考とし、整備計画の段階で料金を利用者に

公表するとともに、徴収開始後も一定期間毎に徴収額、充当率等を国におい

てチェックした上で公表する。 

 

７．検討素案に対する関係者の主な意見 

【要約】 

 検討素案の全体については、バリアフリー化に関する受益は一定程度限定的

であるため、合理的に受益が想定される範囲で負担を求める方向性は妥当で

あるが、利用者が負担を納得できる意義・説明が重要との意見があった。 

 また、社会的要請を受け行う利用者の受益となる施策の迅速な実施のために

は、通常の運賃改定では迅速に対応することは困難であり、現行の補助制度

に加えて新たな仕組みが有効であるとの意見があった。一方、更なるバリア

フリー化についても従来のバリアフリー化と同様に社会福祉施策であるた

め、補助制度の適用により整備すべきとの意見があった。また、設備の維持・

更新については、現行の補助制度の拡充が望ましいとの意見があった。 

 負担を求める範囲については、駅毎よりも路線毎の方が理解を得られやすい

のではないかとの意見があった。 

 このほか、新たな利用者負担制度の導入に当たっては、運賃・料金収受に係

る運用上の課題や、システム改修に係る技術面・費用面の課題があるとの意

見があった。これらについては実務的な検討における課題の整理を踏まえ

て、今後システム検証を行っていくこととなった。 
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 また、新たな利用者負担制度の導入によって、バリアフリー化について補助

制度による支援が得にくくなる等の問題が生じないよう、現行制度との整合

性に留意すべきとの意見があった。 

 15の障害者団体に対し行ったヒアリングでは、鉄道駅の更なるバリアフリー

の必要性について概ねすべての団体より必要との意見であった。また、検討

素案については 12の団体が賛成であった。 

 賛成意見の障害者団体からは、バリアフリー施設の整備が加速するのであれ

ば賛同する、あるいは多様な財源を確保することが必要であることから賛同

する等の意見であった。その際、更なるバリアフリー化は障害者のみならず

高齢者、けが人等にも必要と考えるため、障害者も含めた利用者全体で負担

することが適当であるとの意見があった。また、収受する費用や負担者を明

確に公開することで透明性の確保を図るとともに、それを確認、検証するこ

とが必要との意見があった。 

 反対意見の障害者団体からは、障害者のために負担をしているといったよう

な障害者に対する差別や偏見を助長するおそれがあることや、税金を財源と

して整備を進めるべきとの意見があった。また、その他意見の障害者団体か

らは、利用者負担については必要な考え方であるが、市民税に上乗せ徴収す

るなど、税金のように薄く広く負担を求めるべきとの意見があった。 

 ５の消費者団体に対し行ったヒアリングでは、鉄道駅の更なるバリアフリー

の必要性については、高齢化の進展や障害者の鉄道利用頻度の増加、働き方

改革等の社会情勢の変化に対応し、誰もが安心して鉄道を利用できる環境を

整備するため、すべての団体より必要との意見であった。 

 検討素案については、財源の確保が課題であることは理解できるため、既存

の補助制度では財源の問題からバリアフリー施設の整備に時間を要し、利用

者の利便性や安全性が確保できないのであれば、利用者負担を求めること

は、更なるバリアフリー化を推進するための選択肢の一つになるのではない

かとの意見があった。その際、その理由を利用者に十分に説明することが必

要であるとの意見があった。 

 一方、特定の利用者だけではなく広く利用者全体に負担を求めるべきではな

いかという意見や、更なるバリアフリー化は既存の補助制度の拡充により進

めるべきとの意見もあった。 

  (1) 検討会委員等の意見 

  (ア) 新たな利用者負担制度の導入について（総論） 

○ 有識者委員からは、バリアフリー化による受益は外部性の観点からみても

一定程度限定的にならざるを得ないため、合理的に受益が想定される範囲
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で負担を求める方向性は妥当であるとの意見や、受益の定義や受益者の範

囲についての説明、また、負担金の実額が重要であるとの意見があった。 

○ 消費者団体からは、利用者ニーズを受けた整備について利用者も応分の負

担をすべきであり、方向性はよいが、鉄道事業者の投資内容は消費者に見え

にくく理解しづらいため、利用者が負担を納得できる意義・説明が重要との

意見があった。 

○ 鉄道事業者からは、制度の導入に積極的な意見として次のような意見があ

った。 

 短期間での実施が求められる社会的要請に伴う施策や、利用者にとって

大きな受益となる施策については、現行の補助制度に加えて新たな仕組

みが有効。 

 限られた財源の中で更なるバリアフリー化を早急に進めるためには、通

常の運賃改定では迅速に対応することは困難であり、新たな受益者負担

制度の導入が不可欠。 

 ユニバーサルなものとして路線単位など広く負担を求めることの方が

理解を得られるのではないか。 

 料金と位置づける場合、選択の自由が無い点で従来の料金と異なる面が

あるが、利用者にとって費用負担の明確化が図られるのではないか。 

○ 一方、制度の導入には課題があるとの意見として鉄道事業者から次のよう

な意見があった。 

 更なるバリアフリー化についても従来のバリアフリー化と同様に社会

福祉施策であるため、補助制度の適用により整備すべき。また、設備の

維持・更新については現行の補助制度の拡充が望ましい。 

 都市部とローカル線など事業エリアが広い事業者にとっては、整備を行

う駅は限定的であり、特定の地域等に限定して負担を求めることは困難。 

 バリアフリー化の受益は限定的であり利用者の理解を得づらい。 

 バリアフリーの整備費用は、本来は社会全体で負担すべきものであり、

利用者負担制度の導入は、利用者にとっては「値上げ」と受け止められ

る可能性が高いため、国が責任を持って理解を広く国民に求める必要が

ある。 

 経営状況等、鉄道事業者各社の事情に拘らず公平に活用できる制度とす

べきであり、また、制度の活用が困難な事業者に不公平が生じないよう

な配慮が必要。 

 他社が導入する場合を含むシステム改修の費用負担や技術的課題、補助

制度の縮小・地方公共団体支援の減少、競争条件への影響等を懸念。 
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   (イ) 負担を求める範囲（対象設備・対象旅客） 

○ 消費者団体から、駅毎に整備の有無に応じて支払いの有無を設定する仕組

みは日常的な鉄道利用における支払方法として馴染まず、順次乗る毎に負

担金により徐々に利用しやすい路線になっていくといった自然な形がよい

のではないかとの意見があった。 

○ 鉄道事業者からは、以下の理由から、路線・区間毎や事業者毎に利用者全体

から収受する方がよいのではないかとの意見があった。 

 既に整備された駅と今後整備する駅が混在しているため、路線毎の方が

公平感・納得感が高いのではないか。 

 同じ設備でも駅毎に整備費用が大きく異なるため駅毎に負担額が変わ

ることは利用者の納得感を得づらいのではないか。 

 ホームドアについては路線の輸送安定性に寄与することから路線毎の

方が納得が得られやすいのではないか。 

 駅毎の収受は技術的な課題が多いのではないか。 

 受益の範囲を広く柔軟に捉えるのであれば、事業者毎に収受するという

考え方もあるのではないか。 

○ 対象設備については、整備条件が整った路線（又は区間）単位等で整備する

ことが多いと考えられ、また、今後ニーズがさらに高まると予想されるホー

ムドアについては制度対象として適切であるとの意見のほか、エレベータ

ー、エスカレーター、ホームドア（駅の構造や利用者数等に応じ固定柵、セ

ンサー等の転落防止設備を含む。）等を路線単位等でトータルで負担の対象

とする方がよいのではないかとの意見があった。 

○ 更新については、今後の更新費の増大を踏まえ対象とすることが望ましい

が、高度化の内容について検討が必要との意見があった。 

 

  (ウ) 総徴収額、徴収期間、利用者の納得感・透明性の確保 

○ 総徴収限度額については、利用者の過度な負担増とならないよう、現行制

度とのバランスに配慮すべきであり、事業費のうち補助対象経費の事業者

負担分を上限とすべきとの意見がある一方、補助対象となっていない支障

物移転工事費等も対象とすべきとの意見もあった。 

○ 徴収期間については、路線毎に収受する場合、全ての施設の供用開始後か

らの収受とすると受益と負担のタイムラグが大きいのではないかとの意見

があった。 

○ 透明性の確保については、検討素案の内容（加算運賃制度を参考に、整備

計画・料金を利用者に公表するとともに、一定期間毎に徴収額、充当率等
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を公表）を実施すべきとの意見等があった。 

○ また、受益と負担の納得感については、バリアフリー化により駅の中だけ

でなくまちとのつながりの部分もよくなるということや、デザイン・使い

やすさの向上などバリアフリーを機に成熟した良いまちになったと実感を

持ってもらうことが重要との意見があった。 

 

(エ) 新たな料金収受に係る技術的課題とその検討 

○ 鉄道事業者から、新たな料金の収受に当たっては、駅毎か路線毎か等の負担

を求める範囲のほか、磁気乗車券/IC 乗車券、定期/定期外といった収受方

法に応じ、運賃・料金収受に係る運用上の課題や、システム改修に係る技術

的な課題があるとの指摘があった。 

【主な技術的課題等】 

 Suica 等の現行の IC 乗車券は、運賃のみを収受する仕組みとなってい

るため、運賃と料金を同時に収受する仕組みの開発及びそれに伴う自動

改札機、券売機等の改修が必要となる。 

 Suica 等の現行の IC 乗車券は、乗車駅から降車駅までの経路が複数あ

る場合、最も安い経路の運賃を収受する仕組みとなっている。このため、

料金の上乗せ後において最も安い経路となっていなければ新たな料金

の収受ができない等の課題がある。 

 新たな料金を駅ごとに収受する場合、整備対象駅（Ａ駅）が手前にある

ケースでは、その駅より遠い駅（Ｂ駅）までに要する費用が安価となる

可能性があり、Ｂ駅までの切符でＡ駅で途中下車する場合の対応が課題

である。 

 徴収期間について、年度途中の場合であっても総徴収限度額の回収終了

までを限度とすることには、技術的な課題がある。 

○ また、システム改修には相当の期間や費用がかかるため、システム改修をタ

イムリーにできず、個別のバリアフリー施設の整備毎に徴収の開始・終了を

行うことは現実的でないとの意見があった。さらに、相互直通運転等を行っ

ている場合自社が制度を適用しなくても改修が必要となるなど他社が導入

する場合も含めた費用負担の問題や、システム自体への負荷が過大となる

ことを懸念する意見もあった。 

○ 一方、システムの複雑さや改修頻度は制度設計や収受範囲等にもよること

や、システム上の問題が新たな制度の導入に制約を与えるべきではないと

の指摘もあったことから、引き続き関係者間で検討を深度化する必要があ

るとされた。 
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○ 以上を含む中間取りまとめにおける指摘を踏まえ、本年３月より実務者ワ

ーキング・グループ及び実務検討委員会を開催し、新たな利用者負担制度

（検討素案）の実現に向けたシステムに関する課題等について検討を行っ

た。 

○ 実務者ワーキング・グループでは、新たな利用者負担制度（検討素案）を実

施する場合の IC カード等のシステムに関する具体的な対処方法について、

あらゆる条件に対して最終とりまとめまでに整理をすることは、技術的な

検証に相当の期間を要することから、実現が困難であり、まずは基本的な券

種※に絞った議論をし、回数券等の様々な券種への対応等に関する課題への

対処方法については、引き続き議論すべきとなった。 

      ※基本的な券種…ICカード（普通乗車券、定期券）、磁気券（普通乗車券、定期券）の 4種類とする。 

○ これを受け、実務検討委員会において検討を行い、新たな利用者負担制度

（検討素案）の実現に向け、一定の条件のもと、システムの対処方法(案)に

ついて現時点で把握できている課題の範囲内で整理し、システム検証を行

うこととした。 

○ 今後システム検証を行うことにより、システム上の問題が新たな利用者負

担制度（検討素案）の導入に制約を与え得るか確認する。なお、当該システ

ム検証結果や基本的な券種以外の回数券等の様々な券種への対応等につい

て、さらに検討を深度化することとしており、その際に新たに発生する課題

によっては、再整理が必要となる場合もあるが、制度の実現に向け、引き続

き実務的な検討を実施していくこととされた。 

 

(オ) その他現行の補助制度との関係性等について 

○ 制度の活用については、民間企業の設備投資や資金調達の自主性は尊重さ

れるべきであり、任意に活用できる制度とすべきとの意見が多かった。 

○ 新たな利用者負担制度の導入によって、バリアフリー化について国・地方公

共団体の支援が得にくくなる等の問題が生じないよう、現行制度との整合

性に留意すべきとの意見があった。 

○ また、現行補助制度について、地方公共団体の補助金の上限や費用負担に消

極的な地方公共団体、協議の長期化等について国から地方公共団体への働

きかけを引き続き行うことが必要であるとの意見や、施工期間確保のため

交付決定時期の前倒しができないかとの意見があった。 

○ その他、利用者負担制度はシステム改修や運用面で多々困難があり、制度を

利用できない事業者が出ることが想定されるが、事業者において確実な財

源確保の方策が整わない中で、設備整備の目標を掲げて財源確保の責務を
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負わせることのないようにするべきとの意見があった。 

 

  (2)  障害者団体ヒアリングの概要 

○ 中間とりまとめにおける指摘を踏まえ、利用者等の意見を幅広く聴取する

ため、鉄道駅の更なるバリアフリーの必要性のほか、整備費用を鉄道利用者

に求めることについて、15の障害者団体に対しヒアリングを行った。 

○ 鉄道駅の更なるバリアフリーの必要性については、高齢者、障害者のみなら

ず、すべての国民が安全・安心に駅を利用できること、障害者は増加傾向に

あり、それらの方々に対して鉄道設備がボトルネックとならないこととす

ることから、概ねすべての団体より必要との意見であった。 

○ また、ハード面の整備のみならず、人的対応、車内放送があった場合の字幕

表示等、ソフト面での対策も進めてほしいとの意見があった。 

○ 更なるバリアフリー化の整備費用を運賃に上乗せして料金として利用者に

負担を求めることについては、賛成が 12団体、反対が２団体、その他意見

が１団体であった。 

○ 賛成意見の障害者団体からは、次のような意見があった。 

 バリアフリー施設の整備が加速するのであれば、賛同する。 

 障害者のみならず、高齢者、けが人等にも必要と考えるため、必要な資

金については、提案されている運賃へ上乗せすることによる負担と、税

による負担の両方により、バリアフリー施設を迅速に整備することが望

ましいのではないか。 

 むやみに利用者が負担することのないよう、障害者も含めた利用者全体

で負担することが適当である。 

 利用者負担を含めた多様な財源を確保することが必要ではないか。その

際、受益者が障害者や高齢者だけであるという認識が広まらないように

してほしい。 

 利用者から負担を求める際、収受する費用や、誰がどのように負担する

かを明確に公開し、それを確認、検証することが必要ではないか。 

 広く国民に負担してもらうことであれば、スピード感を持った整備を進

められるのではないかと思い、提案されている利用者に一定の負担を求

めることに賛同する。その際、利用者負担金の透明性の確保等によって、

国民の障害者への理解が深まるのではないか。 

 更なるバリアフリー化について、利用者負担により施設整備することで、

誰でも利用して良いとなると、施設を利用する人が増え、必要な時に障

害者が使えなくなることがないよう、しっかり啓発をお願いしたい。 
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 バリアフリーは、国や鉄道事業者が中心となって整備を進めていくこと

が大前提であるものの、それだけでは整備に時間がかかってしまうこと

であれば、提案されている利用者負担を求めることについては賛同する。 

○ 反対意見の障害者団体からは、次のような意見があった。 

 提案されている利用者負担により、日本中全ての駅をバリアフリー化す

ることは困難であると考えられるため、税金を財源として整備を進める

べき。 

 バリアフリー施設がすべての人のためとしておきながら、特定の人に負

担を求めることとなるため、障害者のために負担をしているといったよ

うな障害者に対する差別や偏見を助長するおそれがあることから、提案

されている利用者負担制度は認められない。 

○ その他意見の障害者団体からは、次のような意見があった。 

 更なるバリアフリーのために、提案されている利用者負担を求めること

については必要な考え方であるが、電気通信におけるユニバーサルサー

ビス交付金制度や市民税に上乗せ徴収するなど、税金のように薄く広く

負担を求めるべき。 

○ その他鉄道駅のバリアフリー化に関し、次のような意見があった。 

 ホームドアのようにすべての人の命を平等に守るための設備を指して、

「高度な 10」という表現を用いるのはふさわしくないのではないか。 

 ユニバーサル社会を実現するためには、都市部に限定せず、日本全体で

バリアフリー化を進めていくことが必要ではないか。 

 障害者団体と連携して駅係員の接遇向上を図る等、心のバリアフリーの

理解にも努めてほしい。 

 都市部の交通事情は良いが、地方のバリアフリー化についても多角的に

検討してほしい。 

 

(3) 消費者団体ヒアリングの概要 

○ 中間とりまとめにおける指摘を踏まえ、鉄道駅の更なるバリアフリーの必

要性や利用者負担を求めることについて、５の消費者団体に対しヒアリン

グを行った。 

○ 鉄道駅の更なるバリアフリーの必要性については、高齢化の進展や障害者

の鉄道利用頻度の増加、働き方改革等の社会情勢の変化に対応し、誰もが安

                                                   
10 中間とりまとめにおいては、より高い水準のバリアフリーについて「高度なバリアフリー」という表

現を用いていたが、障害者団体の意見を踏まえ、本報告書において「更なるバリアフリー」という表現

に変更している 
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心して鉄道を利用できる環境を整備するため、すべての団体より必要との

意見であった。 

○ 利用者から負担を求めることについて、次のような意見があった。 

 財源の確保が課題であることは理解できるため、利用者負担を求めるこ

とは、更なるバリアフリー化を推進するための選択肢の一つになるので

はないか。 

 既存の補助制度では財源の問題からバリアフリー施設の整備に時間を

要し、利用者の利便性や安全性が確保できないのであれば、その理由を

利用者に十分に説明した上で、利用者負担を求めることもやむを得ない

のではないか。 

 国、地方公共団体、鉄道事業者が負担することが原則であり、特定の利

用者だけではなく広く利用者全体に負担を求めるべきではないか。 

 バリアフリー化は福祉政策であり、政府は予算の組み直しをして予算を

確保することが必要であり、更なるバリアフリー化は既存の補助制度の

拡充により進めるべきではないか。 

○ その他、ハード面の整備のみならず、人的対応やバリアフリー施設に関する

案内表示の充実等、ソフト面での対策も進めてほしいとの意見や、利用者負

担を求める場合は、その理由について丁寧な説明が必要ではないかとの意

見があった。 

 

８．制度の具体化に向けた検討 

○  以上の議論を踏まえ、バリアフリー化は、高齢者や障害者のためだけで

はなく、広く利用者全体に裨益するものであるとの観点に立ち、より一層

安全で快適な移動に資する更なるバリアフリー化を迅速に進めるため、利

用者にも料金として一定の負担を求めることができる仕組み（「更なるバ

リアフリー加速化料金（仮称）」）の導入を提言する。 

なお、制度の導入にあたっては、下表を基本に、検討素案に対する意見

を踏まえるとともに、システム改修をはじめとした技術的課題、運賃・料

金体系との整合性等の解決が図られること、利用者の納得感を得られるこ

とが必要であるため、国、鉄道事業者等において、今後実務的に更なる検

討を進めていくこととする。 

○ その際、１ルートのバリアフリールートの確保等のバリアフリー化につい

ては、国、地方公共団体、鉄道事業者のそれぞれの責務を踏まえ、現行の

補助制度等によって引き続き着実な整備促進を図る。 

○ また、更なるバリアフリー化を進めるために、「更なるバリアフリー加速
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化料金（仮称）」を導入するにあたっても、現行の補助制度との整合性に

ついて留意する。 
 

【更なるバリアフリー加速化料金（仮称）（案）】 

対象設備 障害者等にとって最低限必要な物理的な鉄道アクセス

の確保を大きく上回るなど、利用者の利便性、安全性及

び快適性向上に著しく寄与すると認められる設備 

具体的には、複数ルートや乗換えルートの段差解消、エ

レベーターの容量拡大、エスカレーター・ホームドアの

一層の普及、これらの更新 等 

対象旅客 

（収受範囲） 

対象設備により裨益することが合理的に想定される利

用者 

技術的な課題、運賃・料金体系との整合性や利用者の納

得感を踏まえ設定（駅ごと、区間ごと、路線ごと、エリ

アごと等） 

総徴収額 原則として、対象設備の整備費用等※を超えない範囲 

徴収期間 設備の供用開始後、総徴収額の回収が終了するまでを原

則とする 

透明性の確保 整備計画の段階で料金制度の導入を公表 

徴収開始後も一定期間ごとに徴収額、回収率等を国がチ

ェックした上で公表 

    ※ 本料金収受に要する附帯費用も含み得る 
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第３章 混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化促進のための新たな仕 

組みの方向性 

 

１．都市部における混雑・遅延の現状と課題 

【要約】 

 三大都市圏の混雑率は、様々な混雑緩和対策や近年の輸送人員の減少により

改善が図られてきたが、東京圏を中心とした一部の路線・区間については今

なお高い混雑率が存在している。 

 今後人口の二極化が進む中で大規模開発等により需要が増加し、混雑率がさ

らに上昇するおそれがある。 

 交通政策審議会第 198号答申（2016年４月）でもハード・ソフト両面の取り

組みが重要とされており、これらの対策を進めることで、引き続きの混雑・

遅延対策を推進していくことが求められている。 

(1) 都市部の混雑・遅延の現状 

○ 三大都市圏における鉄道の混雑率は、過去に実施されてきた様々な混雑緩

和対策や近年の輸送人員の減少により改善が図られてきたが、東京圏を中

心とした一部の路線・区間については今なお高い混雑率となっている。（102

頁参照） 

○ 交通政策審議会答申第 198号（平成 28年４月）では、東京圏のピーク時に

おける個別路線の目標混雑率を 180%としているが、それを上回る路線は、

平成 29年度で 11路線となっている。（103頁参照） 

○ また、東京圏において、小規模な遅延（10分未満の遅延。以下同じ。）が多

くの路線で発生しており、特に、平日 20日間あたり８日以上の遅延につい

ては、他社線と相互直通運転を行う路線や、混雑率が概ね 150%を超える路

線で発生している。（104頁参照） 

○ 小規模な遅延の原因は、94％が乗車時間超過やドア再開閉など、混雑と関連

の深いものとなっている。（105頁参照） 

 

(2) 都市部の再開発の進展 

○ 先述のとおり、人口の二極化が進み、都市部では現在よりもさらに人口集積

が見込まれる地域がある中で、今後、新宿、渋谷、東京・大手町、虎ノ門、

品川等において、大規模開発が予定されている。これにより需要が増加し、

局地的に混雑率が 200％を超えるような地域が出てくるおそれがある。（106

頁参照） 

○ また、開発が行われたエリアでは、通勤利用者等が集中することにより、局
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所的に駅の混雑が発生することも懸念される。 

 

(3) 混雑・遅延対策の具体例 

○ ハード面の混雑・遅延対策として、新線建設、複々線化・複線化、線路の増

設・引き上げ線の整備による線路改良、ホーム・コンコースの改善による駅

改良、車両の長編成化・大型化・拡幅、信号設備改良が挙げられる。（107、

108頁参照） 

○ また、ソフト面の混雑・遅延対策として、ラッシュ前後の増発・余裕をもっ

た停車時間及び駅間運転時分の設定によるダイヤ改正、ポスター・ＷＥＢサ

イト・アプリ等による混雑状況等の情報発信、ポイント付与・他交通モード

の利用促進による混雑分散が挙げられる。（107、108頁参照） 

○ 交通政策審議会第 198 号答申（2016 年４月）においても、ハード、ソフト

両面での取組みが重要とされており、これらのハード、ソフト両面の取組み

により、引き続きの混雑・遅延対策を推進していく必要がある。 

 

２．新たな仕組みの検討の必要性 

【要約】 

 大手民鉄では、営業収入が近年では増加傾向にある一方、営業費用も増加傾

向にあり、営業損益については、約 10 年前と比較すると、関東９社でも微

増にとどまっており、関西７社では微減となっている。 

 鉄道業は、固定比率や有利子負債比率が高いため、金利上昇が大きなリスク

となる業種であり、さらに、人口減により全体としては輸送人員の増加が見

込まれない中で、今後車両・トンネル・バリアフリー施設等の維持・更新費

が増大すると予想されている。こうした状況から、鉄道事業者は大規模な設

備投資に慎重にならざるを得ない。 

 しかしながら、前述のとおり人口の二極化の中で都市部においては局地的に

混雑が深刻化する地域が散見されるおそれがある。しかも、混雑率は全体と

しては改善している中で更に局地的な対応が必要であること、また特に都市

部においては高度な土地利用等が進んでいることから、鉄道事業者として

は、新たに対策を講じようとすると、過去に比べて現在では、より大規模な

投資が必要となる。そこで、利用者のニーズに的確・迅速に対応し、利便性・

快適性を向上するためには、鉄道事業者による混雑及びそれに起因する遅延

対策を後押しする仕組みが求められる。 

 混雑緩和のためのハード対策を促進するための制度として、現在、特定都市
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鉄道整備積立金制度があるが、同制度が導入された当時は、三大都市圏の全

ての圏域において混雑率は高く、また、各事業者が運営する多くの路線にお

いて高い水準であったため、同制度等を活用し、運賃改定による運賃収入の

増加を前提として混雑対策が行われてきた。一方で、近年、平均混雑率 150%

を超えているのは東京圏のみであり、180%を超えているのはそのうちの一部

の路線に限られている。 

 こうしたことから、混雑・遅延対策等を進めるために、現行の特定都市鉄道

整備積立金制度を出発点とし、受益と負担の関係性の変化を踏まえてそれを

見直し新たな仕組みを検討することが必要。 

(1) 支援の必要性 

○ 大手民鉄では、営業収入が近年では増加傾向にある一方、減価償却費を含む

営業費用も増加傾向にあり、営業損益については、約 10年前の 2007年度と

比較すると、関東９社でも微増にとどまっており、関西 7社では微減となっ

ている。（109頁参照） 

○ 鉄道事業は、固定比率（固定比率＝固定資産／自己資本）が高い業種であり、

固定資産を維持するための投資を、借入金等の他人資本で賄っている。また、

有利子負債比率（有利子負債比率＝有利子負債／自己資本）も比較的高く、

100％を超えていることから、鉄道事業では金利上昇が大きなリスクとなる。

（110頁参照） 

○ 混雑・遅延対策は利用者の利便性・快適性を向上させ、輸送サービスの高質

化に資するものではあるが、新たな需要を生み出すものではないため、必ず

しも収益に直接結びつかない。それにもかかわらず、大規模な投資を必要と

する場合が多いが、大規模投資を行うために有利子負債が増加すると、借入

金利を決定する主な要素の一つである信用格付が低下するおそれがある。

その結果、有利子負債比率が比較的高い鉄道業において、収益に直結しない

大規模投資は、格付けの低下と借入金利の上昇を通じて長期的に多額の負

担増をもたらすおそれがある。（111、112頁参照） 

○ 第１章で述べたとおり、大手民鉄 16社でも、法定耐用年数（車両の法定耐

用年数は 13 年）を超える車両が 70％以上あり、導入後 30 年を超える車両

25％もある。また、鉄道全体の現在のトンネルの平均年齢は約 64年であり、

法定耐用年数（鉄筋コンクリ造は 60年）を超える施設の割合は、現在約 53％、

20年後には約 80％になる見込みとなっており、老朽化対策等の安全投資が

必要となっている。（67、68頁参照） 

○ また、JR 本州３社、大手民鉄 16 社、公営のバリアフリー施設については、

平成 30年度以降は、維持・更新費に概ね年間 600億円を要し、維持・更新
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費だけでこれまでの整備費に迫る規模となっている。（69頁参照） 

○ 以上のとおり、固定資産の維持に伴う多額の借入の必要性、金利上昇のリス

クや今後車両・トンネル・バリアフリー施設の維持・更新費が増大すること

を踏まえると、鉄道事業は大規模な設備投資に慎重にならざるを得ない。し

かも、混雑率は全体としては改善している中で更に局地的な対応が必要で

あること、また特に都市部においては高度な土地利用等が進んでいること

から、鉄道事業者としては、新たに対策を講じようとすると、過去に比べて

現在では、より大規模な投資が必要となる。特に混雑・遅延対策等の輸送サ

ービスの高質化に資する事業は、事業者の収益に必ずしも直結しないが、社

会的要請の高いものであり、かつ、長期間を要するものであるため、鉄道事

業者の経営状況が堅調な今日にこそ、それを後押しする仕組みが求められ

る。 

 

(2) 現行制度の概要と課題 

○ 混雑対策に係る補助制度として、地下高速鉄道整備事業費補助、空港アクセ

ス鉄道等整備事業費補助、幹線鉄道等活性化事業費補助、鉄道駅総合改善事

業費補助（次世代ステーション創造事業）、都市鉄道利便増進事業費補助等

があるが、複々線化や地下鉄以外の線路改良等は対象外である。また、鉄道

駅総合改善事業費補助を除き、第三セクターの設立が必要となる。なお、鉄

道総合改善事業補助については、地方債の起債対象でないため、大規模事業

の場合には、地方公共団体の資金調達が困難となるおそれがある。 

○ 新線建設については、加算運賃制度があるが、新線建設が対象であるため、

既存路線の改良による混雑・遅延対策が対象とならない。一方、施設の供用

開始後から加算運賃を徴収するため、受益と負担の時点が一致するほか、対

象となる工事の規模要件がない等の利点がある。さらに、加算運賃による資

本費の回収状況を定期的に公表することで、利用者の理解を得るため透明

性を高めている。（118～120頁参照） 

○ 特定都市鉄道整備積立金制度は、まさに混雑対策のための輸送力増強工事

が対象となるが、対象となる工事費が年間の旅客運送収入と同等かこれを

超えるものであること等が条件であるため、適用可能な事業が限定される。

また、施設の供用開始前に利用者に負担を求め、供用開始後に利用者に還元

する仕組みであること、また、運賃改定を前提とした運賃収入により工事費

用の一部を負担する制度であるため、受益と負担の間に一定程度乖離が存

在する。（114～117、119頁参照） 
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【現行制度の概要】 

○ 特定都市鉄道整備積立金制度（114頁参照） 

 ・ 大規模な輸送力増強工事を促進するため、鉄道事業者が運賃に上乗せ

した資金を準備金として積み立て、完成後に取り崩すことで、利用者の

負担を平準化・軽減し、供用開始後における急激な運賃上昇を回避する

ことを目的とする制度。 

 ・ 対象事業は、新線建設（営業路線における旅客の混雑の緩和又は営業

路線の旅客のうち当該新線を利用する者の所要輸送時間の短縮に著し

い効果を有するもの）と、輸送力増強工事（列車の運転回数若しくは連

結車両数を増加させ、又は車両の大型化を図るために行われる工事）。 

 ・ 工事費の条件として、①東京圏は 100 億円以上、その他の地域に係る

工事には 80 億円以上、かつ、②申請の前事業年度の旅客運送収入額に

おおむね等しいか、又はこれを超えるものであることが必要。 

○ 新線建設に係る加算運賃制度（118頁参照） 

 ・ 新線開業に伴う多額の償却費等の費用増加に対応するため、当該路線

の利用者に対して基本運賃に加えて追加負担を求めることを目的とし

て、基本運賃の上限額に加算するかたちで設定される制度。 

 ・ 対象事業は、新規開業のための新線建設。 

 ・ 加算運賃の対象者は、新線区間の利用者。 

 ・ 加算期間は、新線区間の供用開始から、資本費の回収が完了するまで。 

 ・ 認可時の収支計算は、新線のみで算定。 

 

(3) 受益と負担の関係の変化 

○ 特定都市鉄道整備積立金制度導入当時（昭和 61年）の混雑率は、三大都市

圏の全ての圏域において高い水準であり、また、各事業者が運営する多くの

路線において高い水準であった。そのため、特定都市鉄道整備積立金制度等

を活用し、事業者全体の運賃改定を前提として、複々線化や大規模改良工事

（長編成化等）等による抜本的な輸送力の増強やネットワークの充実によ

る混雑対策が行われてきた。（113頁参照） 

○ 一方で、近年、平均混雑率が 150%を超えているのは東京圏のみであり、180%

を超えている路線はそのうちの一部の路線に限られている。（113 頁参照）

また、東京圏においては、午前７時から９時頃にかけて利用者が集中してお

り、また、その利用者の大半は通勤定期の利用者である。 

○ そのため、新たな仕組みを検討するに当たってはこうした受益と負担の関

係の変化を十分に踏まえる必要がある。 
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３．新たな仕組みを考える上での主な意見 

【要約】 

 鉄道事業者からは、複々線化、引上げ線整備等のハード面の混雑対策につい

ては、社会的便益・意義は大きいものの、収入増に結びつきにくいこと等か

ら、採算性の面で事業者単独の整備には課題がある、今回の新たな利用者負

担の仕組みは、次の世代の高度なニーズにも対応する一つの選択肢になる等

の意見があった。 

 有識者委員からは、混雑・遅延対策に係る費用負担のあり方として、利用者

負担という考え方は理に適っている、全体の輸送人員の増加が見込めない中

で、利用者のニーズは多様化・高度化しており、様々なニーズに的確・迅速

に対応できるよう、混雑・遅延のみならず輸送サービスの高質化に資する幅

広いケースにおいて応用できるよう制度設計するべき等の意見があった。 

 消費者団体が実施した首都圏、近畿圏の消費者団体に所属する 65 名へのア

ンケートの結果、遅延については駆け込み乗車等利用者側にも問題があるの

ではという意見があったが、混雑に対しては、何とかしてほしいという意見

が多くみられ、特に関東では切実な課題であることが分かった。また、混雑

路線又は時間帯の利用者以外にも負担を求めるのは不公平ではないかとの

意見がある一方、目的と期間を明確に示し、進捗状況などを公表するような

スキームならば、納得感を伴っての負担もあり得るとの意見もあった。 

 利用者 2400 人を対象に実施したアンケート調査の結果、混雑・遅延対策の

必要性については、週１日以上の鉄道利用者は約８割が、週１日未満の鉄道

利用者は約５割が対策の必要性を感じていた。また、運賃に上乗せすること

の賛否については、整備費用の全てを利用者が負担する場合については、週

１日以上利用者は賛成・反対ともに約４割、週１日未満利用者は賛成・反対

ともに約３割であった。また、整備費用の一部を利用者が負担する場合につ

いても、週１日以上利用者は賛成・反対ともに約４割、週１日未満利用者は

賛成・反対ともに約３割であった。 

 ５の消費者団体に対し行ったヒアリングでは、混雑・遅延対策等の必要性に

ついては、一部の都市鉄道において混雑・遅延が日常化している状況を解消

し、利用者のゆとりある通勤・通学を実現するためには必要であるとの意見

があった。一方で、ハード面の整備のみならず、輸送障害発生時の情報提供

の充実のほか、行政による企業への時差通勤の働きかけ等、ソフト面での対

策も進めてほしいとの意見があった。 

 また、利用者から負担を求めることについては、過度な負担とならない範囲
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で利用者負担を求めることもあり得るのではないか、その際、特定都市鉄道

整備積立金制度のように、負担していた利用者が供用開始前に別の沿線に転

居してしまう等、受益と負担の関係が一致しないことに配慮すべきではない

かとの意見があった。また、混雑時間帯の主な利用者である通勤定期利用者

に限って負担を求め、対策を進めることもあり得るのではないかとの意見が

あった。一方で、混雑・遅延対策は事業者の収益に直接関係すると考えられ

るため、その費用は事業者が負担すべきとの意見や、既存の補助制度の拡充

により対応すべきではないかとの意見があった。 

 その他、ハード面の対策を行う前に、企業のフレックスタイム制導入を促進

する等、社会的な対策が必要ではないかとの意見があった。 

(1) 鉄道事業者及び有識者の意見 

○ 鉄道事業者からは、混雑対策のハード整備（複々線化、駅改良等）に関する

意見として、次のような意見があった。 

 複々線化、引上げ線整備等のハード面の混雑対策については、社会的便

益・意義は大きいものの、多額の費用を要すること、収入増に結びつき

にくいこと、将来の需要予測が困難な状況下で 10 年単位の工事期間を

要する場合もあること等から、採算性の面で事業者単独の整備には課題

がある。このため、利用者負担の仕組みや補助制度の充実による経営安

定化策があれば、高度な利用者ニーズに応える推進力になる。 

 新たな利用者負担スキームとして、特定都市鉄道整備積立金制度の見直

し、または、新線建設に係る加算運賃制度の見直しによる仕組みを提案

する。その際、国が整備計画を認定すること等により、用地買収等に当

たって関係者間調整等を迅速に進めることができると考える。また、特

定都市鉄道整備積立金制度については、対象事業費が申請の前事業年度

の旅客運送収入額相当以上という要件の緩和や、積み立てた準備金に対

する非課税措置が現在廃止されているため、積立の必要性についても議

論が必要。 

 混雑・遅延対策には様々な取組があるが、どこまでを受益者負担の検討

対象にするのか。受益者負担については、負担の公平性や利用者の理解

のほか、システム改修やその費用負担に係る課題の解決が必要。また、

沿線人口の急激な減少等、前提とした事業環境に大きな変化が生じた場

合の対応についても整理が必要ではないか。 

 沿線開発によって、開発者のみならず、沿線に住む方々が勤務する企業

にも受益があるのではないか。例えば通勤定期という形で企業側が負担

するような仕組みも考えられるのではないか。 
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 混雑・遅延対策は多額の費用を要するため、新たな利用者負担制度がで

きることによって、すぐに対策が進むと利用者に誤解されないかが懸念

である。 

 利用者負担を求めることについては、利用者に納得感を持っていただく

ことが重要。乗車距離や混雑の度合いにより、追加で支払ってもよい金

額が異なってくるのではないかと考えられ、丁寧な議論が必要ではない

か。 

 開発者負担の場合、デベロッパーが不動産販売価格に転嫁することで結

局は利用者負担となってしまうのではないか。 

 次の世代の利用者ニーズとして、着席通勤やベビーカーで職場の近くま

で行きたいといったものも考えられるため、人口が減少しても混雑対策

は想定される。今回の新たな利用者負担の仕組みは、次の世代の高度な

ニーズにも対応する一つの選択肢になるのではないか。 

○ また、鉄道事業者から、混雑対策のソフト対策に関する意見として、次のよ

うな意見があった。 

 踏切支障等の部外原因による遅延対策は、自社単独での対策には限界が

ある。連続立体交差化や踏切除却による抜本的な対策やソフト面の取組

について、公的支援や地元の連携が不可欠である。 

 人身事故の抑制、オフピーク通勤など社会的な PR について国等に協力

いただきたい。 

○ 有識者委員からは、混雑・遅延対策に係る意見として、次のような意見があ

った。 

 混雑・遅延対策に係る費用負担のあり方として、利用者負担という考え

方は理に適っている。 

 全体の輸送人員の増加が見込めない中で、利用者のニーズは多様化・高

度化しており、こうした様々なニーズに的確・迅速に対応できるよう、

混雑・遅延のみならず輸送サービスの高質化に資する幅広いケースにお

いて応用できるよう制度設計するべきではないか。 

 混雑に対する感覚が従前と変化しており、180％を超えなければ良いわ

けではないのではないか。混雑・遅延対策の必要性を精査するためにも、

混雑率の目標を将来見直すことも必要ではないか。 

 

(2) 消費者団体の意見 

○ 消費者団体からは、混雑・遅延対策に係る意見として、次のような意見があ

った。 
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 首都圏、近畿圏の消費者団体に所属する 65 名へのアンケートの結果、

混雑は日常的に発生しており、遅延については駆け込み乗車や歩きスマ

ホ等利用者側にも問題があるのではという意見があったが、混雑に対し

ては、あきらめながらも何とかしてほしいという意見が多くみられ、特

に関東では切実な課題であることが分かった。 

 複々線化やホーム拡幅等の混雑・遅延対策の費用については、事業者が

負担すべきという意見が最も多く、次いで事業者、国・地方公共団体、

利用者が応分に負担すべきという意見が多かった。混雑・遅延対策の効

果を自分が実感するまでには時間がかかるとの受け止めがあり、事業者

にやっていただくのが一番という結果になったのではないか。 

 混雑路線又は時間帯の利用者以外にも負担を求めるのは不公平ではな

いかとの意見がある一方、目的と期間を明確に示し、他への流用がなく、

進捗状況などを公表するようなスキームならば、納得感を伴っての負担

もあり得るとの意見もあった。 

 人口減少が避けられないことを考えると、時間もコストもかかる新規イ

ンフラ事業への投資の効果を疑問視する声も多数あった。混雑対策に関

しては、まずは原因別にこれまでの取組の効果測定と今後とるべき対策

の整理が必要ではないか。 

 混雑対策の方法として、通勤定期に一定額を上乗せし運賃に差をつけて

利用者の行動変容につなげることも一つの方法ではないか。その際、通

勤定期に一定額を上乗せして得られた収益を混雑対策に活用している

ことを利用者に見える化をすることも考えられるのではないか。一方で、

通学定期に一定額を上乗せすることは望ましくないと考える。 

 混雑・遅延対策は区間や時間帯が非常に限定的であることから、混雑・

遅延対策の利用者負担を「混雑・遅延対策が行われた路線または駅の受

益が及ぶ範囲の利用者が負担」と整理することは、利用者として非常に

納得感があるのではないか。 

 

(3) 利用者アンケート調査の概要 

○ 鉄道の混雑・遅延対策に対する必要性のほか、整備費用を鉄道利用者に負担

を求めることについて、広く利用者の意見を聴取するため、2,400人を対象

に利用者に対するアンケート調査を実施した。（121頁参照） 

○ 混雑・遅延対策の必要性については、週１日以上の鉄道利用者は約８割が、

週１日未満の鉄道利用者は約５割が対策の必要性を感じていた。（122 頁参

照） 
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○ 運賃に上乗せすることの賛否については、整備費用の全てを利用者が負担

する場合については、週１日以上利用者は賛成・反対ともに約４割、週１日

未満利用者は賛成・反対ともに約３割であった。また、整備費用の一部を利

用者が負担する場合については、週１日以上利用者は賛成・反対ともに約４

割、週１日未満利用者は賛成・反対ともに約３割であった。さらに、賛成・

反対の割合については、全てを負担する場合と一部を負担する場合の間に

顕著な差は見られなかった。（123頁参照） 

○ 「賛成」・「どちらかといえば賛成」を選択した方の回答については、全てを

負担する場合・一部を負担する場合ともに、週１日以上利用者、週１日未満

利用者どちらも７～８割が１乗車あたり少なくとも 10円の上乗せは妥当と

の回答であった。また、調査対象者全体の回答でみると、全てを負担する場

合・一部を負担する場合ともに、週１日以上利用者、週１日未満利用者どち

らも約５割が１乗車あたり少なくとも 10円の上乗せは妥当との回答であっ

た。（124頁参照） 

○ 上乗せ金額を企業が負担する場合については、週１日以上利用者の約５割

が賛成、約２割が反対であった。賛成理由としては「企業が負担すべきだと

思う」、反対理由としては「国や地方公共団体も負担すべき」の割合が最も

多かった。（125頁参照） 

 

(4) 消費者団体ヒアリングの概要 

○ 中間とりまとめにおける指摘を踏まえ、混雑・遅延対策等の必要性及び利用

者負担を求めること等について、５の消費者団体に対しヒアリングを行っ

た。 

○ 混雑・遅延対策等の必要性については、一部の都市鉄道において混雑・遅延

が日常化している状況を解消し、利用者のゆとりある通勤・通学を実現する

ためには必要であるとの意見があった。その一方で、将来の人口減少を踏ま

え、大規模投資を伴う混雑・遅延対策は優先順位をつけて取り組むべきでは

ないかとの意見もあった。 

○ ハード面の整備のみならず、輸送障害発生時の情報提供の充実のほか、行政

による企業への時差通勤の働きかけ等、ソフト面での対策も進めてほしい

との意見があった。 

○ 利用者から負担を求めることについて、次のような意見があった。 

 過度な負担とならない範囲で利用者負担を求めることもあり得るので

はないか。ただし、特定都市鉄道整備積立金制度のように、工事期間中

に利用者に負担を求める制度の場合、負担していた利用者が供用開始前
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に別の沿線に転居してしまう等、受益と負担の関係が一致しない可能性

もあるのではないか。 

 喫緊の課題として混雑を解消するため、混雑時間帯の主な利用者である

通勤定期利用者に限って負担を求め、対策を進めることもあり得るので

はないか。 

 混雑・遅延対策は事業者の収益に直接関係すると考えられるため、その

費用は事業者が負担すべきはないか。 

 既存の補助制度の拡充により対応すべきではないか。 

○ その他、次のような意見があった。 

 ハード面の対策を行う前に、企業のフレックスタイム制導入を促進する

等、社会的な対策が必要ではないか。 

 

４．混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化に資する事業に係る新たな仕組みの方向

性 

【要約】 

 混雑対策のための既存制度である特定都市鉄道整備積立金制度を出発点と

し、新たな仕組みを検討する上での課題を整理した。 

 課題としては、①規模要件が厳しいため適用対象事業が限られること、②全

体の運賃改定を前提としていること、また、供用開始前に利用者に負担を求

めることから受益と負担が一定程度乖離しており、今後はこの乖離がさらに

拡大するおそれがあること、③今後ますます利用者のニーズが多様化・高度

化している中では、混雑・遅延対策のみならず、輸送サービスの高質化に資

する事業を広く対象とすべきことが指摘された。 

 こうした課題を克服するため、新線建設に係る加算運賃制度を参考としつ

つ、受益者負担の観点から今後の新たな仕組みの方向性を検討した。 

 具体的には、ⅰ）混雑・遅延対策に限らず、輸送サービスの高質化に資する

事業であって受益が一定の範囲に限定される事業を対象とし、ⅱ）事業が完

了して施設が供用開始されてから工事区間又は工事区間を含む路線といっ

た受益が想定される範囲で資本費等を回収するまでの間、加算運賃を設定可

能とする。さらに、ⅲ）利用者の理解を得やすくするため、工事着手前に整

備内容及び加算運賃の設定について公表するとともに、加算運賃の徴収開始

後も、資本費等の回収状況等を公表し、透明化を図る。 

 今後、混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化に係る新たな仕組みについ

ては、利用者の理解を得て、より快適で利便性の高い都市鉄道サービスの実
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現を図るべく、引き続き幅広く関係者から意見を聴取し、制度の具体的な内

容について検討を深めていくことが必要である。 

(1) 既存制度の課題の整理 

  (ア) 特定都市鉄道整備積立金制度の課題の整理（119頁参照） 

○ 既存の混雑対策制度の一つである特定都市鉄道整備積立金制度について、

制度のメリットや、新たな仕組みを検討する上での課題を整理した。 

○ 特定都市鉄道整備積立金制度のメリットとして、以下の点があげられる。 

 事前徴収であることから、工事期間中の借入額を低く抑えることができ、

利用者の負担軽減・平準化に寄与している。 

 混雑緩和や速達性向上等の改善目標を定める輸送力増強計画を策定す

ることから、整備効果の明確化が図られている。 

○ 一方で、特定都市鉄道整備積立金制度を今後の混雑・遅延対策等の輸送サー

ビスの高質化に資する事業に活用する上での課題として、以下の点があげ

られる。 

 特定都市鉄道整備積立金制度が創設された 1986 年当時と比較すると、

金利の下落により、工事期間中の運賃収入の積立による借入金の圧縮効

果は縮小されている。（117頁参照） 

 特定都市鉄道整備積立金制度における積立金の法人税非課税措置が平

成 17年度に廃止されたため、課税の繰り延べ効果を得られない。（117

頁参照） 

 特定都市鉄道整備積立金制度が活用されていた当時に比べ年間旅客運

送収入が増加していることから、対象となる工事が限られてしまう。

（116頁参照） 

 また、一定条件を満たす新線建設や輸送力増強工事のみを対象としてい

るが、今後、一層多様化・高度化する利用者ニーズに迅速に対応するた

めには、より広く輸送サービスの高質化に資する事業を対象とすべき。 

 供用開始前に利用者に負担を求め、供用開始後に利用者が便益を受ける

制度であるため、受益と負担の間に一定程度乖離が存在する。 

 今後の混雑・遅延対策等の受益が及ぶ範囲は限定的であると想定される

ため、全線における収支による運賃改定を前提とした同制度では、受益

と負担の関係の乖離が拡大するおそれがある。 

 

  (イ) 新線建設に係る加算運賃制度の課題の整理（120頁参照） 

○ 既存の利用者負担制度の一つである新線建設に係る加算運賃制度について、

制度のメリットや、新たな仕組みを検討する上での課題を整理した。 
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○ 新線建設に係る加算運賃制度のメリットとして、以下の点があげられる。 

 対象事業費に特段の制限がないため、様々な規模の工事に適用が可能で

ある。 

 運賃加算の対象や、運賃改定における審査範囲を、受益が想定される範

囲に限定する考え方であるため、利用者の理解を得やすい。 

 直接的な受益が発生する供用開始後に運賃加算を開始するため、利用者

の理解を得やすい。 

 資本費の回収状況等について公表しているため、利用者への透明性の確

保が図れている。 

○ 一方で、新線建設に係る加算運賃制度を今後の混雑・遅延対策等の輸送サー

ビスの高質化に資する事業に活用する上での課題として、対象事業が新線

建設に限られている点などがあげられる。 

 

(2) 既存制度の課題を踏まえた検討 

○ (1)のとおり、特定都市鉄道整備積立金制度による借入金の圧縮効果は縮小

し、税制繰り延べ効果は消滅してしまった結果、事前に運賃収入を積み立て

るメリットは薄れている。 

○ 一方で、特定都市鉄道整備積立金制度は、施設の供用開始前に利用者に負担

を求め、供用開始後に利用者が便益を受ける制度であるため、受益と負担の

間には一定程度乖離が存在する。さらに、全体の運賃改定を前提とした制度

であるが、今後の混雑・遅延対策等の受益が及ぶ範囲は限定的であると想定

されるため、過去以上に受益と負担の乖離が生じるおそれがある。 

○ そのため、既存制度である特定都市鉄道整備積立金制度及び新線建設に係

る加算運賃制度を、利用者の立場で今日的な視点から見直し、新たな仕組み

について検討することとなった。 

○ 新たな仕組みの方向性を示すにあたって、主に次のような意見があった。 

 混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化に資する事業に係る新たな仕

組みは、供用開始前から、加算運賃を収受できる方が企業の資金調達の

観点から望ましいと考えるが、利用者の理解を得ることが難しいのであ

れば、対象事業の一部又は全部の供用開始後に加算運賃を設定すること

で良いのではないか。 

 混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化促進のための新たな仕組みを

具体化する際は、今回、多くの時間をかけて議論し、非常に質の高い方

向性を示すことができているため、これまでの議論に基づき、検討を深

めるべきではないか。 
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(3) 新たな仕組みの方向性 

    ○ 上記(1)、(2)を踏まえ、新たな仕組みとして、以下の方向性が考えられる。 

i)   混雑・遅延対策に限らず、輸送サービスの高質化に資する事業であって

受益が一定の範囲に限定される事業を対象とする。 

ii)   対象事業の一部又は全部の供用開始後に、工事区間（又は工事区間を含

む路線）等、受益が想定される範囲において、資本費等を回収するまでの

間、加算運賃の設定を可能とする。 

iii) 利用者の理解を得やすくするため、工事着手前に整備内容及び加算運賃

の設定について公表するとともに、加算運賃の徴収開始後も、資本費等の

回収状況等を公表し、透明化を図る。 

◯ 今後、加算運賃の水準は利用者にとって過度な負担とならないよう配慮す

る一方で、利用者のニーズに的確かつ迅速に対応するとの趣旨に鑑み、加算

運賃の認可に当たっては弾力的な運用となるよう工夫することが課題とな

る。 

◯ 混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化に係る新たな仕組みについては、

利用者の理解を得て、より快適で利便性の高い都市鉄道サービスの実現を図

るべく、引き続き幅広く関係者から意見を聴取し、制度の具体的な内容につ

いて検討を深めていくことが必要である。 
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おわりに 

 

本検討会では、更なるバリアフリー化推進のための費用負担のあり方及び混雑・

遅延対策等の輸送サービスの高質化に資する事業に係る新たな仕組みのあり方につ

いて、議論・検討を行ってきた。 

 

障害者等にとって最低限必要な物理的な鉄道アクセスの確保を大きく上回るよう

な更なるバリアフリー設備整備については、ユニバーサルデザインの推進に向けた

社会的要請の高まりや、利用者ニーズの高度化等、環境が大きく変化している中

で、更なるバリアフリー化を利用者のニーズに即応して整備するためには、利用者

にも一定の負担を求めることが必要であるとされた。 

その際、１ルートのバリアフリールートの確保等のバリアフリー化については、

国、地方公共団体、鉄道事業者のそれぞれの責務を踏まえ、現行の補助制度等によ

って引き続き着実な整備促進を図ることとしつつ、利用者全体のより一層安全で快

適な移動に資する更なるバリアフリー化については、利用者のニーズに的確かつ迅

速に対応するため、新たな料金制度の導入について提言した。 

 

混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化に資する事業については、かつての人

口増加局面の時代では、運賃改定を前提とした運賃収入によって輸送力増強等の措

置が講じられてきたが、これは中長期的には事業者単位で同様の対策が行われるも

のであったため、受益と負担の関係は相当程度一致していた。一方で、今後は人口

減少地域と人口増加地域に二極化することが見込まれ、事業者が運営する全ての路

線ではなく局地的な対策が必要となる。加えて、高度に土地利用等が進んでいる都

市部で、新たに対策を講じようとすると、これまで以上に大規模な事業費が必要と

なる。 

このため、こうした受益と負担の関係の変化や事業費の増大を踏まえて、既存制

度である特定都市鉄道整備積立金制度を出発点とし、新線建設に係る加算運賃制度

を踏まえつつ、新たな仕組みについて方向性を示した。 

 

今後、更なるバリアフリー化に係る料金制度については、現行の補助制度との整

合性に留意するとともに、ＩＣカードシステム上の技術的検証等を通じて運賃・料

金収受に係る運用上の課題やシステム改修に係る技術的な課題を解消しつつ、具体

化に向けて詳細の制度設計を早期かつ着実に進めることが求められる。 

また、混雑・遅延対策等の輸送サービスの高質化に係る新たな仕組みについて

は、利用者の理解を得て、より快適で利便性の高い都市鉄道サービスの実現を図る
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べく、引き続き幅広く関係者から意見を聴取し、制度の具体的な内容について検討

を深めていくことが必要である。 

 

今回の本検討会での議論が、より多様化・高度化する利用者のニーズに即応した

サービスの提供につながることを期待する。 
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口
実
績
値

東
京
都

7
,0
0
0

7
,5
0
0

8
,0
0
0

8
,5
0
0

9
,0
0
0

9
,5
0
0

1
0
,0
0
0

1
0
,5
0
0

人口［千人］

運
総
研
推
計
値

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
3
)

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
8
)

東
京
都
推
計
値

夜
間
人
口
実
績
値区
部

1
,5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

3
,5
0
0

4
,0
0
0

4
,5
0
0

5
,0
0
0

人口［千人］
運
総
研
推
計
値

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
3
)

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
8
)

東
京
都
推
計
値

夜
間
人
口
実
績
値

東
京
都
（
多
摩

※
）

2
0
,0
0
0

2
2
,0
0
0

2
4
,0
0
0

2
6
,0
0
0

2
8
,0
0
0

3
0
,0
0
0

3
2
,0
0
0

3
4
,0
0
0

3
6
,0
0
0

3
8
,0
0
0

4
0
,0
0
0

人口［千人］

運
総
研
推
計
値

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
3
)

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
8
)

夜
間
人
口
実
績
値

一
都
三
県

東
京
圏
に
お
け
る
夜
間
人
口
の
推
移
と
予
測
（
一
都
三
県
・
東
京
都
）

出
典
︓
運
総
研
推
計
値
…
「今
後
の
東
京
圏
を
支
え
る
鉄
道
の
あ
り方

に
関
す
る
調
査
研
究
」（
20
14
年
2月

）
の
将
来
⼈
⼝
推
計
の
手
法
を
ベ
ー
ス
に
、運

輸
総
合
研
究
所
に
て
20
17
年
度
時
点
の
最
新
デ
ー
タに
よ
り推

計
社
⼈
研
推
計
値
…
国
⽴
社
会
保
障
・ ⼈
⼝
問
題
研
究
所
「⽇
本
の
地
域
別
将
来
推
計
⼈
⼝
」（
20
13
年
3月

、2
01
8年

3月
推
計
）

（
出
典
東
京
都
推
計
値
…
「東
京
都
区
市
町
村
別
⼈
⼝
の
予
測
」（
20
17
年
3月

）
夜
間
⼈
⼝
実
績
値
…
国
勢
調
査

（
※
）
多
摩
は
東
京
都
内
の
市
区
町
村
の
うち
、2
3区

及
び
島
しょ
部
を
除
く市
町
村
を
指
す
。

○
国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
の
⼈
⼝
推
計
に
よ
る
と、
⼀
都
三
県
（
東
京
都
、埼

⽟
県
、千

葉
県
、神

奈
川
県
）
の
⼈
⼝
は
20
20
年
を

ピー
クに
、減

少
す
る
⾒
込
み
で
あ
る
。

○
⼀
方
、東

京
都
区
部
は
20
35
年
に
ピー
クを
迎
え
、以

降
減
少
傾
向
に
転
じる
が
、2
04
5年

で
も
依
然
とし
て
20
15
年
を
上
回
る
⾒
込
み
。
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【
機
密
性
２
】

1
0
,0
0
0

1
0
,5
0
0

1
1
,0
0
0

1
1
,5
0
0

1
2
,0
0
0

1
2
,5
0
0

1
3
,0
0
0

1
3
,5
0
0

1
4
,0
0
0

1
4
,5
0
0

人口［千人］

運
総
研
推
計
値

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
3
)

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
8
)

東
京
都
推
計
値

夜
間
人
口
実
績
値

東
京
都

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

8
,0
0
0

9
,0
0
0

人口［千人］

運
総
研
推
計
値

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
3
)

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
8
)

埼
玉
県
推
計
値

夜
間
人
口
実
績
値

埼
玉
県

2
,0
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

8
,0
0
0

人口［千人］
運
総
研
推
計
値

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
3
)

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
8
)

千
葉
県
推
計
値

夜
間
人
口
実
績
値

千
葉
県

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

8
,0
0
0

9
,0
0
0

1
0
,0
0
0

人口［千人］

運
総
研
推
計
値

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
3
)

社
人
研
推
計
値
(2
0
1
8
)

夜
間
人
口
実
績
値

神
奈
川
県

東
京
圏
に
お
け
る
夜
間
人
口
の
推
移
と
予
測
（
一
都
三
県
）

出
典
︓
運
総
研
推
計
値
…
「今
後
の
東
京
圏
を
支
え
る
鉄
道
の
あ
り方

に
関
す
る
調
査
研
究
」（
20
14
年
2月

）
の
将
来
⼈
⼝
推
計
の
手
法
を
ベ
ー
ス
に
、運

輸
総
合
研
究
所
に
て
20
17
年
度
時
点
の
最
新
デ
ー
タに
よ
り推

計
社
⼈
研
推
計
値
…
国
⽴
社
会
保
障
・ ⼈
⼝
問
題
研
究
所
「⽇
本
の
地
域
別
将
来
推
計
⼈
⼝
」（
20
13
年
3月

、2
01
8年

3月
推
計
）

（
出
典
東
京
都
推
計
値
…
「東
京
都
区
市
町
村
別
⼈
⼝
の
予
測
」（
20
17
年
3月

）
夜
間
⼈
⼝
実
績
値
…
国
勢
調
査

○
国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
の
⼈
⼝
推
計
に
よ
る
と、
東
京
都
は
20
30
年
に
ピー
クを
迎
え
、以

降
減
少
傾
向
に
転
じる
が
、

20
45
年
で
も
20
15
年
を
上
回
る
⾒
込
み
で
あ
る
。

〇
⼀
方
、千

葉
県
で
は
20
15
年
、神

奈
川
県
、埼

⽟
県
で
は
20
20
年
に
ピー
クを
迎
え
、以

降
減
少
傾
向
に
転
じる
⾒
込
み
で
あ
る
。
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【
機
密
性

2 】
近
畿
圏
に
お
け
る
夜
間
人
口
の
推
移
と
予
測
（
二
府
二
県
）

○
国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
が
20
18
年
3月

に
発
表
した
⼈
⼝
推
計
値
に
よ
る
と、
奈
良
県
は
20
00
年
、兵

庫
県
と京

都
府
は
20
05
年
、⼤

阪
府
は
20
10
年
に
ピー
クを
迎
え
、す
で
に
⼈
⼝
減
少
局
面
に
あ
る
。

1
,0
0
0

1
,2
0
0

1
,4
0
0

1
,6
0
0

1
,8
0
0

2
,0
0
0

2
,2
0
0

2
,4
0
0

2
,6
0
0

2
,8
0
0

3
,0
0
0

S
4
0
S
4
5
S
5
0
S
5
5
S
6
0

H
2

H
7

H
1
2
H
1
7
H
2
2
H
2
7
H
3
2
H
3
7
H
4
2
H
4
7
H
5
2

人口［千人］

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
3
）

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
8
）

夜
間
人
口
実
績
値

京
都
府

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

3
,5
0
0

4
,0
0
0

4
,5
0
0

5
,0
0
0

5
,5
0
0

6
,0
0
0

S
4
0
S
4
5
S
5
0
S
5
5
S
6
0

H
2

H
7

H
1
2
H
1
7
H
2
2
H
2
7
H
3
2
H
3
7
H
4
2
H
4
7
H
5
2

人口［千人］

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
3
）

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
8
）

夜
間
人
口
実
績
値

兵
庫
県

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
,0
0
0

1
,1
0
0

1
,2
0
0

1
,3
0
0

1
,4
0
0

1
,5
0
0

1
,6
0
0

S
4
0
S
4
5
S
5
0
S
5
5
S
6
0
H
2

H
7
H
1
2
H
1
7
H
2
2
H
2
7
H
3
2
H
3
7
H
4
2
H
4
7
H
5
2

人口［千人］

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
3
）

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
8
）

夜
間
人
口
実
績
値

奈
良
県

6
,0
0
0

6
,5
0
0

7
,0
0
0

7
,5
0
0

8
,0
0
0

8
,5
0
0

9
,0
0
0

9
,5
0
0

1
0
,0
0
0

S
4
0
S
4
5
S
5
0
S
5
5
S
6
0
H
2

H
7
H
1
2
H
1
7
H
2
2
H
2
7
H
3
2
H
3
7
H
4
2
H
4
7
H
5
2

人口［千人］

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
3
）

社
人
研
推
計
値
（
2
0
1
8
）

夜
間
人
口
実
績
値

大
阪
府

出
典
︓
社
⼈
研
推
計
値
…
国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
「⽇
本
の
地
域
別
将
来
推
計
⼈
⼝
」（
20
13
年
3月

、2
01
8年

3月
推
計
）

夜
間
⼈
⼝
実
績
値
…
国
勢
調
査
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【
機
密
性

2 】
（
参
考
）
運
輸
総
合
研
究
所
に
よ
る
人
口
推
計
の
考
え
方
に
つ
い
て

（
参
考
）
将
来
人
口
推
計
方
法
の
比
較

運
輸
総
合
研
究
所

（
2 0
18
年
3月

）
今
後
の
東
京
圏
を
支
え
る
鉄
道
の
あ
り方

に
関
す
る
調
査
研
究
（
20
14
年
2月

）

国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所

20
18
年
3月

推
計

20
13
年
3月

推
計

推
計
の
ベ
ー
ス
とな
る

国
勢
調
査
の
最
新
年
度

20
15
年

20
10
年

20
15
年

20
10
年

考
え
方

外
国
⼈
居
住
者
の

推
計
方
法

東
京
圏
に
お
い
て
外
国
⼈
居
住
者
が

増
加
して
い
る
こと
を
踏
ま
え
、

⽇
本
⼈
・外
国
⼈
別
に
推
計

外
国
⼈
居
住
者
を
含
む
総
⼈
⼝
で
推
計

東
京
圏
へ
の

⼈
⼝
集
中

■
東
京
圏
へ
の
転
入
超
過
傾
向
を
考
慮

■
東
京
都
心
部
の
地
価
高
騰
に
よ
る
東
京
圏
郊
外
の
居
住
者
増
加
を
考
慮

近
年
⼈
⼝
増
加
の
⼤
き
い
⼀
部
の
⾃
治
体
を
例

外
とし
て
、東

京
圏
を
含
め
純
移
動
率
※
は
全
国

的
に
低
下
して
い
くと
想
定

※
あ
る
地
域
の
転
入
超
過
数
が
地
域
⼈
⼝
に
占
め
る
割
合
を
示
した
も
の
で
あ
る
。

運
輸
総
合
研
究
所
に
よ
る
人
口
推
計
の
考
え
方

①
混
雑
・遅
延
対
策
を
検
討
す
る
に
あ
た
り、
過
少
に
推
計
され
た
⼈
⼝
を
用
い
て
投
資
計
画
を
作
成
した
場
合
に
は
、必

要
な
量
の
投
資
が
な

され
な
い
お
それ

が
あ
る
。

②
⼀
方
、国

⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
に
よ
る
将
来
推
計
⼈
⼝
は
、実

績
を
下
回
る
傾
向
に
あ
った
。

③
この
よ
うな
課
題
認
識
か
ら、
20
14
年
2月

に
「今
後
の
東
京
圏
を
支
え
る
鉄
道
の
あ
り方

に
関
す
る
調
査
研
究
（
委
員
⻑

森
地
茂
政
策

研
究
⼤
学
院
⼤
学
特
別
教
授
）
」に
お
い
て
、東

京
圏
へ
の
転
入
超
過
や
、地

域
別
の
高
齢
化
度
合
い
等
を
考
慮
し、
20
45
年
ま
で
の
将

来
⼈
⼝
推
計
が
⾏
わ
れ
た
。

④
本
検
討
会
で
提
示
した
運
輸
総
合
研
究
所
に
お
け
る
⼈
⼝
推
計
は
、上

記
調
査
研
究
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
とし
つ
つ
、近

年
、東

京
圏
に
お
い

て
外
国
⼈
居
住
者
が
増
加
して
い
る
こと
を
踏
ま
え
、⽇

本
⼈
・外
国
⼈
を
分
け
て
算
定
した
も
の
で
あ
る
。
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【
機
密
性

2 】
東
京
圏
に
お
け
る
エ
リ
ア
別
の
将
来
人
口
分
布
の
変
遷
（
1
/
2
）
～
社
人
研
推
計
値
の
場
合
～

国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
の
⼈
⼝
推
計
デ
ー
タ（

20
18
年
3月

公
表
）
をも
とに
事
務
局
作
成

○
国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
が
20
18
年
3月

に
発
表
した
⼈
⼝
推
計
値
に
よ
る
と、
20
45
年
の
推
計
値
は
、

運
総
研
推
計
値
と比

較
す
る
と⼈

⼝
が
増
加
す
る
エ
リア
は
や
や
狭
くな
る
も
の
の
、東

京
都
区
部
や
横
浜
、埼

⽟
県
南
部

で
は
20
15
年
の
⽔
準
を
上
回
って
い
る
。

⼈
⼝
密
度
変
化

（
⼈
/k
m
2 ）

20
15
年
→
20
35
年

20
15
年
→
20
40
年

20
15
年
→
20
45
年
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【
機
密
性

2 】

○
運
輸
総
合
研
究
所
の
⼈
⼝
推
計
に
よ
る
と、
20
50
年
で
は
、東

京
都
区
部
の
外
縁
部
に
お
い
て
は
⼈
⼝
が
減
少
して
い

る
が
、東

京
都
区
部
や
横
浜
、埼

⽟
県
南
部
で
は
20
15
年
の
⽔
準
を
上
回
って
い
る
。

東
京
圏
に
お
け
る
エ
リ
ア
別
の
将
来
人
口
分
布
の
変
遷
（
2
/
2
）
～
運
総
研
推
計
値
の
場
合
～

20
15
年
→
20
35
年

20
15
年
→
20
40
年

20
15
年
→
20
45
年

20
15
年
→
20
50
年

⼈
⼝
密
度
変
化

（
⼈
/k
m
2 ）
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【
機
密
性

2 】
近
畿
圏
に
お
け
る
エ
リ
ア
別
の
将
来
人
口
分
布
の
変
遷
～
社
人
研
推
計
値
の
場
合
～

国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
の
⼈
⼝
推
計
デ
ー
タ（

20
18
年
3月

公
表
）
をも
とに
事
務
局
作
成

○
国
⽴
社
会
保
障
・⼈
⼝
問
題
研
究
所
が
20
18
年
3月

に
発
表
した
⼈
⼝
推
計
値
に
よ
る
と、
20
45
年
に
お
い
て
も
⼤

阪
市
、神

⼾
市
、京

都
市
の
⼀
部
に
お
い
て
は
夜
間
⼈
⼝
が
20
15
年
の
⽔
準
を
上
回
る
予
測
結
果
とな
って
い
る
。

⼈
⼝
密
度
変
化

（
⼈
/k
m
2 ）

20
15
年
→
20
35
年

20
15
年
→
20
40
年

20
15
年
→
20
45
年
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中
部
、福

岡
［
百
万
⼈
］

⻄
鉄

名
鉄

大
手
民
鉄
1
6
社
の
輸
送
人
員
の
推
移

○
メト
ロを
除
く関
東
圏
⼤
手
の
輸
送
⼈
員
の
合
計
は
、H
3年

頃
以
降
横
ば
い
か
ら微

増
。そ
の
他
⼤
手
の
輸
送
⼈
員

の
合
計
は
、近

年
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、ピ
ー
ク時

の
輸
送
⼈
員
を
下
回
る
。

※
メト
ロの
H1
5以

前
は
営
団
の
数
値
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【
機
密
性
２
】

大
手
民
鉄
1
6
社
の
輸
送
指
数
の
推
移

○
メト
ロを
除
く関
東
圏
⼤
手
の
輸
送
⼈
員
の
合
計
は
、H
3年

頃
以
降
横
ば
い
か
ら微

増
。そ
の
他
⼤
手
の
輸
送
⼈
員

の
合
計
は
、近

年
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、ピ
ー
ク時

の
輸
送
⼈
員
を
下
回
る
。

※
メト
ロの
H1
5以

前
は
営
団
の
数
値

※
輸
送
指
数
は
S4
0を
10
0と
す
る
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阪
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京
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南
海

近
鉄

大
手
民
鉄
1
6
社
の
営
業
収
益
の
推
移

○
関
東
圏
⼤
手
の
営
業
収
益
の
合
計
は
堅
調
に
推
移
。近

畿
圏
⼤
手
の
営
業
収
益
は
H8
年
を
ピー
クに
減
少
し、
横

ば
い
に
。

※
メト
ロの
H1
5以

前
は
営
団
の
数
値
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【
機
密
性
２
】

大
手
民
鉄
（
関
東
8
社
）
の
設
備
投
資
額
と
営
業
費
用
の
推
移

（
メ
ト
ロ
除
く
）

○
概
ね
毎
年
度
、減

価
償
却
費
を
上
回
る
設
備
投
資
を
⾏
って
い
る
も
の
の
、近

年
の
その
超
過
額
は
総
じて
少
な
い
。

○
設
備
投
資
額
に
対
す
る
安
全
・サ
ー
ビス
関
連
投
資
の
割
合
が
、近

年
増
加
傾
向
に
あ
る
。

○
営
業
費
用
に
対
す
る
⼈
件
費
の
割
合
は
、減

少
して
き
て
い
る
が
、近

年
は
横
ば
い
に
。
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サ
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他
経
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諸
税

減
価
償
却
費

⼈
件
費
の
割
合

修
繕
費
の
割
合

※
H4
以
降
は
相
鉄
を
加
え
た
8社

※
H2
以
降
は
相
鉄
を
加
え
た
8社

安
全
・サ
ー
ビス
関
連
投
資
…
AT
S等

、耐
震
補
強
、踏

切
の
安
全
対
策
、ホ
ー
ム
ドア
、内

方
線
付
点
状
ブ
ロッ
ク整

備
、そ
の
他
の
バ
リア
フリ
ー
設
備
等

その
他
投
資
…
輸
送
⼒
の
増
強
等
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機
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性
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年
度

⼈
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そ
の
他
経
費

諸
税

減
価
償
却
費

⼈
件
費
の
割
合

修
繕
費
の
割
合

大
手
民
鉄
（
西
日
本
7
社
）
の
設
備
投
資
額
と
営
業
費
用
の
推
移

○
H1
1以

降
概
ね
毎
年
度
、設

備
投
資
額
が
減
価
償
却
費
を
下
回
って
い
る
。

○
設
備
投
資
額
に
対
す
る
安
全
・サ
ー
ビス
関
連
投
資
の
割
合
が
、H
8以

降
多
くを
占
め
て
い
る
。

○
営
業
費
用
に
対
す
る
⼈
件
費
の
割
合
は
、ピ
ー
ク時

に
比
べ
減
少
して
い
る
も
の
の
近
年
は
横
ば
い
に
。

安
全
・サ
ー
ビス
関
連
投
資
…
AT
S等

、耐
震
補
強
、踏

切
の
安
全
対
策
、ホ
ー
ム
ドア
、内

方
線
付
点
状
ブ
ロッ
ク整

備
、そ
の
他
の
バ
リア
フリ
ー
設
備
等

その
他
投
資
…
輸
送
⼒
の
増
強
等
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【
機
密
性
２
】

JR
東
日
本
の
輸
送
人
員
と
営
業
収
益
の
推
移

○
輸
送
⼈
員
、営

業
収
益
共
に
堅
調
に
推
移
。
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【
機
密
性
２
】

JR
東
海
の
輸
送
人
員
と
営
業
収
益
の
推
移

○
輸
送
⼈
員
、営

業
収
益
共
に
堅
調
に
推
移
。
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【
機
密
性
２
】

JR
西
日
本
の
輸
送
人
員
と
営
業
収
益
の
推
移

○
輸
送
⼈
員
、営

業
収
益
共
に
堅
調
に
推
移
。
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【
機
密
性
２
】

JR
東
日
本
の
設
備
投
資
額
と
営
業
費
用
の
推
移

○
H1
7以

降
に
つ
い
て
は
、毎

年
度
、減

価
償
却
費
を
上
回
る
設
備
投
資
を
⾏
って
い
る
。

○
営
業
費
用
に
対
す
る
⼈
件
費
の
割
合
は
、減

少
傾
向
に
あ
る
。
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安
全
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S等

、耐
震
補
強
、ホ
ー
ム
ドア
、内

方
線
付
点
状
ブ
ロッ
ク整

備
、踏

切
の
安
全
対
策
等

その
他
投
資
…
輸
送
⼒
の
増
強
、上

記
以
外
の
バ
リア
フリ
ー
設
備
等
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【
機
密
性
２
】

JR
東
海
の
設
備
投
資
額
と
営
業
費
用
の
推
移

○
H1
8以

降
に
つ
い
て
は
、概

ね
毎
年
度
、減

価
償
却
費
を
上
回
る
設
備
投
資
を
⾏
って
い
る
。

○
営
業
費
用
に
対
す
る
⼈
件
費
の
割
合
は
、ピ
ー
ク時

に
比
べ
減
少
して
い
る
も
の
の
近
年
は
横
ば
い
に
。
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震
補
強
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ム
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方
線
付
点
状
ブ
ロッ
ク整

備
、踏

切
の
安
全
対
策
等

その
他
投
資
…
輸
送
⼒
の
増
強
、上

記
以
外
の
バ
リア
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ー
設
備
等
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【
機
密
性
２
】

JR
西
日
本
の
設
備
投
資
額
と
営
業
費
用
の
推
移

○
H1
5以

降
に
つ
い
て
は
、概

ね
毎
年
度
、減

価
償
却
費
を
上
回
る
設
備
投
資
を
⾏
って
い
る
。

○
営
業
費
用
に
対
す
る
⼈
件
費
の
割
合
は
、減

少
傾
向
に
あ
る
。 安
全
関
連
投
資
…
AT
S等

、耐
震
補
強
、ホ
ー
ム
ドア
、内

方
線
付
点
状
ブ
ロッ
ク整

備
、踏

切
の
安
全
対
策
等

その
他
投
資
…
輸
送
⼒
の
増
強
、上

記
以
外
の
バ
リア
フリ
ー
設
備
等

安
全
関
連
投
資
…
AT
S等

、耐
震
補
強
、ホ
ー
ム
ドア
、内

方
線
付
点
状
ブ
ロッ
ク整

備
、踏

切
の
安
全
対
策
等

その
他
投
資
…
輸
送
⼒
の
増
強
、上

記
以
外
の
バ
リア
フリ
ー
設
備
等
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【
機
密
性
２
】

大
手
民
鉄
1
6
社
の
保
有
車
両
の
導
入
後
経
過
年
数

○
⼤
手
⺠
鉄
16
社
で
は
、法

定
耐
用
年
数
を
超
え
る
⾞
両
が
70
％
を
超
え
て
い
る
。

○
関
東
9社

で
は
、法

定
耐
用
年
数
を
超
え
る
⾞
両
は
約
70
％
で
あ
る
が
、導

入
後
30
年
を
超
え
る
⾞
両
は
約

10
％
程
度
で
あ
る
。

○
⻄
⽇
本
7社

で
は
、法

定
耐
用
年
数
を
超
え
る
⾞
両
は
約
85
％
で
あ
り、
導
入
後
30
年
を
超
え
る
⾞
両
に
つ
い
て
も

約
40
％
で
あ
る
。

※
電
⾞
の
法
定
耐
用
年
数
13
年

注
１
）
H2
9.
4.
1時

点
注
２
）
リー
ス
⾞
両
に
つ
い
て
は
、リ
ー
ス
開
始
後
の
経
過
年
数
とす
る
。

注
３
）
⾞
両
の
本
体
と台

⾞
の
経
過
年
数
が
異
な
る
場
合
は
、古

い
方
の
経
過
年
数
とす
る
。
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14
%

11
〜
20

年 16
%

21
〜
30
年

27
%

31
〜
40
年

21
%

41
〜
50
年

21
%

51
年
〜

1%

⻄
⽇
本
7社

の
保
有
割
合

5
,8
0
1
両
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【
機
密
性
２
】

鉄
道
施
設
に
お
け
る
ト
ン
ネ
ル
の
老
朽
化
状
況
つ
い
て

・ト
ンネ
ル
法
定
耐
用
年
数
（
鉄
筋
コン
クリ
造
）
は
60
年

・ 現
在
の
トン
ネ
ル
の
平
均
年
齢
︓
約
64
年

・法
定
耐
用
年
数
を
越
え
る
施
設
の
割
合

（
現
在
）
約
53
％

→
（
20
年
後
）
約
80
％

法
定
耐
用
年
数
（
鉄
筋
コン
クリ
造
）

H2
8.
3時

点

○
トン
ネ
ル
に
つ
い
て

・⽼
朽
化
に
よ
る
施
設
へ
の
影
響
例

漏
⽔

剥
落
跡

トン
ネ
ル
壁
面
上
部
２

トン
ネ
ル
壁
面
部

建
設
経
過
年
別
グ
ラフ

鉄
筋
錆

漏
⽔

⻲
裂

⻲
裂トン

ネ
ル
壁
面
上
部
１
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【
機
密
性
２
】

0

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,
0
00

1
,
2
00

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7

新
設
費

維
持
費

更
新
費

新
設
費

維
持
費

更
新
費

新
設
費

維
持
費

更
新
費

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

エ
ス

カ
レ

ー
タ

ー

ホ
ー

ム
ド

ア

（
億
円
）

（
年
度
）

（
参
考
）
JR
本
州
3社

、⼤
⼿
⺠
鉄
16
社
、公
営
8者

の
バ
リア
フリ
ー
施
設
の
維
持
・更
新
費
⽤
の
⾒
通
し（

試
算
）

JR
本
州
3
社
、
大
手
民
鉄
1
6
社
、
公
営
8
者
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
設
の
新
設
・
維
持
・
更
新
費
の
推
移
と
見
通
し
（
試
算
）

○
H3
0年

度
以
降
は
、維

持
・更
新
費
に
概
ね
60
0億

円
／
年
を
要
し、
維
持
更
新
費
だ
け
で
これ
ま
で
の
整
備
費
に

迫
る
規
模
とな
って
い
る
。

※
各
設
備
の
新
設
、維

持
、更

新
費
は
、検

討
会
参
加
事
業
者
（
6社

）
ヒア
リン
グ
を
も
とに
国
⼟
交
通
省
に
て
概
算
。

※
維
持
費
は
、新

設
をし
た
翌
年
度
に
計
上
。更

新
費
は
、新

設
また
は
更
新
後
、更

新
周
期
を経

過
した
年
度
に
計
上
。

※
エ
レ
ベ
ー
ター
、エ
ス
カレ
ー
ター
の
H1
2ま
で
の
各
年
の
設
置
基
数
は
不
明
の
た
め
、そ
の
分
の
更
新
費
は
H3
0〜

37
に
平
準
化
して
計
上
。

※
エ
レ
ベ
ー
ター
、エ
ス
カレ
ー
ター
の
H1
2〜

27
の
設
置
基
数
は
、「
移
動
等
円
滑
化
実
績
等
報
告
書
」に
基
づ
き計

上
。H
28
年
度
以
降
の
設
置
基
数
は
未
計
上
。

※
H2
9年

度
以
降
の
設
置
駅
数
は
第
7回

駅
ホ
ー
ム
に
お
け
る
安
全
性
向
上
の
た
め
の
検
討
会
資
料
を基

に
計
上
。ホ
ー
ム
ドア
の
H2
9〜

32
の
新
設
費
は
、平

準
化
して
計
上
。H
33
以
降
の
各

年
の
新
設
費
は
、H
29
〜
32
の
年
間
設
置
基
数
と同

等
の
駅
数
で
計
上
。

※
公
営
8者

は
、札

幌
市
、仙

台
市
、東

京
都
、横

浜
市
、名

古
屋
市
、京

都
市
、神

⼾
市
、福

岡
市
。
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【
機
密
性
２
】

高
齢
者
、
障
害
者
の
増
加
等
①
（
高
齢
者
）

○
我
が
国
の
高
齢
化
は
急
速
に
進
展
。2
01
7年

（
平
成
29
年
）
の
高
齢
者
数
は
約
3,
50
0万

⼈
、高

齢
化
率
は
27
.7
%
で
あ
り、
20
05
年
（
平
成
17

年
・バ
リア
フリ
ー
法
施
⾏
前
年
）
に
比
して
約
95
0万

⼈
（
40
％
弱
）
増
加
。ま
た
、高

齢
化
率
も
7.
5%

上
昇
。

○
今
後
も
高
齢
化
率
は
上
昇
を
続
け
、東

京
オ
リン
ピッ
ク・
パ
ラリ
ンピ
ック
後
に
は
30
%
を
超
え
、2
06
5年

に
は
40
%
近
くに
達
す
る
⾒
込
み
。高

齢
者
数
も
今

後
、約

30
年
は
伸
び
続
け
る
と推

計
。

○
特
に
、7
5歳

以
上
の
後
期
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、2
02
5年

（
平
成
37
年
）
に
2,
18
0万

⼈
（
約
18
%
）
に
達
し、
⼈
数
、⼈

⼝
比
率
とも
に
上
昇
す
る
⾒

込
み
。


急
速
な
高
齢
化
の
進
展

出
典
︓
平
成
30
年
版
高
齢
社
会
⽩
書

70



【
機
密
性
２
】

高
齢
者
、
障
害
者
の
増
加
等
②
（
高
齢
者
）

出
典
︓
総
務
省

統
計
トピ
ック
ス
№
10
3「
統
計
か
らみ
た
我
が
国
の
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）

高
齢
者
の
就
業
者
数
の
推
移
（
平
成
元
年
～
2
8
年
）

就
業
者
総
数
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合
の
推
移
（平
成
元
年
～
28
年
）

出
典
︓
第
1回

バ
リア
フリ
ー
法
及
び
関
連
施
策
の
あ
り方

に
関
す
る
検
討
会
（
H2
9.
3.
15
）
資
料

○
平
成
28
年
の
高
齢
者
の
就
業
者
数
・就
業
者
総
数
に
占
め
る
割
合
は
、と
も
に
過
去
最
高
。


高
齢
者
の
就
業
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【
機
密
性
２
】

高
齢
者
、
障
害
者
の
増
加
等
③
（
障
害
者
）

出
典
︓
平
成
30
年
版

障
害
者
⽩
書

○
平
成
28
年
の
⾝
体
障
害
者
数
は
約
42
8万

7千
⼈
で
、平

成
18
年
に
比
して
約
71
万
⼈
（
19
.9
%
）
増
。ま
た
、知

的
、精

神
障
害
者
数
も
増
加
して
お

り、
今
後
も
障
害
者
数
は
増
加
す
る
こと
が
⾒
込
ま
れ
る
。


障
害
者
数
の
増
加
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【
機
密
性
２
】

（
65
歳
未
満
）

（
65
歳
以
上
（
年
齢
不
詳
を
含
む
）
）

⾝
体
障
害
者

手
帳

療
育
手
帳

精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳

⾝
体
障
害
者

手
帳

療
育
手
帳

精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳

1,
89
1

1,
77
6

85
9

63
1

47
2

11
5

2,
81
9

2,
66
6

2,
54
5

13
3

19
6

15
3

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

10
0.
0%

62
3

58
3

28
7

22
7

11
8

40
45
0

43
6

41
4

22
28

14

32
.9
%

32
.8
%

33
.4
%

36
.0
%

25
.0
%

34
.8
%

16
.0
%

16
.4
%

16
.3
%

16
.5
%

14
.3
%

9.
2%

58
5

55
4

27
2

18
4

16
6

31
73
2

70
1

68
1

25
34

31

30
.9
%

31
.2
%

31
.7
%

29
.2
%

35
.2
%

27
.0
%

26
.0
%

26
.3
%

26
.8
%

18
.8
%

17
.3
%

20
.3
%

30
0

27
6

13
0

92
79

24
63
4

59
1

56
5

25
45

43

15
.9
%

15
.5
%

15
.1
%

14
.6
%

16
.7
%

20
.9
%

22
.5
%

22
.2
%

22
.2
%

18
.8
%

23
.0
%

28
.1
%

79
74

40
18

23
5

16
4

15
2

14
9

8
13

12

4.
2%

4.
2%

4.
7%

2.
9%

4.
9%

4.
3%

5.
8%

5.
7%

5.
9%

6.
0%

6.
6%

7.
8%

14
2

13
5

57
60

37
7

33
9

31
5

28
9

25
21

24

7.
5%

7.
6%

6.
6%

9.
5%

7.
8%

6.
1%

12
.0
%

11
.8
%

11
.4
%

18
.8
%

10
.7
%

15
.7
%

55
53

20
19

18
2

12
3

11
8

11
4

2
7

5

2.
9%

3.
0%

2.
3%

3.
0%

3.
8%

1.
7%

4.
4%

4.
4%

4.
5%

1.
5%

3.
6%

3.
3%

34
30

18
9

10
4

15
7

14
3

13
6

8
17

14

1.
8%

1.
7%

2.
1%

1.
4%

2.
1%

3.
5%

5.
6%

5.
4%

5.
3%

6.
0%

8.
7%

9.
2%

73
71

35
22

21
2

22
0

21
0

19
7

18
31

10

3.
9%

4.
0%

4.
1%

3.
5%

4.
4%

1.
7%

7.
8%

7.
9%

7.
7%

13
.5
%

15
.8
%

6.
5%

不
詳

外
出
して
い
な
い

その
他

1ヶ
月
に
1〜

2⽇
程
度

2週
間
に
1〜

2⽇
程
度

手
帳
非
所
持

で
、⾃

⽴
支
援

給
付
等
を受

け
て

い
る者

手
帳
非
所
持

で
、⾃

⽴
支
援

給
付
等
を受

け
て

い
る者

1週
間
に
1〜

2⽇
程
度

1週
間
に
3〜

6⽇
程
度

毎
⽇

障
害
者
手
帳
の
種
類
（
複
数
回
答
）

総
数

障
害
者
手
帳
所

持
者

障
害
者
手
帳
所

持
者

障
害
者
手
帳
の
種
類
（
複
数
回
答
）

総
数

総
数

高
齢
者
、
障
害
者
の
増
加
等
④
（
障
害
者
）

出
典
︓
平
成
28
年
⽣
活
の
しづ
らさ
な
どに
関
す
る
調
査
（
全
国
在
宅
障
害
児
・者
等
実
態
調
査
）

○
障
害
者
の
外
出
状
況
を
み
る
と、
65
歳
未
満
で
は
全
体
の
94
.3
%
、6
5歳

以
上
で
は
全
体
の
86
.6
%
が
頻
度
に
か
か
わ
らず
外
出
。

○
ま
た
、週

に
1回

以
上
外
出
す
る
⼈
の
割
合
は
、6
5歳

未
満
で
79
.7
%
、6
5歳

以
上
で
64
.5
%
と過

半
を
占
め
る
。


障
害
者
の
外
出
の
状
況
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【
機
密
性
２
】

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
及
び
基
本
方
針
の
概
要

○
基
本
構
想
の
指
針

・市
町
村
が
重
点
整
備
地
区
を
定
め
各
種
事
業

を
重
点
的
か
つ
⼀
体
的
に
推
進
す
る
こと
の
意

義 ・基
本
構
想
の
作
成
・フ
ォロ
ー
ア
ップ
に
当
た
り、

当
事
者
の
参
画
や
提
案
制
度
の
活
用

・段
階
的
か
つ
継
続
的
発
展
を
図
る
「ス
パ
イラ
ル

ア
ップ
」の
推
進

○
基
本
構
想
の
指
針

・市
町
村
が
重
点
整
備
地
区
を
定
め
各
種
事
業

を
重
点
的
か
つ
⼀
体
的
に
推
進
す
る
こと
の
意

義 ・基
本
構
想
の
作
成
・フ
ォロ
ー
ア
ップ
に
当
た
り、

当
事
者
の
参
画
や
提
案
制
度
の
活
用

・段
階
的
か
つ
継
続
的
発
展
を
図
る
「ス
パ
イラ
ル

ア
ップ
」の
推
進

○
施
設
設
置
管
理
者
が
講
ず
べ
き
措
置

・利
用
者
の
ニー
ズ
に
応
じた
適
切
な
情
報
の
提

供 ・適
切
な
対
応
を
⾏
うよ
う継

続
的
な
教
育
訓
練

の
実
施
の
必
要
性

○
施
設
設
置
管
理
者
が
講
ず
べ
き
措
置

・利
用
者
の
ニー
ズ
に
応
じた
適
切
な
情
報
の
提

供 ・適
切
な
対
応
を
⾏
うよ
う継

続
的
な
教
育
訓
練

の
実
施
の
必
要
性

○
移
動
等
円
滑
化
の
意
義
及
び
目
標

・旅
客
施
設
、⾞

両
、道

路
、公

園
、建

築
物
等

に
つ
い
て
、平

成
32
年
度
ま
で
の
整
備
目
標
を

設
定 旅
客
施
設
︓
30
00
⼈
以
上
／
⽇
の
施
設
に

つ
い
て
原
則
10
0％

（
従
前
︓
50
00
⼈
以
上
）

○
移
動
等
円
滑
化
の
意
義
及
び
目
標

・旅
客
施
設
、⾞

両
、道

路
、公

園
、建

築
物
等

に
つ
い
て
、平

成
32
年
度
ま
で
の
整
備
目
標
を

設
定 旅
客
施
設
︓
30
00
⼈
以
上
／
⽇
の
施
設
に

つ
い
て
原
則
10
0％

（
従
前
︓
50
00
⼈
以
上
）

 バ
リア
フリ
ー
化
の
促
進
に
関
す
る
国

⺠
の
理
解
・協
⼒
の
促
進
等

道
路

旅
客
施
設
及
び
⾞
両
等

路
外
駐
⾞
場

都
市
公
園

建
築
物

建
築
物
内
部
ま
で
の
連
続
的

な
経
路
を
確
保

公
園

駐
⾞
場

官
公
庁

福
祉
施
設

福
祉
施
設

駐
⾞
場

福
祉
施
設

病
院

官
公
庁

福
祉
施
設

駐
⾞
場

⾃
由
通
路

⽣
活
関
連
施
設
（
旅
客
施
設
、建

築
物
、路

外
駐

⾞
場
、公
園
）

⽣
活
関
連
経
路
（
⽣
活
関
連
施
設
間
の
経
路
）

旅
客
施
設
を
含
ま
な
い
エ
リア
どり

商
業
施
設

駅
、駅
前
の
ビル
等
、

複
数
の
管
理
者
が
関

係
す
る
経
路
に
つ
い
て

協
定
制
度

商
業
施
設

鉄
道
駅

重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
移
動
等
の
円
滑
化
の
イメ
ー
ジ

バ
ス
⾞
両

路
外
駐
⾞
場
、都
市
公
園
及
び
これ

らに
⾄
る
経
路
に
つ
い
て
の
移
動
等

の
円
滑
化
を
推
進

旅
客
施
設
か
ら徒

歩
圏
外
の
エ

リア
どり

官
公
庁

★
住
⺠
等
の
計
画
段
階

か
ら
の
参
加
の
促
進
を
図

る
た
め
の
措
置

市
町
村
が
作
成
す
る
基
本
構
想
に
基
づ
き
、重
点
整
備
地
区
に
お
い
て
重
点
的
か
つ
一
体
的
な
バ
リア
フリ
ー
化
事

業
を
実
施

基
本
方
針
に
お
い
て
各
施
設
の
整
備
目
標
を
設
定
／
移
動
等
円
滑
化
基
準
の
適
合
義
務
／
公
共
交
通
事
業
者

等
の
職
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
の
努
⼒
義
務

⾼
齢
者
、障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
91
号
）

【基
本
方
針
】※

平
成
23
年
3月

改
正

１
．
公
共
交
通
施
設
や
建
築
物
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進

２
．
地
域
に
お
け
る
重
点
的
・⼀
体
的
な
バ
リア
フリ
ー
化
の
推
進

３
．
心
の
バ
リア
フリ
ー
の
推
進

「高
齢
者
、障

害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
バ
リア
フリ
ー
法
）
に
基
づ
き
、高

齢
者
、障

害
者
等
の
円
滑
な
移

動
及
び
建
築
物
等
の
施
設
の
円
滑
な
利
用
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
。

○
その
他
移
動
等
円
滑
化
の
促
進

・国
の
責
務
とし
て
、ス
パ
イラ
ル
ア
ップ
及
び
心
の

バ
リア
フリ
ー
の
推
進
等

・地
方
公
共
団
体
の
責
務
とし
て
、必

要
な
条
例

等
の
制
定
等
の
推
進

○
その
他
移
動
等
円
滑
化
の
促
進

・国
の
責
務
とし
て
、ス
パ
イラ
ル
ア
ップ
及
び
心
の

バ
リア
フリ
ー
の
推
進
等

・地
方
公
共
団
体
の
責
務
とし
て
、必

要
な
条
例

等
の
制
定
等
の
推
進


⾞
い
す
サ
ポ
ー
ト体

験

視
覚
障
害
者
サ
ポ
ー
ト体

験

高
齢
者
疑
似
体
験
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【
機
密
性
２
】

鉄
道
駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
整
備
義
務
、
目
標
等

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等

誘
導
⽤
ブ
ロ
ック
等

障
害
者
対
応
型
ト
イ
レ

ホ
ー
ム
ド
ア

○
⾼
齢
者
、障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
91
号
）

新 設 ・ ⼤ 規 模 改 良

（※ １ ）

○
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
平
成
18
年
国
⼟
交
通
省
令
第
11
1号

）

公
共
交
通
移

動
等
円
滑
化

基
準
へ
の
適
合

︓
義
務

【法
第
8条

第
1

項
】

駅
の
出
入
⼝
か
らホ
ー
ム
へ
の
１

以
上
の
経
路
を
、原

則
とし
て
エ
レ

ベ
ー
ター
又
は
ス
ロー
プ
に
よ
り段

差
解
消
す
る
こと
（
※
2）

。【
省

令
第
4条

第
1,
2項

】

公
共
用
通
路
か
ら⾞

両
の
乗

降
⼝
へ
の
経
路
に
は
、視

覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロッ
クを
敷

設
す
る
こと
（
※
３
）
。【
省

令
第
9条

第
1項

】

便
所
を
設
け
る
場
合
、

１
以
上
は
高
齢
者
、障

害
者
等
の
円
滑
な
利
用

に
適
した
構
造
で
あ
る
こ

と。
【省
令
第
13
条
第
2

項
】

発
着
す
る
全
⾞
両
の
乗
降
⼝
の
位
置
が
⼀
定
で
、

⾞
両
を
⾃
動
的
に
⼀
定
の
位
置
に
停
⽌
可
能
な

ホ
ー
ム
に
は
、ホ
ー
ム
ドア
又
は
可
動
式
ホ
ー
ム
柵
を

設
置
す
る
こと
。【
省
令
第
20
条
第
1項

第
6号

】

上 記 以 外

公
共

交
通

移
動

等
円

滑
化

基
準

へ
の

適
合

︓
努

⼒
義

務
【法

第
8条

第
3

項
】

○
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
23
年
国
家
公
安
委
員
会
、総

務
省
、国

⼟
交
通
省
告
⽰
第
1号

）

平
均

利
用

者
数

が
30

00
⼈

以
上

/⽇
の

駅
に

つ
い

て
は

、H
32

年
度

ま
で

に
、原

則
とし

て
全

て
に

つ
い

て
以

下
の

バ
リア

フリ
ー

化
を

実
施

エ
レ

ベ
ー

ター
又

は
ス

ロー
プ

の
設

置
を

始
め

とし
た

段
差

の
解

消
視

覚
障

害
者

誘
導

用
ブ

ロッ
クの

整
備

便
所

が
あ

る
場

合
に

は
障

害
者

対
応

型
便

所
の

設
置

ホ
ー

ム
ドア

、可
動

式
ホ

ー
ム

柵
、点

状
ブ

ロッ
ク等

の
転

落
を

防
⽌

す
る

た
め

の
設

備
の

整
備

。ホ
ー

ム
ドア

又
は

可
動

式
ホ

ー
ム

柵
に

つ
い

て
は

、技
術

的
困

難
さ、

サ
ー

ビス
低

下
、膨

⼤
な

投
資

費
用

等
の

課
題

に
つ

い
て

総
合

的
に

勘
案

した
上

で
、優

先
的

に
整

備
す

べ
き

駅
を

検
討

し、
地

域
の

支
援

の
下

、可
能

な
限

り設
置

を
促

進
す

る
。

※
交
通
政
策
基
本
法
に
基
づ
く「
交
通
政
策
基
本
計
画
」（
平
成
27
年
2月

13
日
閣
議
決
定
）

バ
リア

フリ
ー

法
基

本
方

針
に

基
づ

く整
備

目
標

等
を

着
実

に
実

現
す

る

○
平

均
利

用
者

数
が

10
万

⼈
以

上
の

駅
に

つ
い

て
は

、バ
リア

フリ
ー

法
基

本
方

針
に

則
り、

ホ
ー

ム
ドア

又
は

内
方

線
付

き
点

状
ブ

ロッ
クに

よ
る

転
落

防
⽌

設
備

の
優

先
的

な
整

備
を

⾏
う。

○
ホ

ー
ム

ドア
の

設
置

数
（

目
標

）
H3

2年
度

約
80

0駅

※
1

⼤
規

模
な

改
良

︓
鉄

軌
道

施
設

の
す

べ
て

の
本

線
の

高
架

式
構

造
又

は
地

下
式

構
造

へ
の

変
更

に
伴

う旅
客

施
設

の
改

良
、旅

客
施

設
の

移
設

その
他

の
全

面
的

な
改

良
※

2 
構

造
上

困
難

な
場

合
は

、⾞
い

す
使

用
者

の
円

滑
な

利
用

に
適

した
エス

カレ
ー

ター
等

※
3 

旅
客

の
円

滑
な

流
動

に
支

障
を及

ぼ
す

恐
れ

が
あ

る
場

合
は

、点
状

ブロ
ック

その
他

の
視

覚
障

害
者

の
転

落
を防

⽌
す

る
た

め
の

設
備
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【
機
密
性
２
】

○
バ
リア
フリ
ー
法
に
基
づ
く「
基
本
方
針
」に
お
い
て
、平
成
32
年
度
ま
で
に
、利
⽤
者
数
3,
00
0人

/日
以
上
の
駅
に

つ
い
て
、原
則
とし
て
全
て
バ
リア
フリ
ー
化
を
実
施

（
※

）
す
る
こと
を
目
標
とし
て
い
る
。

※
バ

リア
フリ

ー
化

の
主

な
内

容
︓

段
差

の
解

消
、視

覚
障

害
者

誘
導

用
ブ

ロッ
ク等

の
整

備
、障

害
者

対
応

型
トイ

レ
の

設
置

○
同
方
針
に
お
い
て
、ホ
ー
ム
ドア
に
つ
い
て
は
、優
先
的
に
整
備
す
べ
き駅

を
検
討
し、
可
能
な
限
り整
備
を
促
進
す
る
、

とし
て
い
る
。

ま
た
、交
通
政
策
基
本
計
画
に
お
い
て
、平
成
32
年
度
ま
で
に
約
80
0駅
とす
る
目
標
を
設
定
して
い
る
。

○
こう
した
目
標
達
成
の
た
め
、国
、地
方
公
共
団
体
に
よ
る
支
援
（
補
助
）
を
実
施
して
い
る
。

鉄
道
駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進

【ホ
ー

ム
ドア

】
転

落
事

故
の

約
半

数
を

占
め

る
利

用
者

数
10

万
⼈

/⽇
以

上
駅

（
26

6駅
）

は
10

1駅
に

整
備

。全
駅

で
は

72
5駅

に
整

備
（

平
成

29
年

度
末

）
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【
機
密
性
２
】

公
営

大
手

民
鉄

（
西

日
本

7
社

）

大
手

民
鉄

（
関

東
9社

）

J
R
西
日

本

J
R
東

海

J
R
東
日

本

0
%

2
0%

4
0%

6
0%

8
0%

1
00

%
0
%

2
0%

4
0%

6
0%

8
0%

1
00
%

0
%

2
0%

4
0%

6
0%

8
0%

1
00

%

鉄
道
駅
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
（
段
差
解
消
等
）
の
実
施
状
況
（
事
業
者
別
）

段
差

解
消

の
対

応
状

況
誘

導
用

ブ
ロッ

クの
設

置
状

況
障

害
者

対
応

型
トイ

レ
の

設
置

状
況

※
平

成
2 8

年
度

末
時

点
※

利
用

者
数

3,
00

0⼈
/⽇

以
上

の
駅

を
対

象
※

■
︓

移
動

等
円

滑
化

基
準

に
適

合
して

い
る

施
設

が
使

用
され

て
い

る
駅

※
数

値
の

単
位

︓
［

駅
］

■
段

差
解

消
済

み
の

駅
■

実
質

的
に

段
差

解
消

され
て

い
る

駅
■

段
差

未
解

消
の

駅

■
誘

導
用

ブ
ロッ

ク設
置

済
み

の
駅

■
⼀

部
設

置
駅

■
未

設
置

の
駅

■
障

害
者

対
応

型
トイ

レ
設

置
済

み
の

駅
■

実
質

設
置

駅
■

未
設

置
の

駅
4

(0
.7

%
)

14
(3

.7
%

)

29
(4

.0
%

)

62
(1

0.
4%

)

45
(9

.3
%

)

3
(2

.8
%

)

63
( 1

1.
4%

)

36
(9

.6
%

)

8
(1

.1
%

)

38
(6

.4
%

)

0
(0

.0
%

)

8
(7

.4
%

)

48
8

(8
7.

9%
)

32
5

(8
6.

7%
)

68
4

(9
4.

9%
)

49
6

(8
3.

2%
)

44
0

(9
0.

7%
)

97
(8

9.
8%

)

N
=

55
5

N
=

37
5

N
=

72
1

N
=

59
6

N
=

48
5

N
=

10
8

0
( 0

.0
%

)

18
(4

.8
%

)

2
(0

.3
%

)

52
(8

.7
%

)

0
(0

.0
%

)

0
(0

.0
%

)

0
(0

.0
%

)

1
(0

.3
%

)

0
(0

.0
%

)

0
(0

.0
%

)

0
(0

.0
%

)

0
(0

.0
%

)

N
=

55
5

N
=

37
5

N
=

72
1

N
=

59
6

N
=

48
5

N
=

10
8

55
5

( 1
00

.0
%

)

35
6

(9
4.

9%
)

71
9

(9
9.

7%
)

54
4

(9
1.

3%
)

48
5

(1
00

.0
%

)

10
8

(1
00

.0
%

)

46
2

(8
9.

2%
)

28
4

(8
2.

1%
)

68
2

(9
5.

9%
)

43
2

(7
6.

2%
)

45
7

(9
4.

2%
)

96
(8

9.
7%

)

1
( 0

.2
%

)

10
(2

.9
%

)

6
(0

.8
%

)

59
(1

0.
4%

)

28
(5

.8
%

)

0
(0

.0
%

)

55
( 1

0.
6%

)

52
(1

5.
0%

)

23
(3

.2
%

)

76
(1

3.
4%

)

0
(0

.0
%

)

11
(1

0.
3%

)

N
=

51
8

N
=

34
6

N
=

71
1

N
=

56
7

N
=

48
5

N
=

10
7

○
段

差
解

消
等

に
つ

い
て

は
、全

体
的

に
整

備
が

進
ん

で
い

る
が

、⼤
手

⺠
鉄

で
は

関
東

の
整

備
率

が
高

い
。

○
公

営
で

は
、全

て
の

駅
で

バ
リア

フリ
ー

対
応

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。

○
JR

東
⽇

本
及

び
JR

⻄
⽇

本
は

駅
数

が
多

い
が

、8
0〜

10
0％

の
整

備
率

とな
って

い
る

。
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【
機
密
性
２
】

ホ
ー
ム
ド
ア
の
設
置
状
況

名
鉄
空
港
線
(1
)

都
営
三
田
線
(2
4)

東
急
目
⿊
線
(1
3)

札
幌
市
南
北
線
(1
5)

東
武
東
上
線
(2
)

東
武
野
田
線
(2
)

京
王
線
（
4）

東
急
⼤
井
町
線
(7
)

つ
くば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
(2
0)

⼤
阪
市
千
日
前
線
(1
2)

⼤
阪
市
御
堂
筋
線
(1
)

名
古
屋
市
東
山
線
(2
0)

JR
⻄
日
本
東
海
道
線
(4
)

全
72

5駅
に

設
置

（
平

成
30

年
3月

末
）

福
岡
市
七
隈
線
(1
6)

福
岡
市
箱
崎
線
(6
)

ア
ス
ト
ラ
ム
ラ
イ
ン
(2
2)

ス
カ
イ
レ
ー
ル
(3
)

福
岡
市
空
港
線
(1
3)

北
陸
新
幹
線
(1
1)

名
古
屋
市
桜
通
線
(2
1)

名
古
屋
市
上
飯
田
線
(1
)

リニ
モ
東
部
丘
陵
線
(9
)

あ
お
な
み
線
(1
1)

名
鉄
小
牧
線
(1
)

ゆ
い
レ
ー
ル
(1
5)

東
海
道
新
幹
線
(7
)

札
幌
市
東
⻄
線
(1
9)

東
北
新
幹
線
(8
)

JR
東
日
本
山
⼿
線
(2
4)

横
浜
市
グ
リー
ン
ラ
イ
ン
(8
)

埼
玉
⾼
速
鉄
道
(7
)

多
摩
モ
ノレ
ー
ル
(1
9)

デ
ィズ
ニ
ー
リゾ
ー
ト
ラ
イ
ン
(4
)

日
暮
⾥
・舎
人
ラ
イ
ナ
ー
(1
3)

東
京
メ
ト
ロ
有
楽
町
線
(1
6）

京
急
空
港
線
(1
)

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線
(2
)

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線
(1
8)

東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ内

線
(2
6）

東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線
(8
）

小
田
急
小
田
原
線
(1
)

東
急
東
横
線
(1
3)

東
京
モ
ノレ
ー
ル
(1
1)

ゆ
りか
も
め
(1
6)

都
営
⼤
江
⼾
線
(3
7)

横
浜
市
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン
(3
2)

⾦
沢
シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
(1
4)

山
陽
新
幹
線
(1
)

JR
⻄
日
本
東
⻄
線
(3
)

京
都
市
東
⻄
線
(1
7)

⼤
阪
市
今
⾥
筋
線
(1
1)

⼤
阪
市
⻑
堀
鶴
⾒
緑
地
線
(1
6)

ニ
ュー
トラ
ム
南
港
ポ
ー
トタ
ウ
ン
線
(1
0)

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー
(1
2)

六
甲
ラ
イ
ナ
ー
(6
)

仙
台
市
南
北
線
(1
7)

九
州
新
幹
線
(1
1)

仙
台
市
東
⻄
線
(1
2)

⻄
武
池
袋
線
（
1）

京
王
井
の
頭
線
（
1）

東
急
田
園
都
市
線
(7
)

相
鉄
本
線
(1
)

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線
（
11
）

京
都
市
烏
丸
線
(2
)

札
幌
市
東
豊
線
(1
2)

北
海
道
新
幹
線
(3
)

JR
東
日
本
京
浜
東
北
線
(5
)

神
⼾
市
⻄
神
・山
⼿
線
(1
)

北
⼤
阪
急
⾏
南
北
線
(3
)

⽴
山
⿊
部
貫
光
(1
)

東
京
メ
ト
ロ
東
⻄
線
（
1）

京
成
本
線
(1
)

み
な
とみ
ら
い
21
線
(1
)

78



【
機
密
性
２
】

ホ
ー
ム
ド
ア
の
設
置
状
況
の
推
移

○
現

状
で

は
、⼤

手
⺠

鉄
（

⻄
⽇

本
7社

）
の

基
数

が
少

な
い

状
態

。
○

平
成

32
年

度
ま

で
の

約
80

0駅
設

置
（

交
通

政
策

基
本

計
画

目
標

）
に

つ
い

て
は

達
成

⾒
込

み
。

（
参

考
）

【そ
の

他
に

含
ま

れ
る

主
な

路
線

】
関

東
︓

ゆ
りか

も
め

、つ
くば

エ
クス

プ
レ

ス
、埼

⽟
高

速
鉄

道
、多

摩
都

市
モ

ノレ
ー

ル
、東

京
モ

ノレ
ー

ル
、⾦

沢
シ

ー
サ

イド
ライ

ン
中

部
・近

畿
︓

名
古

屋
臨

海
高

速
鉄

道
（

あ
お

な
み

線
）

、愛
知

高
速

交
通

（
リニ

モ
東

部
丘

陵
線

）
、神

⼾
新

交
通

（
ポ

ー
トア

イラ
ンド

線
、六

甲
ア

イラ
ンド

線
）

、
⼤

阪
メト

ロ（
H2

9年
度

以
前

も
「そ

の
他

」に
含

む
）

九
州

︓
JR

九
州

（
九

州
新

幹
線

）
、沖

縄
都

市
モ

ノレ
ー

ル

※
H3

0年
度

以
降

の
設

置
駅

数
は

第
7回

駅
ホ

ー
ム

に
お

け
る

安
全

性
向

上
の

た
め

の
検

討
会

資
料

を
基

に
計

上
。

平
成

32
年

度
約

80
0駅

設
置

（
交

通
政

策
基

本
計

画
目

標
）

■
JR

（
本

州
3社

）
■

⼤
手

⺠
鉄

（
関

東
9社

）
■

⼤
手

⺠
鉄

（
⻄

⽇
本

7社
）

■
公

営
■

その
他

［
駅

］

［
年

度
］
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【
機
密
性
２
】

２
．
⾏
動
計
画
の
概
要
（
国
⼟
交
通
省
関
連
）

（
１
）
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
街
づ
くり

①
東
京
⼤
会
に
向
け
た
重
点
的
な
バ
リア
フリ
ー
化

空
港

か
ら競

技
会

場
等

に
至

る
面

的
な

バ
リア

フリ
ー

を
推

進
、東

京
の

ユ
ニバ

ー
サ

ル
デ

ザ
イン

の
街

づ
くり

を
世

界
に

ア
ピー

ル
○

競
技

会
場

周
辺

エ
リア

等
の

道
路

、都
市

公
園

、鉄
道

駅
等

の
バ

リア
フリ

ー
化

に
向

け
た

重
点

支
援

○
新

宿
、渋

谷
等

都
内

主
要

ター
ミナ

ル
の

再
開

発
プ

ロジ
ェク

トに
伴

う面
的

な
バ

リア
フリ

ー
化

の
推

進
○

成
田

空
港

、羽
田

空
港

国
際

線
ター

ミナ
ル

の
世

界
トッ

プ
レ

ベ
ル

の
バ

リア
フリ

ー
化

○
空

港
ア

クセ
ス

バ
ス

の
バ

リア
フリ

ー
化

、Ｕ
Ｄ

タク
シ

ー
導

入
へ

の
重

点
支

援
等

②
全
国
各
地
に
お
け
る
⾼
い
水
準
の
バ
リア
フリ
ー
化
の
推
進

今
後

の
超

高
齢

社
会

へ
の

対
応

、地
方

へ
の

観
光

誘
客

拡
⼤

等
の

観
点

か
ら、

全
国

の
バ

リア
フリ

ー
⽔

準
の

底
上

げ
を

図
り、

東
京

⼤
会

の
レ

ガ
シ

ー
とす

る
○

バ
リア

フリ
ー

法
を

含
む

関
係

施
策

の
検

討
、ス

パ
イラ

ル
ア

ップ
○

交
通

バ
リア

フリ
ー

基
準

・ガ
イド

ライ
ンの

改
正

、建
築

設
計

標
準

の
改

正
に

よ
る

交
通

施
設

・建
築

施
設

の
バ

リア
フリ

ー
⽔

準
の

底
上

げ
（

鉄
道

⾞
両

の
⾞

椅
⼦

ス
ペ

ー
ス

の
設

置
箇

所
数

拡
⼤

、ト
イレ

環
境

の
整

備
、ホ

テ
ル

客
室

の
指

針
⾒

直
し

等
）

○
観

光
地

の
バ

リア
フリ

ー
情

報
の

提
供

促
進

（
統

⼀
的

な
評

価
指

標
に

よ
る

モ
デ

ル
評

価
の

実
施

、バ
リア

フリ
ー

旅
⾏

相
談

窓
⼝

の
拡

⼤
等

）
○

各
地

の
中

核
施

設
を

中
心

とし
た

面
的

な
バ

リア
フリ

ー
化

（
主

要
ター

ミナ
ル

等
の

バ
リア

フリ
ー

化
、基

本
構

想
の

策
定

促
進

等
）

○
公

共
交

通
機

関
等

の
バ

リア
フリ

ー
化

（
駅

ホ
ー

ム
の

安
全

性
向

上
、鉄

道
の

⾞
椅

⼦
利

用
環

境
の

改
善

、主
要

空
港

・主
要

旅
客

船
ター

ミナ
ル

の
バ

リア
フリ

ー
化

、バ
ス

・タ
クシ

ー
の

バ
リア

フリ
ー

化
等

）
○

Ｉ
Ｃ

Ｔ
を

活
用

した
情

報
発

信
・⾏

動
支

援
(歩

⾏
者

の
た

め
の

移
動

支
援

サ
ー

ビス
の

実
現

、交
通

機
関

の
利

用
に

あ
た

って
の

情
報

提
供

サ
ー

ビス
の

実
現

に
向

け
た

取
組

等
)

○
トイ

レ
の

利
用

環
境

改
善

（
機

能
分

散
等

トイ
レ環

境
の

整
備

、ト
イレ

利
用

の
マ

ナ
ー

改
善

キ
ャン

ペ
ー

ンの
実

施
等

）
（
２
）
心
の
バ
リア
フリ
ー

○
交

通
、観

光
分

野
に

お
け

る
接

遇
の

向
上

（
接

遇
ガ

イド
ライ

ン等
の

作
成

）
と職

員
研

修
の

充
実

等

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
2
0
2
0
行
動
計
画
に
つ
い
て

■
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
20
20
⾏
動
計
画
（
平
成
29
年
2月

20
日
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
20
20
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）
【抜
粋
】

平
成

28
年

12
月

で
施

⾏
後

10
年

が
経

過
した

バ
リア

フリ
ー

法
を

含
む

関
係

施
策

に
つ

い
て

、共
⽣

社
会

の
推

進
や

⼀
億

総
活

躍
社

会
の

実
現

の
視

点
も

入
れ

つ
つ

、
平

成
29

年
度

中
に

検
討

を
⾏

う等
に

よ
り、

ス
パ

イラ
ル

ア
ップ

を
図

る
。

１
．
経
緯

東
京

⼤
会

を
契

機
とし

て
、共

⽣
社

会
の

実
現

に
向

け
た

ユ
ニバ

ー
サ

ル
デ

ザ
イン

、心
の

バ
リア

フリ
ー

を
推

進
し、

⼤
会

以
降

の
レ

ガ
シ

ー
とし

て
残

して
い

くた
め

の
施

策
を

実
⾏

す
る

た
め

、2
8年

2月
、オ

リパ
ラ担

当
⼤

⾂
を

座
⻑

とす
る

「ユ
ニバ

ー
サ

ル
デ

ザ
イン

20
20

関
係

府
省

等
連

絡
会

議
」を

設
置

。
同

会
議

の
下

に
設

置
され

た
「心

の
バ

リア
フリ

ー
分

科
会

」及
び

「街
づ

くり
分

科
会

」に
お

け
る

議
論

、2
8年

8月
の

「中
間

とり
ま

とめ
」を

経
て

、取
り組

む
べ

き
具

体
的

施
策

に
つ

い
て

、2
月

20
⽇

、「
ユ

ニバ
ー

サ
ル

デ
ザ

イン
20

20
関

係
閣

僚
会

議
」に

お
い

て
「ユ

ニバ
ー

サ
ル

デ
ザ

イン
20

20
⾏

動
計

画
」と

して
決

定
。
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【
機
密
性
２
】

我
が
国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て

「2
02
5年

度
の
国
・地
方
を
合
わ
せ
た
プ
ラ
イ
マ
リー
・バ
ラ
ン
ス
⿊
字
化
を
目
指
す
こと
とす
る
。同
時
に
債
務
残
⾼
対

G
D
P比

の
安
定
的
な
引
下
げ
を
目
指
す
こと
を
堅
持
す
る
。」

財
政
健
全
化
目
標
等

○
債

務
残

高
（

国
・地

方
合

計
）

対
GD

P比
は

依
然

とし
て

高
い

⽔
準

とな
る

⾒
通

し

＜
主

要
先

進
国

の
債

務
残

高
対

GD
P比

＞

骨
太
方
針
20
18
（
経
済
財
政
運
営
と改

革
の
基
本
方
針
20
18
）
（
平
成
30
年
6月

15
日
閣
議
決
定
）

＜
国

・地
方

の
基

礎
的

財
政

収
支

（
対

GD
P比

＞

○
基

礎
的

財
政

収
支

（
プ

ライ
マ

リー
・バ

ラン
ス

）
は

、政
策

的
経

費
が

税
収

等
を

上
回

り赤
字

が
継

続
。歳

出
の

抑
制

が
必

要
。

財
務

省
HP

（
「⽇

本
の

財
政

を
考

え
る

」）
よ

り作
成
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【
機
密
性
２
】

出
典

︓
我

が
国

の
財

政
事

情
（

平
成

29
年

12
月

財
務

省
主

計
局

）

一
般
会
計
歳
出
の
主
要
経
費
の
推
移

○
急

激
な

高
齢

化
の

進
展

を
背

景
とし

て
、社

会
保

障
関

連
費

は
⼤

き
く増

加
。
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【
機
密
性
２
】

公
共
事
業
関
係
予
算
の
推
移

○
公

共
事

業
関

係
予

算
（

当
初

予
算

ベ
ー

ス
）

は
、平

成
30

年
度

に
は

平
成

９
年

度
比

約
40

％
減

。
○

この
うち

、鉄
道

局
公

共
事

業
関

係
費

は
、平

成
13

年
度

か
ら平

成
30

年
度

ま
で

の
17

年
間

で
約

30
％

減
。 出

典
︓

「⽇
本

の
財

政
関

係
資

料
」

（
平

成
30

年
3月

財
務

省
）

公
共
事
業
関
係
予
算
の
推
移

鉄
道
局
公
共
事
業
関
係
費
の
推
移

※
当

初
予

算
の

み
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【
機
密
性
２
】

総
務

省
HP

を
基

に
作

成

地
方
自
治
体
の
財
政
状
況
（
目
的
別
歳
出
決
算
額
）

総
務

費
︓

全
般

的
な

管
理

事
務

、
財

政
・

会
計

管
理

事
務

に
要

す
る

費
⽤

等
（

鉄
道

事
業

者
へ

の
補

助
を

含
む

）
⺠

⽣
費

︓
児

童
、

高
齢

者
、

心
身

障
害

者
等

の
た

め
の

福
祉

施
設

の
整

備
・

運
営

・
⽣

活
保

護
の

実
施

等
の

費
⽤

教
育

費
︓

学
校

教
育

、
社

会
教

育
な

ど
に

使
わ

れ
る

費
⽤

⼟
⽊

費
︓

道
路

、
河

川
、

住
宅

、
公

園
な

ど
各

種
の

公
共

施
設

の
建

設
整

備
の

費
⽤

公
債

費
︓

借
⼊

⾦
の

元
⾦

・
利

⼦
な

ど
の

⽀
払

い
の

費
⽤

○
社

会
保

障
費

に
関

す
る

費
用

を
含

む
「⺠

⽣
費

」が
増

⼤
す

る
な

か
、鉄

道
事

業
者

へ
の

補
助

を
含

む
「総

務
費

」に
つ

い
て

は
、横

ば
い

とな
って

い
る

。
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【
機
密
性
２
】

○
経

常
収

支
比

率
（

⼈
件

費
等

の
経

常
的

支
出

に
地

方
税

等
の

経
常

的
収

入
を

費
や

して
い

る
率

）
に

つ
い

て
は

、
H1

5以
降

漸
増

しそ
の

後
横

ば
い

で
あ

る
が

、高
い

比
率

とな
って

お
り財

政
の

硬
直

化
傾

向
が

⾒
られ

る
。

首
都

圏
…

茨
城

県
、栃

⽊
県

、群
⾺

県
、埼

⽟
県

、千
葉

県
、東

京
都

、神
奈

川
県

中
部

圏
…

岐
⾩

県
、静

岡
県

、愛
知

県
、三

重
県

近
畿

圏
…

滋
賀

県
、京

都
府

、⼤
阪

府
、兵

庫
県

、奈
良

県
、和

歌
⼭

県
九

州
圏

…
福

岡
県

、佐
賀

県
、⻑

崎
県

、熊
本

県
、⼤

分
県

、宮
崎

県
、⿅

児
島

県

総
務

省
HP

を
基

に
作

成

地
方
自
治
体
の
財
政
状
況
（
経
常
収
支
比
率
）

【経
常
収
支
比
率
】

財
政

構
造

の
弾

⼒
性

を
判

断
す

る
た

め
の

指
標

で
、比

率
が

高
い

ほ
ど財

政
の

硬
直

化
が

進
ん

で
い

る
こと

を
表

す
。

経
常
収
支
比
率
＝

×
10
0

※
１

経
常
一
般
財
源

地
方

税
、普

通
交

付
税

を
中

心
とす

る
毎

年
度

経
常

的
に

収
入

され
る

⼀
般

財
源

※
２

経
常
的
経
費

⼈
件

費
、 扶

助
費

（
※

）
、公

債
費

等
、毎

年
度

経
常

的
に

支
出

され
る

経
費

※
社

会
保

障
制

度
の

⼀
環

とし
て

地
方

公
共

団
体

が
各

種
法

令
に

基
づ

い
て

実
施

す
る

給
付

や
、地

方
公

共
団

体
が

単
独

で
⾏

って
い

る
各

種
扶

助
に

係
る

経
費

。

経
常
的
経
費
（
※
２
）
に
充
当
さ
れ
た
一
般
財
源
の
額

経
常
一
般
財
源
（
※
１
）

＋
減
収
補
填
債
特
例
分

＋
臨
時
財
政
対
策
債
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【
機
密
性
２
】

※
１

基
準
財
政
需
要
額

普
通

交
付

税
の

算
定

基
礎

とな
る

も
の

で
、各

地
方

公
共

団
体

が
、合

理
的

か
つ

妥
当

な
⽔

準
に

お
け

る
⾏

政
を

⾏
い

、又
は

施
設

を
維

持
す

る
た

め
の

財
政

需
要

を
算

定
す

る
も

の
。

単
位
費
⽤
（
測
定
単
位
1当

た
り費

⽤
）
×
測
定
単
位
（
人
口
・面
積
等
）
×
補
正
係
数
（
寒
冷
補
正
等
）

※
２

基
準
財
政
収
入
額

普
通

交
付

税
の

算
定

に
用

い
る

も
の

で
、各

地
方

公
共

団
体

の
財

政
⼒

を
合

理
的

に
測

定
す

る
た

め
に

、標
準

的
な

状
態

に
お

い
て

徴
収

が
⾒

込
ま

れ
る

税
収

入
を

⼀
定

の
方

法
に

よ
って

算
定

す
る

も
の

。
標
準
的
な
地
方
税
収
入
×
75
/1
00
＋
地
方
揮
発
油
譲
与
税
等

○
財

政
⼒

指
数

（
合

理
的

に
算

出
した

各
⾃

治
体

の
財

政
需

要
に

つ
い

て
標

準
的

な
税

収
入

に
よ

り賄
え

る
率

）
に

つ
い

て
は

各
地

域
に

お
い

て
微

増
傾

向
に

あ
る

。
○

首
都

圏
に

比
べ

、⻄
⽇

本
の

財
政

⼒
指

数
は

低
い

傾
向

に
あ

る
。

【財
政
⼒
指
数
】

財
政

⼒
指

数
が

高
い

ほ
ど、

普
通

交
付

税
算

定
上

の
留

保
財

源
が

多
い

こと
に

な
り、

財
源

に
余

裕
が

あ
る

とい
え

る
。

財
政
⼒
指
数

（
３
カ
年
平
均
）

首
都

圏
…

茨
城

県
、 栃

⽊
県

、群
⾺

県
、埼

⽟
県

、千
葉

県
、東

京
都

、神
奈

川
県

中
部

圏
…

岐
⾩

県
、静

岡
県

、愛
知

県
、三

重
県

近
畿

圏
…

滋
賀

県
、京

都
府

、⼤
阪

府
、兵

庫
県

、奈
良

県
、和

歌
⼭

県
九

州
圏

…
福

岡
県

、佐
賀

県
、⻑

崎
県

、熊
本

県
、⼤

分
県

、宮
崎

県
、⿅

児
島

県

総
務

省
HP

を
基

に
作

成

地
方
自
治
体
の
財
政
状
況
（
財
政
力
指
数
）

基
準
財
政
収
入
額
（
※
２
）

＝
基
準
財
政
需
要
額
（
※
１
）

×
10
0
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【
機
密
性
２
】

沿
線
自
治
体
の
負
担
事
例

○
新

線
建

設
、新

駅
設

置
等

、地
域

住
⺠

等
の

受
益

が
比

較
的

⼤
き

く、
地

域
の

強
い

要
望

を
受

け
た

も
の

に
つ

い
て

、
沿

線
⾃

治
体

が
負

担
した

事
例

が
あ

る
。

①
つ

くば
エ

クス
プ

レ
ス

（
⼤

都
市

地
域

に
お

け
る

宅
地

開
発

及
び

鉄
道

整
備

の
⼀

体
的

推
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

（
総

事
業

費
）

8,
08

1億
円

（
負

担
者

）
関

係
⾃

治
体

（
茨

城
県

、つ
くば

市
、守

谷
市

、つ
くば

み
らい

市
、埼

⽟
県

、八
潮

市
、三

郷
市

、
東

京
都

、千
代

田
区

、荒
川

区
、⾜

⽴
区

、台
東

区
、千

葉
県

、柏
市

、流
⼭

市
）

鉄
道

・運
輸

機
構

（
負

担
内

容
）

総
事

業
費

8,
08

1億
円

の
うち

、8
0％

が
機

構
及

び
沿

線
⾃

治
体

の
無

利
⼦

貸
付

⾦
（

うち
機

構
40

％
、沿

線
⾃

治
体

計
40

％
）

、1
4％

が
沿

線
⾃

治
体

の
増

資

②
沿

線
⾃

治
体

と連
携

した
新

駅
設

置
（

JR
東

⽇
本

南
武

線
小

田
栄

駅
の

例
）

（
負

担
者

）
川

崎
市

（
負

担
内

容
）

駅
設

置
費

用
の

約
50

％
を

負
担

（
川

崎
市

の
27

年
度

予
算

は
2.

75
億

円
）
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【
機
密
性
２
】

特
定
の
税
収
を
鉄
道
整
備
に
活
用
し
て
い
る
例
（
仙
台
市
）

仙
台

市
で

は
、法

⼈
市

⺠
税

（
法

⼈
税

割
）

の
超

過
課

税
を

実
施

し、
条

例
に

よ
り超

過
課

税
収

入
の

2分
の

1に
相

当
す

る
額

を
高

速
鉄

道
建

設
基

⾦
へ

積
み

⽴
て

。
ま

た
、平

成
28

年
度

ま
で

は
事

業
所

税
に

つ
い

て
も

条
例

に
よ

りそ
の

2分
の

1に
相

当
す

る
額

を
都

市
鉄

道
整

備
基

⾦
へ

積
み

⽴
て

。

○
仙

台
市

高
速

鉄
道

建
設

基
⾦

条
例

（
昭

和
五

五
年

仙
台

市
条

例
第

⼀
号

）
※

平
成

28
年

改
正

前
（

設
置

）
第

⼀
条

高
速

鉄
道

の
建

設
、運

営
及

び
これ

に
関

連
す

る
事

業
に

必
要

な
資

⾦
を

積
み

⽴
て

る
た

め
、高

速
鉄

道
建

設
基

⾦
(以

下
「基

⾦
」と

い
う。

)を
設

置
す

る
。

（
積

⽴
て

）
第

二
条

毎
年

度
基

⾦
とし

て
積

み
⽴

て
る

額
は

、次
の

各
号

に
掲

げ
る

額
の

合
算

額
とす

る
。

⼀
法

⼈
の

市
⺠

税
の

法
⼈

税
割

の
収

入
額

か
ら地

方
税

法
(昭

和
二

⼗
五

年
法

律
第

二
百

二
⼗

六
号

)第
三

百
⼗

四
条

の
四

第
⼀

項
に

規
定

す
る

標
準

税
率

に
よ

り課
税

し
た

場
合

に
お

け
る

収
入

⾒
込

額
を

控
除

した
額

の
二

分
の

⼀
に

相
当

す
る

額
二

事
業

所
税

の
収

入
額

の
二

分
の

⼀
に

相
当

す
る

額
三

前
二

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、予
算

で
定

め
る

額
の

範
囲

内
の

額

・平
成

27
年

度
積

⽴
額

45
億

円
、取

崩
額

42
億

円
、年

度
末

残
高

50
5億

円
・取

崩
額

の
主

な
使

途
︓

地
下

鉄
建

設
に

係
る

⼀
般

会
計

か
らの

出
資

及
び

補
助

の
た

め
に

発
⾏

した
市

債
の

償
還

仙
台
市
⾼
速
鉄
道
建
設
基
⾦

市
⺠
法
人
税

（
均
等
割
）

市
⺠
法
人
税

（
法
人
税
割
）

事
業
所
税

（
資
産
割
）

事
業
所
税

（
従
業
者
割
）

課
税

標
準

法
⼈

税
額

法
⼈

の
規

模
（

資
本

⾦
、従

業
員

数
）

事
業

所
等

の
床

面
積

従
業

者
給

与
総

額

標
準

税
率

年
額

５
万

円
〜

30
0万

円
※

法
⼈

の
規

模
に

応
じ９

分
類

9.
7％

１
㎡

に
つ

き
60

0円
※

市
内

の
事

業
所

等
の

合
計

床
面

積
が

1,
00

0㎡
以

下
の

場
合

は
非

課
税

従
業

者
給

与
総

額
の

0.
25

％
※

市
内

の
合

計
従

業
者

数
が

10
0

⼈
以

下
の

場
合

は
非

課
税

超
過

税
率

12
.1

％
※

対
象

は
資

本
⾦

の
額

又
は

出
資

⾦
の

額
が

1億
円

を
超

え
る

法
⼈

等

税
収

(H
27

)
超

過
課

税
収

入
は

な
し

36
.5

億
円

※
1 

超
過

課
税

収
入

分
※

2

53
.5

億
円

（
平

成
27

年
度

決
算

額
）

１
／

２
を

積
み

⽴
て

※
2 

市
⺠

法
⼈

税
の

超
過

課
税

収
入

分
及

び
事

業
所

税
収

入
以

外
か

らの
積

⽴
額

は
０

と仮
定

し、
平

成
27

年
度

の
基

⾦
積

⽴
額

45
億

円
を

２
倍

した
90

億
円

か
ら、

事
業

所
税

収
入

の
53

.5
億

円
を

引
い

て
試

算
。
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【
機
密
性
２
】

沿
線
住
民
・
開
発
者
等
の
負
担
事
例

○
地

域
住

⺠
等

の
受

益
が

比
較

的
⼤

き
い

も
の

に
つ

い
て

、地
域

住
⺠

に
負

担
を

求
め

た
り、

宅
地

開
発

と⼀
体

的
に

⾏
わ

れ
た

新
線

建
設

等
に

つ
い

て
、開

発
者

に
対

して
⼀

定
の

負
担

を
求

め
た

事
例

が
あ

る
。

②
多

摩
ニュ

ー
タウ

ン線
等

（
ニュ

ー
タウ

ン開
発

者
負

担
制

度
）

（
負

担
者

）
開

発
者

（
東

京
都

、⽇
本

住
宅

公
団

、東
京

都
住

宅
供

給
公

社
）

（
負

担
内

容
）

鉄
道

用
地

の
素

地
価

格
で

の
提

供
京

王
相

模
原

線
と小

田
急

多
摩

線
を

合
わ

せ
た

施
工

基
面

下
工

事
費

の
半

額
負

担
等

京
王

相
模

原
線

・・
・総

事
業

費
72

3億
円

の
うち

約
60

％
の

43
7億

円
を

開
発

者
が

負
担

（
うち

東
京

都
約

15
6億

円
、公

団
約

27
1億

円
、公

社
約

10
億

円
）

小
田

急
多

摩
線

・・
・総

事
業

費
42

4億
円

の
うち

約
38

％
の

16
2億

円
を

開
発

者
が

負
担

（
うち

東
京

都
約

54
億

円
、公

団
約

10
4億

円
、公

社
約

4億
円

）

③
神

⼾
市

営
地

下
鉄

（
宅

地
開

発
指

導
要

綱
）

（
負

担
者

）
須

磨
ニュ

ー
タウ

ン内
駅

の
駅

勢
圏

内
で

⼤
規

模
開

発
を

⾏
う開

発
者

（
負

担
内

容
）

国
庫

補
助

分
を

除
い

た
用

地
費

、施
工

基
面

下
工

事
費

等
の

⼀
部

又
は

全
額

負
担

④
沿

線
開

発
と合

わ
せ

た
新

駅
設

置
（

東
京

メト
ロ⽇

比
谷

線
⻁

ノ門
新

駅
の

例
）

（
負

担
者

）
都

市
再

⽣
機

構
（

UR
)等

（
負

担
内

容
）

供
用

開
始

時
ま

で
の

事
業

費
約

17
0億

円
の

うち
、国

庫
補

助
分

を
除

い
た

工
事

費
等

の
全

額
負

担

⑤
沿

線
開

発
と合

わ
せ

た
既

存
駅

の
改

良
（

東
京

メト
ロ⽇

比
谷

駅
等

）
（

負
担

者
）

三
井

不
動

産
（

負
担

内
容

）
⽇

比
谷

線
と千

代
田

線
の

⽇
比

谷
駅

を
つ

な
ぐバ

リア
フリ

ー
動

線
と地

下
通

路
整

備
費

を
全

額
負

担

①
⼤

阪
メト

ロ御
堂

筋
線

（
旧

都
市

計
画

法
）

（
負

担
者

）
駅

周
辺

（
駅

を
中

心
とし

た
半

径
36

0〜
72

0m
以

内
）

の
住

⺠
等

（
負

担
内

容
）

負
担

⾦
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【
機
密
性
２
】

■
支

払
意

思
額

の
推

定
は

、対
数

線
形

ロジ
ット

モ
デ

ル
に

よ
り作

成
した

賛
成

率
曲

線
の

中
央

値
とな

る
。

■
その

際
、抵

抗
回

答
（

※
）
を

取
り除

くこ
とで

、調
査

対
象

事
業

に
よ

り実
現

す
る

効
果

に
対

して
感

じる
価

値
の

み
を

反
映

した
支

払
意

思
額

が
推

定
され

る
。

対
数

線
形

ロジ
ット

モ
デ

ル

本
検
討
に
お
け
る
仮
想
的
市
場
評
価
法
（
C
V
M
）
の
調
査
概
要

項
目

内
容

調
査

目
的

■
バ

リア
フリ

ー
施

設
整

備
費

に
対

す
る

支
払

意
思

額
を

推
定

す
る

。
■

ま
た

、直
接

的
利

用
価

値
以

外
に

、オ
プ

シ
ョン

価
値

（
⾃

⾝
が

将
来

利
用

す
る

可
能

性
に

対
す

る
価

値
）

お
よ

び
代

位
価

値
（

他
⼈

が
利

用
す

る
可

能
性

に
対

す
る

価
値

）
に

対
す

る
支

払
意

思
の

有
無

を
確

認
。

調
査

対
象

者
／

調
査

媒
体

首
都

圏
、近

畿
圏

に
在

住
す

る
鉄

道
利

用
者

各
エ

リア
50

0名
、計

1,
00

0名
／

イン
ター

ネ
ット

調
査

調
査

内
容

︓
右

条
件

に
お

け
る

支
払

意
思

額
及

び
支

払
動

機

対
象

設
備

（
２

条
件

）

■
複

数
ル

ー
ト化

等
の

整
備

（
駅

の
出

入
り⼝

か
ら駅

の
ホ

ー
ム

ま
で

、す
べ
て
の
鉄
道
駅
で
1ル
ー
ト
は
確
保
さ
れ
て
い
る
状
況

に
お

い
て

、
以

下
の

３
つ

の
方

法
の
い
ず
れ
か

に
よ

る
バ

リア
フリ

ー
化

を
考

え
る

）
①

バ
リア

フリ
ー

ル
ー

トの
複

数
化

②
エ

レ
ベ

ー
ター

の
⼤

型
化

ま
た

は
複

数
設

置
③

エ
ス

カレ
ー

ター
の

設
置

■
ホ

ー
ム

ドア
の

整
備

（
す
べ
て
の
鉄
道
駅
で
ホ
ー
ム
ド
ア
が
未
整
備
の
状
況

とし
、ホ

ー
ム

ドア
を

整
備

す
る

こと
を

考
え

る
）

対
象

駅
（

２
条

件
）

■
⾃

分
が

⽇
常

的
に

利
用

して
い

る
駅

（
週

１
回

以
上

）
■

⾃
分

が
⽇

常
的

に
利

用
して

い
な

い
駅

（
週

１
回

未
満

）

支
払

意
思

額
４

条
件

（
設

備
２

条
件

×
駅

２
条

件
）

の
支

払
意

思
額

に
つ

い
て

、P
1→

P2
/P

3の
順

に
確

認
。

支
払

動
機

直
接

的
利

用
価

値
、オ

プ
シ

ョン
価

値
、代

位
価

値

（
※

）
抵

抗
回

答
とは

・・
・

提
示

され
た

状
況

や
支

払
い

手
段

に
納

得
で

き
な

い
な

ど、
調

査
対

象
事

業
に

よ
り実

現
す

る
効

果
に

対
して

感
じる

価
値

以
外

に
基

づ
く回

答
で

あ
る

。支
払

意
思

額
を

推
定

す
る

際
、抵

抗
回

答
を

取
り除

くこ
とで

、よ
り正

確
で

信
頼

性
の

高
い

支
払

意
思

額
が

得
られ

る
。

（
参

照
）

※
１

「仮
想

的
市

場
評

価
法

（
CV

M
）

適
用

の
指

針
」（

国
⼟

交
通

省
20

09
年

）
※

２
「外

部
経

済
評

価
の

解
説

（
案

）
」（

国
⼟

交
通

省
国

⼟
技

術
政

策
総

合
研

究
所

20
04

年
）

支
払
意
思
額
の
推
定

ア
ン
ケ
ー
ト調

査
の
概
要

ここ
で
、
�
�
は

⾦
額

��
に

対
す

る
賛

成
率

（
出

典
）

⼤
野

栄
治

「環
境

経
済

評
価

の
実

務
」

�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
��

支
払

意
思

額

CV
M

︓
市

場
で

価
値

が
形

成
され

な
い

非
市

場
財

の
支

払
意

思
（

価
値

）
の

調
査

手
法

。

グ
ル
ー
プ

P1
（
初
めの
提
⽰
⾦
額
）

P2
（
P1
の
賛
成
時
）

P3
（
P1
の
反
対
時
）

1
2

円
／

乗
⾞

5
円

／
乗

⾞
1

円
／

乗
⾞

2
5

円
／

乗
⾞

10
円

／
乗

⾞
2

円
／

乗
⾞

3
10

円
／

乗
⾞

20
円

／
乗

⾞
5

円
／

乗
⾞

4
20

円
／

乗
⾞

50
円

／
乗

⾞
10

円
／

乗
⾞

支
払
意
思

確
認
⾦
額
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【
機
密
性
２
】

（
参
考
）
地
域
ご
との
支
払
意
思
額

週
1回

以
上

週
1回

未
満

複
数

ル
ー

ト化
等

19
.3

円
／

乗
⾞

14
.5

円
／

乗
⾞

ホ
ー

ム
ドア

21
.3

円
／

乗
⾞

15
.3

円
／

乗
⾞

週
1回

以
上

週
1回

未
満

首 都 圏

複
数
ル
ー
ト化

等
19
.6
円
／
乗
⾞

14
.0
円
／
乗
⾞

ホ
ー
ム
ドア

22
.3
円
／
乗
⾞

15
.1
円
／
乗
⾞

週
1回

以
上

週
1回

未
満

近 畿 圏

複
数

ル
ー

ト化
等

18
.6

円
／

乗
⾞

15
.7

円
／

乗
⾞

ホ
ー

ム
ドア

19
.0

円
／

乗
⾞

15
.9

円
／

乗
⾞

■
複

数
ル

ー
ト化

等
、ホ

ー
ム

ドア
共

に
、週

1回
以

上
の

方
が

、高
い

支
払

意
思

額
が

得
られ

た
。

■
複

数
ル

ー
ト化

等
に

比
べ

ホ
ー

ム
ドア

の
方

が
、高

い
支

払
意

思
額

が
得

られ
た

。
■

首
都

圏
、近

畿
圏

別
に

支
払

意
思

額
を

推
定

した
とこ

ろ
、⾦

額
に

⼤
き

な
差

は
み

られ
な

か
った

。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
設
整
備
に
お
け
る
支
払
意
思
額
の
推
定

バ
リア
フリ
ー
施
設
整
備
に
お
け
る
支
払
意
思
額

複
数

ル
ー

ト等
とは

…
①

②
③

の
い

ず
れ

か
の

整
備

①
バ

リア
フリ

ー
ル

ー
トの

複
数

化
②

エ
レ

ベ
ー

ター
の

⼤
型

化
ま

た
は

複
数

設
置

③
エ

ス
カレ

ー
ター

の
設

置
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【
機
密
性
２
】

バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
設
整
備
に
お
け
る
価
値
の
認
識
と
支
払
意
思
額
の
内
訳

■
い

ず
れ

の
条

件
に

お
い

て
も

、⾃
⾝

が
将

来
的

に
利

用
し得

る
こと

を
受

益
とし

て
費

用
を

負
担

す
る

意
思

（
オ

プ
シ

ョン
価

値
）

や
、⾃

らは
利

用
しな

い
が

他
の

利
用

者
の

た
め

に
費

用
を

負
担

す
る

意
思

（
代

位
価

値
）

を
確

認
す

る
こと

が
で

き
た

。
■

複
数

ル
ー

ト化
等

、ホ
ー

ム
ドア

とも
、利

用
頻

度
が

高
い

駅
の

方
が

支
払

意
思

額
が

高
い

。
■

ホ
ー

ム
ドア

に
つ

い
て

は
、遅

延
防

⽌
の

波
及

効
果

に
よ

り受
益

が
広

く及
ぶ

こと
等

か
ら、

複
数

ル
ー

ト化
等

と比
べ

⾃
⾝

が
直

接
受

け
る

受
益

に
対

して
支

払
う意

思
（

直
接

的
利

用
価

値
）

の
割

合
が

5割
程

度
と多

くを
占

め
て

い
る

。

複
数
ル
ー
ト
化
等

ホ
ー
ム
ド
ア

■
価

値
の

内
訳

■
価

値
の

内
訳

■
支

払
意

思
額

の
内

訳
■

支
払

意
思

額
の

内
訳

■
支

払
動

機
に

関
す

る
選

択
肢

■
支

払
動

機
に

関
す

る
選

択
肢

1．
⾃

分
は

、高
齢

者
、⼦

供
が

い
る

、妊
娠

して
い

る
、け

が
や

病
気

な
どの

理
由

で
階

段
で

の
上

下
移

動
が

難
し

い
状

態
な

の
で

、便
利

に
な

る
と思

う。
（

直
）

2．
⾃

分
は

階
段

で
の

上
下

移
動

が
難

しい
状

態
で

は
な

い
が

、便
利

に
な

る
と思

う。
（

直
）

3．
⾃

分
は

駅
の

バ
リア

フリ
ー

設
備

を
毎

回
使

う必
要

は
な

い
が

、た
ま

に
重

い
荷

物
を

持
って

い
る

場
合

な
どに

は
、

便
利

に
な

る
と思

う。
（

O
P）

4．
これ

か
ら⾃

分
が

高
齢

者
に

な
った

場
合

に
、便

利
に

な
る

と思
う。

(O
P)

5.
 

これ
か

ら⾃
分

に
⼦

供
が

で
き

た
場

合
に

、便
利

に
な

る
と思

う。
(O

P)
6.

 
これ

か
ら⾃

分
が

け
が

や
病

気
な

どに
よ

り階
段

で
の

上
下

移
動

が
難

しく
な

った
場

合
に

、便
利

に
な

る
と思

う。
(O

P)
7.

  こ
れ

か
ら⾃

分
が

引
っ越

した
場

合
や

、勤
務

先
が

変
わ

った
場

合
に

、最
寄

駅
が

バ
リア

フリ
ー

化
され

て
い

れ
ば

便
利

に
な

る
と思

う。
(O

P)
 

8.
駅

を
使

う他
の

⼈
（

高
齢

者
、⼦

ども
連

れ
、妊

婦
、け

が
や

病
気

な
どの

理
由

で
階

段
で

の
上

下
移

動
が

難
しい

状
態

の
⼈

を
含

む
）

に
とっ

て
、便

利
に

な
る

と思
う。

(代
)

1．
ホ

ー
ム

ドア
が

あ
る

と、
⾃

分
が

線
路

に
転

落
した

り、
列

⾞
と接

触
した

りす
る

お
それ

が
な

く、
安

心
して

駅
を

使
え

る
と思

う。
（

直
）

2．
ホ

ー
ム

ドア
が

あ
る

と、
⼈

⾝
事

故
が

減
り、

列
⾞

の
遅

れ
や

運
休

が
少

な
くな

る
と思

う。
（

直
）

3．
これ

か
ら⾃

分
が

け
が

や
病

気
に

な
った

場
合

に
、ホ

ー
ム

ドア
が

あ
る

と安
心

して
駅

を
使

え
る

と思
う。

（
O

P）
4．

これ
か

ら⾃
分

が
酔

客
とな

った
場

合
に

、ホ
ー

ム
ドア

が
あ

る
と安

心
して

駅
を

使
え

る
と思

う。
（

O
P）

5．
これ

か
ら⾃

分
が

引
っ越

した
場

合
や

、勤
務

先
が

変
わ

った
場

合
に

、最
寄

駅
に

ホ
ー

ム
ドア

が
あ

る
と安

心
して

駅
を

使
え

る
と思

う。
（

O
P）

6．
⾃

分
以

外
の

⼦
ども

連
れ

、け
が

や
病

気
を

患
った

方
、酔

客
な

どに
とっ

て
、ホ

ー
ム

ドア
が

あ
る

と安
心

して
駅

を
使

え
る

と思
う。

（
代

）
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【
機
密
性
２
】

高
度
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
概
要

○
今

回
の

ア
ンケ

ー
ト調

査
で

は
、鉄

道
駅

の
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

に
対

す
る

価
値

や
必

要
性

の
ほ

か
、整

備
費

用
を

鉄
道

利
用

者
に

負
担

を
求

め
る

こと
に

つ
い

て
、広

く利
用

者
の

意
⾒

を
聴

取
した

。

項
目

内
容

調
査

目
的

鉄
道

駅
の

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
※

1 に
つ

い
て

、広
く利

用
者

の
意

⾒
を

聴
取

す
る

。
※

1
「鉄

道
駅

の
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

」の
メニ

ュー
は

、複
数

ル
ー

ト化
等

（
バ

リア
フリ

ー
ル

ー
トの

複
数

化
、エ

レ
ベ

ー
ター

の
⼤

型
化

ま
た

は
複

数
設

置
、エ

ス
カレ

ー
ター

の
設

置
）

、ホ
ー

ム
ドア

の
整

備
とす

る
。

調
査

エ
リア

全
国

を
以

下
の

５
エ

リア
に

分
け

て
意

⾒
を

聴
取

①
関

東
⼤

都
市

圏
、②

近
畿

⼤
都

市
圏

、③
中

京
⼤

都
市

圏
、④

その
他

の
⼤

都
市

圏
※

2 、
⑤

⼤
都

市
圏

に
含

ま
れ

な
い

地
域

※
2

札
幌

、仙
台

、新
潟

、静
岡

・浜
松

、岡
⼭

、広
島

、北
九

州
・福

岡
、熊

本
の

各
⼤

都
市

圏
。

調
査

年
齢

属
性

2属
性

（
高

齢
者

・・
・6

5歳
以

上
／

非
高

齢
者

・・
・2

0〜
64

歳
）

調
査

対
象

者
数

4,
00

0⼈
（

各
区

分
40

0⼈
×

10
区

分
※

3 ）
※

3
10

区
分

＝
5エ

リア
×

2属
性

調
査

媒
体

イン
ター

ネ
ット

調
査

調
査

内
容

①
鉄

道
利

用
状

況
②

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
に

感
じる

価
値

③
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

の
必

要
性

④
運

賃
に

上
乗

せ
す

る
こと

の
賛

否
⑤

妥
当

と思
う上

乗
せ

の
⾦

額
⑥

運
賃

に
上

乗
せ

す
る

こと
に

反
対

した
場

合
は

、そ
の

理
由

⑦
どの

よ
うな

鉄
道

利
用

者
に

負
担

して
も

らう
べ

き
か

な
お

、④
〜

⑥
に

つ
い

て
は

、高
度

な
バ

リア
フリ

ー
の

費
用

の
全
て

又
は
一
部

を
鉄

道
利

用
者

が
負

担
す

る
場

合
の

各
々

に
つ

い
て

質
問

を
す

る
。

その
際

、既
存

の
利

用
者

負
担

制
度

※
4 を

提
示

した
後

に
お

い
て

も
、改

め
て

同
様

の
質

問
を

す
る

。
※

4
空

港
ター

ミナ
ル

に
お

け
る

旅
客

取
扱

施
設

使
用

料
、鉄

道
の

新
線

建
設

に
係

る
加

算
運

賃
制

度
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【
機
密
性
２
】

①
現
在
、自
分
は、
高
齢
者
、子
供
がい
る、
妊
娠
中
、け
がや
病
気
等
で階
段
での
上
下
移
動
が難
しい
ので
、便
利
にな
ると
思
う。
(直
)

②
駅
を使
う他
の人
(高
齢
者
、子
連
れ、
妊
婦
、け
がや
病
気
等
で階
段
での
上
下
移
動
が難
しい
人
を含
む)
にと
って
、便
利
にな
ると
思
う。
(代
)

③
現
在
、自
分
は階
段
での
上
下
移
動
が難
しい
状
態
では
ない
が、
便
利
にな
ると
思
う。
（
オプ
）

④
たま
に重
い荷
物
を持
って
いる
場
合
など
には
、便
利
にな
ると
思
う。
（
オプ
）

⑤
将
来
、自
分
が高
齢
者
にな
った
場
合
に、
便
利
にな
ると
思
う。
（
オプ
）

⑥
将
来
、自
分
がけ
がや
病
気
など
によ
り階
段
での
上
下
移
動
が難
しく
なっ
た場
合
に、
便
利
にな
ると
思
う。
（
オプ
）

⑦
将
来
、自
分
に子
供
がで
きた
場
合
に、
便
利
にな
ると
思
う。
（
オプ
）

⑧
ホー
ムド
アが
ある
と、
自
分
が線
路
に転
落
した
り、
列
⾞
と接
触
した
りす
るお
それ
がな
く、
安
⼼
して
駅
を使
える
と思
う。
（
直
）

⑨
ホー
ムド
アが
ある
と、
人
⾝
事
故
が減
り、
列
⾞
の遅
れや
運
休
が少
なく
なる
と思
う。
（
直
）

⑩
自
分
以
外
の子
ども
連
れ、
けが
や病
気
を患
った
方
、酔
客
など
にと
って
、ホ
ーム
ドア
があ
ると
安
⼼
して
駅
を使
える
と思
う。
（
代
）

⑪
将
来
、自
分
がけ
がや
病
気
にな
った
場
合
に、
ホー
ムド
アが
ある
と安
⼼
して
駅
を使
える
と思
う。
（
オプ
）

⑫
将
来
、自
分
が酔
客
とな
った
場
合
に、
ホー
ムド
アが
ある
と安
⼼
して
駅
を使
える
と思
う。
（
オプ
）

⑬
その
他
（
具
体
的
に
）

全
国
に
お
け
る
調
査
結
果
の
概
要
（
1
/
4
）

非
高
齢
者
（
20
歳
〜
64
歳
）

高
齢
者
（
65
歳
以
上
）

︓
複
数
ル
ー
ト化

等
に
関
す
る
も
の

︓
ホ
ー
ム
ドア
の
整
備
に
関
す
る
も
の

高
度
な
バ
リア

フリ
ー
に
感
じる

価
値

■
必
要

■
どち
らか
とい
え
ば
必
要

■
どち
らと
も
い
え
な
い

■
どち
らか
とい
え
ば
不
要

■
不
要

高
度
な
バ
リア

フリ
ー
の
必
要
性

非
高
齢
、高

齢
とも
Ｎ
＝
2,
00
0

※
全
国
の
回
答
結
果
は
、各

地
域
の
回
答
結
果
を
人
口
分
布
に
応
じて
補
正
して
集
計
して
い
る

85
％

（
参
考
）

直
接
的
利
⽤
価
値
…
自
⾝
が
直
接
受
け
る
受
益
に
対
して
感
じる
価
値

オ
プ
シ
ョン
価
値
…
自
⾝
が
将
来
的
に
利
⽤
し得

る
こと
の
受
益
に
対
して
感
じる
価
値

代
位
価
値
…
自
らは
利
⽤
しな
い
が
他
の
利
⽤
者
の
受
益
に
対
して
感
じる
価
値

○
複
数
ル
ー
ト化

等
※
に
つ
い
て
は
、非

高
齢
者
・高
齢
者
とも
に
4〜

6割
が
オ
プ
シ
ョン
価
値
や
代
位
価
値
を
感
じて
い
る
。

○
ホ
ー
ム
ドア
の
整
備
に
つ
い
て
は
、非

高
齢
者
・高
齢
者
とも
に
4〜

6割
が
直
接
的
利
⽤
価
値
や
代
位
価
値
を
感
じて
い
る
。

○
非
高
齢
者
は
8割

強
が
、高

齢
者
は
約
9割

が
高
度
バ
リア
フリ
ー
の
必
要
性
を
感
じて
お
り、
その
割
合
は
高
齢
者
の
方
が
⼤
き
か
った
。

91
％

※
バ
リア
フリ
ー
ル
ー
トの
複
数
化
、エ
レ
ベ
ー
ター
の
⼤
型
化
ま
た
は
複
数
設
置
、エ
ス
カレ
ー
ター
の
設
置

高
度
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

非
高
齢
者
（
20
歳
〜
64
歳
）

高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
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【
機
密
性
２
】

非
高

齢
者

高
齢

者

賛
成

52
％

52
％

反
対

18
％

15
％

理
由

（
割

合
が

多
か

った
も

の
）

国
や

地
方

公
共

団
体

も
負

担
す

べ
き

（
9％

）
国

や
地

方
公

共
団

体
も

負
担

す
べ

き
（

8％
）

運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと
の
賛
否

非
高

齢
者

高
齢

者

賛
成

58
％

60
％

反
対

13
％

12
％

理
由

（
割

合
が

多
か

った
も

の
）

鉄
道

利
用

者
は

負
担

す
べ

き
で

は
な

い
（

4％
）

徴
収

額
が

不
明

確
だ

か
ら

（
3％

）

鉄
道

利
用

者
は

負
担

す
べ

き
で

は
な

い
（

4％
）

徴
収

額
が

不
明

確
だ

か
ら

（
3％

）

■
国

や
地

方
公

共
団

体
も

負
担

す
べ

き
■

鉄
道

利
用

者
は

負
担

す
べ

き
で

は
な

い
と思

うか
ら

■
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

は
不

必
要

と思
うか

ら
■

⾃
分

に
は

経
済

的
な

余
裕

が
な

い
か

ら
■

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
設

備
を

使
う⼈

の
み

が
負

担
す

べ
き

と思
うか

ら
■

徴
収

額
が

不
明

確
だ

か
ら

■
その

他

■
鉄

道
利

用
者

は
負

担
す

べ
き

で
は

な
い

と思
うか

ら
■

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
は

不
必

要
と思

うか
ら

■
⾃

分
に

は
経

済
的

な
余

裕
が

な
い

か
ら

■
高

度
なバ

リア
フリ

ー設
備

を使
う⼈

のみ
が負

担
すべ

きと
思

うか
ら

■
徴

収
額

が
不

明
確

だ
か

ら
■

その
他

○
全

て
負

担
す

る
場

合
に

つ
い

て
は

、非
高

齢
者

・高
齢

者
とも

に
約

5割
が

賛
成

、2
割

弱
が

反
対

で
あ

った
。

○
⼀

部
を

負
担

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、非

高
齢

者
・高

齢
者

とも
に

約
6割

が
賛

成
、約

1割
が

反
対

で
あ

った
。

○
全

て
を

負
担

す
る

場
合

よ
りも

、⼀
部

を
負

担
す

る
場

合
の

方
が

、賛
成

割
合

が
多

く、
反

対
割

合
が

少
な

か
った

。

■
賛

成
■

どち
らか

とい
え

ば
賛

成
■

どち
らと

も
い

え
な

い
■

どち
らか

とい
え

ば
反

対
■

反
対

52
％

52
％

58
％

60
％

18
％

15
％

13
％

12
％

非
⾼
齢
者

⾼
齢
者

非
⾼
齢
者

⾼
齢
者

■
賛

成
■

どち
らか

とい
え

ば
賛

成
■

どち
らと

も
い

え
な

い
■

どち
らか

とい
え

ば
反

対
■

反
対

※
（

）
内

の
数

値
は

全
体

に
対

す
る

割
合

※
（

）
内

の
数

値
は

全
体

に
対

す
る

割
合

非
高

齢
、高

齢
とも

Ｎ
＝

2,
00

0
※

全
国

の
回

答
結

果
は

、各
地

域
の

回
答

結
果

を
⼈

⼝
分

布
に

応
じて

補
正

して
集

計
して

い
る

※
既

存
の

利
用

者
負

担
制

度
提

示
前

全
国
に
お
け
る
調
査
結
果
の
概
要
（
2
/
4
）

整
備
費
⽤
の
全
て
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

整
備
費
⽤
の
一
部
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

高
度
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
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【
機
密
性
２
】

非
⾼
齢
者

⾼
齢
者

非
高

齢
者

高
齢

者
１

乗
⾞

あ
た

り少
な
くと
も

10
円

の
上

乗
せ

は
妥

当
74
％

80
％

非
高

齢
者

高
齢

者
１

乗
⾞

あ
た

り少
な
くと
も

10
円

の
上

乗
せ

は
妥

当
69
％

77
％

74
％

80
％

非
⾼
齢
者

⾼
齢
者

69
％

77
％

全
国
に
お
け
る
調
査
結
果
の
概
要
（
3
/
4
）

非
⾼
齢
者

⾼
齢
者

■
+

0円
■

+
5円

〜
9円

■
+

10
円

〜
14

円
■

+
15

円
〜

19
円

■
+

20
円

■
+

21
円

〜

62
％

67
％

非
⾼
齢
者

⾼
齢
者

59
％

65
％

※
既

存
の

利
用

者
負

担
制

度
提

示
前

○
「賛

成
」・

「ど
ち

らか
とい

え
ば

賛
成

」を
選

択
した

方
の

回
答

に
つ

い
て

は
、全

て
を

負
担

す
る

場
合

・⼀
部

を
負

担
す

る
場

合
とも

に
、非

高
齢

者
は

約
7割

が
、高

齢
者

は
約

8割
が

1乗
⾞

あ
た

り少
な

くと
も

10
円

の
上

乗
せ

は
妥

当
との

回
答

で
あ

った
。

○
調

査
対

象
者

全
体

の
回

答
で

み
て

も
、全

て
を

負
担

す
る

場
合

・⼀
部

を
負

担
す

る
場

合
とも

に
、非

高
齢

者
は

約
6割

が
、高

齢
者

は
約

65
%

が
1乗

⾞
あ

た
り少

な
くと

も
10

円
の

上
乗

せ
は

妥
当

との
回

答
で

あ
った

。

※
全

国
の

回
答

結
果

は
、各

地
域

の
回

答
結

果
を

⼈
⼝

分
布

に
応

じて
補

正
して

集
計

して
い

る

非
高

齢
者

高
齢

者
１

乗
⾞

あ
た

り少
な
くと
も

10
円

の
上

乗
せ

は
妥

当
59
％

65
％

非
高

齢
者

高
齢

者
１

乗
⾞

あ
た

り少
な
くと
も

10
円

の
上

乗
せ

は
妥

当
62
％

67
％

妥
当
と思

う上
乗
せ
の
⾦
額

運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと
に
「賛
成
」・
「ど
ち
らか
とい
え
ば
賛
成
」を
選
択
した
方
の
回
答

調
査
対
象
者
全
体
の
回
答

整
備
費
⽤
の
全
て
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

整
備
費
⽤
の
一
部
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

整
備
費
⽤
の
全
て
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

整
備
費
⽤
の
一
部
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

高
度
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
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【
機
密
性
２
】

※
全

国
の

回
答

結
果

は
、各

地
域

の
回

答
結

果
を

⼈
⼝

分
布

に
応

じて
補

正
して

集
計

して
い

る

全
国
に
お
け
る
調
査
結
果
の
概
要
（
4
/
4
）

■
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

を
整

備
した

駅
の

利
用

者
■

高
度

なバ
リア

フリ
ーを

整
備

した
駅

及
び前

後
⼀

定
区

間
の駅

の利
用

者
■

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
を

整
備

した
路

線
の

利
用

者
■

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
を

整
備

した
鉄

道
会

社
が

運
⾏

す
る

複
数

経
路

に
ま

た
が

る
特

定
の

エ
リア

の
利

用
者

■
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

を
整

備
した

鉄
道

会
社

の
利

用
者

■
その

他

非
⾼
齢
者
（
20
歳
〜
64
歳
）

⾼
齢
者
（
65
歳
以
上
）

2
5
%

1
1
%

2
6
%

9
%

2
7
%

2
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

2
5
%

1
0
%

3
0
%

1
0
%

2
4
%

1
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

■
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

を
整

備
した

駅
の

利
用

者
■

高
度

なバ
リア

フリ
ーを

整
備

した
駅

及
び前

後
⼀

定
区

間
の駅

の利
用

者
■

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
を

整
備

した
路

線
の

利
用

者
■

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
を

整
備

した
鉄

道
会

社
が

運
⾏

す
る

複
数

経
路

に
ま

た
が

る
特

定
の

エ
リア

の
利

用
者

■
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

を
整

備
した

鉄
道

会
社

の
利

用
者

■
その

他

非
⾼
齢
者
（
20
歳
〜
64
歳
）

⾼
齢
者
（
65
歳
以
上
）

○
負

担
して

も
らう

べ
き

鉄
道

利
用

者
の

回
答

割
合

に
つ

い
て

は
、非

高
齢

者
と高

齢
者

の
間

に
、顕

著
な

差
は

⾒
られ

な
か

った
。

○
ま

た
、「

賛
成

」・
「ど

ち
らか

とい
え

ば
賛

成
」を

選
択

した
方

の
回

答
と調

査
対

象
者

全
体

の
回

答
との

間
に

も
顕

著
な

差
は

⾒
られ

ず
、①

高
度

な
バ

リア
フリ

ー
を

整
備

した
駅

の
利

用
者

、②
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

を
整

備
した

路
線

の
利

用
者

、③
高

度
な

バ
リア

フリ
ー

を
整

備
した

鉄
道

会
社

の
利

用
者

の
3つ

が
それ

ぞ
れ

2〜
3割

とな
って

い
た

。

どの
よ
うな
鉄
道
利
⽤
者
に
負
担
して
も
ら
うべ
き
か

運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと
に
「賛
成
」・
「ど
ち
らか
とい
え
ば
賛
成
」を
選
択
した
方
の
回
答

調
査
対
象
者
全
体
の
回
答

高
度
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
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【
機
密
性
２
】

参
考
事
例
１
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
（
F
IT
）
」

•
電

気
事

業
者

に
よ

る
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

電
気

の
調

達
に

関
す

る
特

別
措

置
法

に
基

づ
き

、再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

普
及

促
進

を
目

的
とし

、再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
で

発
電

した
電

気
を

電
⼒

会
社

等
が

⼀
定

価
格

で
⼀

定
期

間
買

い
取

る
こと

を
国

が
約

束
す

る
制

度
•

電
⼒

会
社

等
が

買
い

取
る

費
用

の
⼀

部
を

電
気

利
用

者
か

ら料
⾦

と合
わ

せ
て

賦
課

⾦
とい

う形
で

徴
収

＜
国
の
関
与
＞

出
典

︓
東

京
電

⼒
HL

D
GS

㈱
HP

①
再
⽣
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備

の
認
定
（
29
.4

以
降
は
再
エ
ネ
事

業
計
画
の
認
定
）

②
買
取
価
格
と買

取
期
間
の
決
定

③
賦
課
⾦
単
価
の

決
定
（
毎
年
度
）

③
②

①

④
費
⽤
負
担
の
調

整

④

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
の

意
見
を
尊
重
し
て
買
取
価
格

買
取
期
間
を
設
定

・

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る

電
気
を
発
電

再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ

ー
に

よ
る
発

電
を
事
業

と
し
て

実
施
さ
れ

る
方
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【
機
密
性
２
】

参
考
事
例
２
「
電
気
通
信
に
お
け
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
交
付
金
制
度
」

○
国

⺠
⽣

活
に

不
可

⽋
な

通
信

サ
ー

ビス
で

あ
る

、加
入

電
話

等
、第

⼀
種

公
衆

電
話

（
総

務
省

の
基

準
に

基
づ

き
設

置
され

る
公

衆
電

話
）

、緊
急

通
報

（
11

0番
、1

18
番

、1
19

番
）

は
、⽇

本
全

国
で

提
供

され
る

べ
き

サ
ー

ビス
とし

て
、基

礎
的

電
気

通
信

役
務

（
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
サ

ー
ビス

）
に

位
置

づ
け

られ
て

い
る

。

制
度
概
要

＜
電

話
の

ユ
ニバ

ー
サ

ル
サ

ー
ビス

の
提

供
義

務
＞

これ
らの

電
話

の
ユ

ニバ
ー

サ
ル

サ
ー

ビス
は

、N
TT

東
⻄

が
、法

令
に

基
づ

き
⽇

本
全

国
で

あ
ま

ね
く提

供
す

る
義

務
を

負
って

お
り、

高
コス

ト地
域

を
含

む
⽇

本
全

国
で

提
供

され
て

い
る

。

○
ユ

ニバ
ー

サ
ル

サ
ー

ビス
交

付
⾦

制
度

は
、下

図
の

よ
うに

、『
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

支
援

機
関

』が
、適

格
電

気
通

信
事

業
者

（
Ｎ

Ｔ
Ｔ

東
⻄

）
の

ユ
ニバ

ー
サ

ル
サ

ー
ビス

の
収

支
が

赤
字

の
場

合
、そ

の
赤

字
の

⼀
部

に
つ

い
て

、総
務

⼤
⾂

の
認

可
を

受
け

て
『負

担
対

象
事

業
者

』か
ら負

担
⾦

を
徴

収
し、

『適
格

電
気

通
信

事
業

者
』に

交
付

⾦
とし

て
交

付
す

る
制

度

＜
負

担
対

象
事

業
者

＞
NT

T東
⻄

の
ユ

ニバ
ー

サ
ル

サ
ー

ビス
提

供
設

備
と接

続
して

電
気

通
信

サ
ー

ビス
を提

供
す

る
こと

に
より

、受
益

して
い

る
電

気
通

信
事

業
者

（
携

帯
電

話
事

業
者

、
固

定
電

話
事

業
者

、I
P電

話
事

業
者

）
の

うち
、下

記
の

2つ
の

要
件

を
満

た
す

事
業

者
（

20
18

年
1月

4⽇
現

在
、2

0社
）

。
①

前
年

度
の

電
気

通
信

事
業

収
益

が
10

億
円

超
で

あ
る

こと
。

②
総

務
⼤

⾂
か

ら電
話

番
号

の
指

定
を受

け
、そ

の
番

号
を

最
終

利
用

者
に

付
与

して
い

る
こと

。

負
担

対
象

事
業

者
は

、利
用

す
る

電
気

通
信

番
号

（
電

話
番

号
）

に
応

じて
負

担
⾦

を拠
出

。

※
主

な
負

担
対

象
事

業
者

NT
Tド

コモ
、K

DD
I、

ソ
フト

バ
ンク

、N
TT

東
⽇

本
、

NT
T⻄

⽇
本

等
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【
機
密
性
２
】

参
考
事
例
３
「
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
け
る
旅
客
取
扱
施
設
使
用
料
」

○
航

空
旅

客
ター

ミナ
ル

ビル
の

管
理

主
体

（
空

港
ビ ル

会
社

）
が

航
空

旅
客

の
使

用
す

る
諸

施
設

（
空

港
内

移
動

施
設

（
動

く歩
道

、エ
レ

ベ
ー

ター
等

）
、フ

ライ
ト情

報
表

示
シ

ス
テ

ム
等

）
の

新
設

又
は

⼤
規

模
改

修
（

※
）

を
⾏

った
場

合
、整

備
・運

営
の

費
用

回
収

を
目

的
とし

た
原

資
とす

る
た

め
、空

港
ビル

会
社

が
利

用
者

（
航

空
旅

客
）

か
ら施

設
使

用
料

を
徴

収
す

る
も

の
で

あ
る

。
な

お
、航

空
旅

客
か

ら徴
収

す
る

料
⾦

に
つ

い
て

は
国

⼟
交

通
⼤

⾂
の

上
限

認
可

を
受

け
、料

⾦
設

定
す

る
こと

が
空

港
法

に
よ

り認
め

られ
て

い
る

。
※

航
空

系
事

業
（

滑
⾛

路
等

）
と非

航
空

系
事

業
（

ター
ミナ

ル
ビル

等
）

の
経

営
を

⼀
体

的
に

⾏
う空

港
特

定
運

営
事

業
の

公
共

施
設

等
運

営
権

を
有

す
る

者
に

つ
い

て
は

、新
設

又
は

⼤
規

模
改

修
の

場
合

に
限

られ
な

い
。

※
国

⼟
交

通
⼤

⾂
は

、認
可

に
あ

た
って

、「
能

率
的

な
経

営
の

下
に

お
け

る
適

正
な

原
価

に
適

正
な

利
潤

を
加

え
た

も
の

を
超

え
な

い
も

の
で

あ
る

か
どう

か
を

審
査

」す
る

こと
とな

って
い

る
。（

総
括

原
価

方
式

）
国

内
で

導
入

して
い

る
空

港
の

例
（

国
内

線
）

国
内
線

羽
田
空
港

発
着

成
田
空
港

（1
,2

T
B
）
発
着

中
部
空
港

発
着

北
九
州
空
港

発
着

大
人

29
0円

44
0円

31
0円

10
0円

小
人

14
0円

22
0円

15
0円

50
円

※
航

空
旅

客
ター

ミナ
ル

施
設

の
バ

リア
フリ

ー
化

に
対

して
は

、国
に

よ
る

補
助

が
あ

る
。

利
用

料
支

払
い

ス
キ

ー
ム

航
空

券
購

入
の

際
に

、航
空

会
社

が
運

賃
と併

せ
て

旅
客

か
ら徴

収
し、

空
港

ビル
会

社
へ

支
払

わ
れ

る
。

【上
限

認
可

の
審

査
基

準
】

（
「旅

客
取

扱
施

設
利

用
料

の
上

限
認

可
審

査
等

取
扱

要
領

」よ
り）

①
対

象
施

設
の

範
囲

－
旅

客
取

扱
施

設
（

コン
コー

ス
、手

荷
物

取
扱

施
設

、待
合

室
、保

安
検

査
場

等
旅

客
の

共
通

の
利

用
に

供
す

る
も

の
）

②
対

象
原

価
の

範
囲

－
①

に
関

連
す

る
支

払
利

息
、減

価
償

却
費

、租
税

公
課

、保
険

料
、

徴
収

手
数

料
、本

社
経

費
、修

繕
費

、資
本

報
酬

、⼈
件

費
、地

代
、光

熱
費

、清
掃

費
等

③
原

価
計

算
期

間
－

原
則

とし
て

３
年

【羽
田

空
港

の
例

】
第

２
ター

ミナ
ル

の
供

用
開

始
（

平
成

16
年

12
月

）
及

び
第

１
ター

ミ
ナ

ル
の

リニ
ュー

ア
ル

を
契

機
に

、平
成

17
年

4月
よ

り導
入

。

空
港
ビ
ル
会
社

指
定
空
港
機
能
施
設
事
業
者

(国
⼟
交
通
⼤
臣
指
定
）
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【
機
密
性
２
】

参
考
事
例
４
「
鉄
道
の
新
線
建
設
に
係
る
加
算
運
賃
制
度
」

運 営 費資 本 費

基 本 運 賃 収 入加 算 運 賃 収 入

人 件 費 ・ 経 費 ・ 修 繕 費 等減 価 償 却 費 ・ 事 業 報 酬

◎
新

線
開

業
に

伴
う多

額
の

償
却

費
等

の
費

用
増

加
に

対
応

す
る

た
め

、当
該

路
線

の
利

用
者

に
対

して
基

本
運

賃
に

加
え

て
追

加
負

担
を

求
め

る
こと

を
目

的
とし

て
、現
⾏
の
基
本
運
賃
の
上
限
額
に
「加
算
」す

る
か
た
ち
で
設
定
さ
れ
る
上
限
運
賃

（
上

限
の

範
囲

内
で

実
施

運
賃

を
設

定
→

減
額

は
届

出
、廃

⽌
は

報
告

→
減

額
後

の
再

増
額

は
不

可
）

加
算
期
間
の
考
え
方

新
線

に
係

る
総

括
原

価
新

線
に

係
る

総
収

入

基 本 運 賃 収 入 の ⼀ 部 と 加 算 運 賃 収 入 に よ る 資 本 費 回 収 ま で 設 定 可 能

■
加

算
期

間
新

線
区

間
の

供
用

開
始

か
ら、

加
算

運
賃

収
入

と基
本

運
賃

収
入

の
⼀

定
額

の
充

当
に

よ
り資

本
費

の
回

収
が

完
了

す
る

ま
で

■
加

算
運

賃
の

対
象

者
新

線
区

間
の

利
用

者

■
加

算
運

賃
設

定
時

の
審

査
（

鉄
道

事
業

法
に

基
づ

く上
限

認
可

）
○

加
算

対
象

路
線

に
特

化
して

審
査

○
具

体
的

に
は

、基
本

運
賃

収
入

に
加

算
運

賃
収

入
を

加
え

た
新

線
の

総
収

入
が

、
⼈

件
費

、経
費

、修
繕

費
、減

価
償

却
費

、事
業

報
酬

等
の

新
線

に
係

る
総

括
原

価
を

超
え

な
い

こと
を

確
認

（
全

体
路

線
審

査
、ヤ

ー
ドス

テ
ィッ

ク方
式

は
⾏

わ
な

い
）

■
協

議
等

運
輸

審
議

会
へ

の
説

明
、消

費
者

庁
へ

の
協

議

■
目

的
・効

果
○

多
額

の
償

却
費

負
担

等
が

経
営

に
与

え
る

影
響

を
緩

和
→

収
支

改
善

効
果

、新
線

整
備

投
資

へ
の

イン
セ

ン
テ

ィブ
効

果
○

受
益

者
と他

の
利

用
者

との
負

担
の

公
平

性
の

確
保

→
路

線
全

体
の

運
賃

値
上

げ
回

避
、路

線
全

体
の

サ
ー

ビス
向

上

■
基

本
運

賃
収

入
か

らの
回

収
額

基
本

運
賃

収
入

等
で

路
線

全
体

の
運

営
が

な
され

て
い

る
中

で
⽣

み
出

され
た

利
益

に
つ

い
て

も
、当

該
投

下
資

本
に

よ
る

寄
与

が
あ

り回
収

に
充

当
され

て
い

る
との

考
え

方
に

⽴
って

、鉄
道

事
業

の
最

終
利

益
か

ら基
本

運
賃

収
入

の
全

線
に

占
め

る
加

算
区

間
の

割
合

に
よ

り按
分

して
算

出
した

加
算

区
間

部
分

の
額

を
、基

本
運

賃
収

入
か

らの
回

収
額

とす
る

。

101



【
機
密
性
２
】

三
大
都
市
圏
の
主
要
区
間
に
お
け
る
混
雑
率
の
推
移

東
京

圏
に

お
け

る
都

市
鉄

道
の
ピ
ー
ク
時
に
お
け
る
主
要
31
区
間
の
平
均
混
雑
率
を
15
0％

に
す

る
とと

も
に

、ピ
ー
ク
時
に
お
け

る
個
別
路
線
の
混
雑
率
を
18
0％

以
下

に
す

る
こと

を
目

指
す

。


混

雑
改

善
指

標
（

交
通

政
策

審
議

会
答

申
第

19
8号

（
平

成
28

年
4月

）
）

○
三

⼤
都

市
圏

の
混

雑
率

は
、様

々
な

混
雑

緩
和

対
策

や
近

年
の

輸
送

⼈
員

の
減

少
に

よ
り改

善
が

図
られ

て
き

た
。

○
しか

しな
が

ら、
東

京
圏

を
中

心
とし

た
⼀

部
の

路
線

・区
間

に
つ

い
て

は
今

な
お

高
い

混
雑

率
が

存
在

して
い

る
。

圏
域
（
目
標
混
雑
率
）

東
京
圏

（
当
面
18
0%

）
⼤
阪
圏

（
15
0%

）
名
古
屋
圏

（
15
0%

）
目

標
混

雑
率

を
超

え
て

い
る

路
線

数
（

平
成

2 9
年

度
）

11
路

線
※

な
し

な
し

（
参

考
）

混
雑

率
の

目
安


主

要
区

間
の

平
均

混
雑

率
の

推
移


各

区
間

の
混

雑
率

※
Ｊ

Ｒ
8、

東
急

1、
東

京
メト

ロ1
、東

京
都

交
通

局
1
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【
機
密
性
２
】

混
雑
率
1
8
0
%
を
超
え
る
路
線
（
平
成
2
9
年
度
）

総
武

快
速

線
新

小
岩

→
錦

糸
町

7:
34

-8
:3

4
18
1%

川
崎

品
川

渋
谷

横
浜

新
宿

池
袋

東
京

⽇
暮

⾥

上
野

赤
羽

南
浦

和

⼤
宮

⻄
船

橋

北
千

住

千
葉

⽴
川

⼤
船

拝
島

南
武

線
武

蔵
中

原
→

武
蔵

小
杉

7:
30

-8
:3

0
18
9%

中
央

快
速

線
中

野
→

新
宿

7:
55

-8
:5

5
18
4%

埼
京

線
板

橋
→

池
袋

7:
50

-8
:5

0
18
5%

東
京

ﾒﾄ
ﾛ東

⻄
線

⽊
場

→
門

前
仲

町
7:

50
-8

:5
0

19
9%

横
須

賀
線

武
蔵

小
杉

→
⻄

⼤
井

7:
26

-8
:2

6
19
6%

京
浜

東
北

線
⼤

井
町

→
品

川
7:

34
-8

:3
4

18
6%

東
海

道
線

川
崎

→
品

川
7:

39
-8

:3
9

18
7%

東
急

田
園

都
市

線
池

尻
⼤

橋
→

渋
谷

7:
50

-8
:5

0
18
5%

総
武

緩
⾏

線
錦

糸
町

→
両

国
7:

34
-8

:3
4

19
7%

地
下

鉄
※

各
路

線
の

最
混

雑
区

間
に

お
け

る
最

混
雑

時
間

帯
1時

間
の

平
均

混
雑

率
⺠

鉄

Ｊ
Ｒ

（
平

成
29

年
度

）

⽇
暮

⾥
・舎

⼈
ライ

ナ
ー

赤
⼟

小
学

校
前

→
⻄

⽇
暮

⾥
7:

20
-8

:2
0

18
7%

⻄
⽇

暮
⾥

新
交

通

○
平

成
29

年
度

お
い

て
、交

通
政

策
審

議
会

答
申

第
19

8号
に

お
け

る
東

京
圏

の
ピー

ク時
に

お
け

る
個

別
路

線
の

目
標

混
雑

率
（

18
0%

）
を

上
回

る
路

線
は

、1
1路

線
とな

って
い

る
。

線
名

区
間

混
雑

率
対

前
年

増
減

東
京

メト
ロ東

⻄
線

⽊
場

→
門

前
仲

町
19
9%

±
0

総
武

緩
⾏

線
錦

糸
町

→
両

国
19
7%

▲
1

横
須

賀
線

武
蔵

小
杉

→
⻄

⼤
井

19
6%

+
5

南
武

線
武

蔵
中

原
→

武
蔵

小
杉

18
9%

+
1

東
海

道
線

川
崎

→
品

川
18
7%

＋
3

⽇
暮

⾥
・舎

⼈
ライ

ナ
ー

赤
⼟

小
学

校
前

→
⻄

⽇
暮

⾥
18
7%

▲
1

京
浜

東
北

線
（

北
⾏

）
⼤

井
町

→
品

川
18
6%

+
6

埼
京

線
板

橋
→

池
袋

18
5%

+
5

東
急

田
園

都
市

線
池

尻
⼤

橋
→

渋
谷

18
5%

+
1

中
央

快
速

線
中

野
→

新
宿

18
4%

▲
3

総
武

快
速

線
新

小
岩

→
錦

糸
町

18
1%

±
0

武
蔵
小
杉
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【
機
密
性
２
】

東
京
圏
に
お
け
る
小
規
模
な
遅
延
の
発
生
状
況

○
小

規
模

な
遅

延
（

10
分

未
満

の
遅

延
）

が
多

くの
路

線
で

発
⽣

して
い

る
。特

に
、平

⽇
20

⽇
間

あ
た

り8
⽇

以
上

の
遅

延
に

つ
い

て
は

、
他

社
線

と相
互

直
通

運
転

を
⾏

う路
線

や
、混

雑
率

が
概

ね
15

0%
を

超
え

る
路

線
で

発
⽣

して
い

る
。

■
小

規
模

な
遅

延
が

平
⽇

20
⽇

間
あ

た
り8

⽇
以

上
発

⽣
して

い
る

路
線

（
参

考
）

小
規

模
な

遅
延

が
平

⽇
20

⽇
間

あ
た

り7
⽇

以
上

8⽇
未

満
発

⽣
して

い
る

主
な

路
線

路
線

名
平

⽇
20

⽇
間

あ
た

りの
遅

延
発

⽣
⽇

数
混

雑
率

（
H2

8年
度

）
相

互
直

通
運

転
先

JR
⼭

手
線

10
.0

⽇
16

5％
新

⼤
久

保
→

新
宿

な
し

JR
京

浜
東

北
線

・
根

岸
線

9.
5⽇

18
2％

⼤
井

町
→

品
川

な
し

JR
中

央
快

速
線

・
中

央
本

線
8.

3⽇
18

7％
中

野
→

新
宿

な
し

常
磐

線
各

駅
停

⾞
10

.8
⽇

15
6％

⻲
有

→
綾

瀬
メト

ロ千
代

田
線

小
田

急
小

田
原

線
等

⻄
武

池
袋

線
9.

0⽇
16

3％
椎

名
町

→
池

袋
メト

ロ有
楽

町
線

・副
都

心
線

東
急

東
横

線
、み

な
とみ

らい
21

線
⻄

武
新

宿
線

9.
1⽇

15
6％

下
落

合
→

高
田

⾺
場

な
し

東
急

東
横

線
10

.3
⽇

17
0％

祐
天

寺
→

中
目

⿊
メト

ロ副
都

心
線

東
武

東
上

線
、⻄

武
池

袋
線

み
な

とみ
らい

21
線

東
急

目
⿊

線
8.

4⽇
17

0％
不

動
前

→
目

⿊
メト

ロ南
北

線
、都

営
三

田
線

埼
⽟

高
速

鉄
道

線
メト

ロ丸
ノ内

線
11

.5
⽇

16
1％

新
⼤

塚
→

茗
荷

谷
な

し

メト
ロ⽇

比
谷

線
8.

9⽇
15

5％
三

ノ輪
→

入
谷

東
武

伊
勢

崎
・⽇

光
線

メト
ロ東

⻄
線

11
.4

⽇
19

9％
⽊

場
→

門
前

仲
町

JR
総

武
線

各
駅

停
⾞

東
葉

高
速

鉄
道

線
メト

ロ千
代

田
線

8.
3⽇

17
8％

町
屋

→
⻄

⽇
暮

⾥
JR

常
磐

線
各

駅
停

⾞
小

田
急

小
田

原
線

等
メト

ロ有
楽

町
線

12
.3

⽇
15

9％
東

池
袋

→
護

国
寺

東
武

東
上

線
⻄

武
池

袋
線

メト
ロ半

蔵
門

線
10

.2
⽇

17
0％

渋
谷

→
表

参
道

東
急

田
園

都
市

線
東

武
伊

勢
崎

・⽇
光

線
メト

ロ南
北

線
9.

8⽇
15

3％
駒

込
→

本
駒

込
東

急
東

横
・目

⿊
線

都
営

三
田

線
、埼

⽟
高

速
鉄

道
線

メト
ロ副

都
心

線
10

.2
⽇

14
6％

要
町

→
池

袋
東

武
東

上
線

、⻄
武

池
袋

線
東

急
東

横
線

、み
な

とみ
らい

21
線

都
営

三
田

線
10

.0
⽇

15
6％

⻄
巣

鴨
→

巣
鴨

メト
ロ南

北
線

東
急

東
横

・目
⿊

線

路
線

名
平

⽇
20

⽇
間

あ
た

りの
遅

延
発

⽣
⽇

数
混

雑
率

（
H2

8年
度

）
相

互
直

通
運

転
先

JR
中

央
・総

武
線

各
駅

停
⾞

7 .
8⽇

19
8％

錦
糸

町
→

両
国

メト
ロ東

⻄
線

、東
葉

高
速

鉄
道

線
JR

常
磐

快
速

線
・

常
磐

線
7.

2⽇
16

0％
松

⼾
→

北
千

住
な

し

JR
武

蔵
野

線
7.

7⽇
17

4％
東

浦
和

→
南

浦
和

な
し

小
田

急
小

田
原

線
7.

7⽇
19

2％
世

田
谷

代
田

→
下

北
沢

メト
ロ千

代
田

線
JR

常
磐

線
各

駅
停

⾞
東

急
田

園
都

市
線

7.
1⽇

18
4％

池
尻

⼤
橋

→
渋

谷
メト

ロ半
蔵

門
線

東
武

伊
勢

崎
・⽇

光
線
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【
機
密
性
２
】

東
京
圏
に
お
け
る
遅
延
の
原
因

【
大
規
模
な
遅
延
（
30
分
以
上
の
遅
延
）
】

※
対
象

45
路
線
の
平
成

28
年

11
月
の
平
日

20
日
間
に

発
生
し
た
小
規
模
な
遅
延

39
6件
の
発
生
原
因
割
合

部
内
要
因

：
6 ％

部
外
要
因

：
94
％

災
害
原
因

（
約

8 ％
）

部
内
原
因

（
約

23
％
）

鉄
道
係
員

5
.8
%

車
両
7
.1
%

施
設

1
0
.4
%

自
殺

4
3
.6
%

動
物
2
.7
%そ
の
他

2
1
.8
%

風
水
害

2
.0
%

雪
害

2
.0
%

地
震
2
.3
%
そ
の
他

1
.8
%

（
線
路
立
入
、
線
路
妨
害
、

火
災
等
）

※
対
象

45
路
線
の
平
成

27
年
度
に
発
生
し
た
大
規
模
な
遅
延

47
7件
（
平
日

20
日
間
換
算
で
は

26
件
）
の
発
生
原
因
割
合

部
外
原
因

（
約

68
％
）

部
外
原
因

（
約

94
％
）

部
内
原
因

（
約

6 ％
）

【
小
規
模
な
遅
延
（
10
分
未
満
の
遅
延
）
】

※
「
他
線
か
ら
の
遅
延
」
と
の
回
答
分
に

つ
い
て
は
、
当
該
要
因
以
外
の
遅
延

要
因
で
案
分
し
て
振
り
分
け
た
。

※
「
利
用
者
起
因
」
は
、
専
ら
利
用
マ
ナ
ー
に
起
因
す
る
と

思
わ
れ
る
原
因

利
用
者
起
因

（
約

6 3
.2
％
）

【小
規

模
な

遅
延

（
10

分
未

満
の

遅
延

）
】

○
10

分
未

満
の

遅
延

の
うち

、9
4％

が
利

用
者

に
関

連
す

る
も

の
な

ど部
外

原
因

とな
って

い
る

。（
原

因
別

で
は

、乗
⾞

時
間

超
過

が
全

体
の

47
％

を
占

め
、次

い
で

、ド
ア

の
再

開
閉

が
16

％
、急

病
⼈

が
13

％
とな

って
い

る
。）

【⼤
規

模
な

遅
延

（
30

分
以

上
の

輸
送

障
害

）
】

○
30

分
以

上
の

遅
延

（
輸

送
障

害
）

に
つ

い
て

は
、部

内
原

因
（

⾞
両

、施
設

の
故

障
等

）
と災

害
原

因
（

風
⽔

害
等

）
が

全
体

の
1

／
3を

占
め

て
い

る
。6

8％
を

占
め

る
部

外
原

因
に

つ
い

て
は

⾃
殺

や
線

路
⽴

入
な

どの
割

合
が

多
くな

って
い

る
。
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【
機
密
性
２
】

新
宿

東
京

渋
谷

⻁
ノ門

JR
中
央
線

18
4％

メ
トロ
東
⻄
線

19
9％

京
王
線

16
7％

東
急
田
園
都
市
線

18
5％

東
急
東
横
線

16
8％

小
田
急
小
田
原
線

15
1％

※
赤

字
は

H2
9年

度
の

混
雑

率
を

示
す

JR
東
海
道
本
線

18
7％

品
川

JR
横
須
賀
線

19
6％

JR
山
⼿
線

15
3％

メ
トロ
銀
座
線

16
0％

メ
トロ
丸
ノ内

線
16
5％

15
0%

17
0%

19
0%

21
0%

23
0%

JR
中

央
線

快
速

（
中

野
→

新
宿

）
京

王
線

（
下

高
井

⼾
→

明
⼤

前
）

小
田

急
小

田
原

線
（

世
田

谷
代

田
→

下
北

沢
）

東
急

田
園

都
市

線
（

池
尻

⼤
橋

→
渋

谷
）

東
急

東
横

線
（

祐
天

寺
→

中
目

⿊
）

JR
横

須
賀

線
（

武
蔵

小
杉

→
⻄

⼤
井

）
JR

東
海

道
本

線
（

川
崎

→
品

川
）

メト
ロ

銀
座

線
（

赤
坂

⾒
附

→
溜

池
⼭

王
）

メト
ロ

丸
ノ内

線
（

新
⼤

塚
→

茗
荷

谷
）

JR
⼭

手
線

（
上

野
→

御
徒

町
）

メト
ロ

東
⻄

線
（

⽊
場

→
門

前
仲

町
）

○
都

心
部

の
路

線
で

は
依

然
とし

て
多

くの
路

線
が

混
雑

率
が

18
0％

を
上

回
って

お
り、

今
後

の
⼤

規
模

開
発

等
に

よ
り需

要
が

増
加

し、
混

雑
率

が
さら

に
上

昇
す

る
恐

れ
が

あ
る

。
○

開
発

が
⾏

わ
れ

た
エ

リア
で

は
、通

勤
利

用
者

等
が

集
中

す
る

こと
に

よ
り、

局
所

的
に

駅
の

混
雑

が
発

⽣
す

る
こと

も
懸

念
され

る
。

出
典

︓
東

急
電

鉄a

出
典

︓
東

急
不

動
産

b
出

典
︓

東
急

電
鉄

c

出
典

︓
三

菱
地

所

d

出
典

︓
森

トラ
ス

ト

fe

出
典

︓
三

井
不

動
産

各
路
線
の
混
雑
率
の
推
移

年
度

新
宿

渋
谷

東
京

・⼤
手

町
⻁

ノ門
品

川
20

18
渋

谷
駅

南
街

区
（

11
6,

70
0㎡

）
⻁

ノ門
四

丁
目

地
区

(2
10

,0
00

㎡
)

20
19

⻄
新

宿
5丁

目
北

地
区

（
14

0,
00

0㎡
）

渋
谷

駅
街

区
Ⅰ

期
（

18
1,

00
0㎡

）
道

玄
坂

駅
前

地
区

（
59

,0
00

㎡
）

⻁
ノ門

⼀
丁

目
地

区
(1

73
,0

00
㎡

)
TG

M
M

芝
浦

プ
ロジ

ェク
ト

(2
97

,8
00

㎡
)

20
20

⻄
新

宿
5丁

目
中

央
南

（
82

,0
00

㎡
）

愛
宕

⼭
周

辺
計

画
(1

21
,0

00
㎡

)
竹

芝
地

区
(2

00
,0

00
㎡

)

20
21

八
重

洲
二

丁
目

1地
区

（
31

6,
00

0㎡
）

20
22

歌
舞

伎
町

1丁
目

地
区

（
86

,0
00

㎡
）

20
23

渋
谷

駅
桜

丘
⼝

地
区

（
25

3,
00

0㎡
）

⻁
ノ門

ヒル
ズ

ス
テ

ー
シ

ョン
タワ

ー
（

未
定

)

20
24

⼤
手

町
二

丁
目

常
盤

橋
地

区
（

68
0,

00
0㎡

）
20

25
20

26
⻄

新
宿

3丁
目

⻄
地

区
（

床
面

積
未

定
）

20
27

〜
渋

谷
駅

街
区

Ⅱ
期

（
95

,0
00

㎡
）

品
川

駅
周

辺
地

区
（

13
9,

00
0㎡

）

a

b c

d

e

f

18
0%東
京
圏
に
お
け
る
大
規
模
開
発
（
予
定
含
む
）
と
乗
り
入
れ
路
線
の
混
雑
率
の
推
移
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【
機
密
性
２
】

交
通
政
策
審
議
会
答
申
を
踏
ま
え
た

今
後
取
り
組
む
べ
き
混
雑
・
遅
延
対
策
の
整
理
（
原
因
別
）

遅
延
（
原
因
別
）

対
策

方
向
性

具
体
的
な
対
策

⼤
規

模
な

遅
延

機
器

故
障

等
（

部
内

原
因

）
各

種
設

備
、⾞

両
等

の
保

守
・

点
検

【ハ
ー

ド対
策

】メ
ンテ

ナ
ンス

異
常

気
象

、⾃
殺

、線
路

⽴
ち

入
り等

（
部

外
原

因
）

⾃
殺

や
線

路
⽴

入
等

の
防

⽌
【ハ

ー
ド対

策
】ホ

ー
ム

ドア
整

備
、連

続
⽴

体
交

差
化

【ソ
フト

対
策

】⾃
殺

防
⽌

の
PR

共
通

迅
速

な
運

転
再

開
、影

響
範

囲
の

最
小

化
、早

期
回

復
情

報
提

供
の

改
善

【ハ
ー

ド対
策

】折
り返

し設
備

の
導

入
な

ど線
路

設
備

の
改

良
等

【ソ
フト

対
策

】 迅
速

か
つ

的
確

な
折

り返
し運

転
の

実
施

、
（

相
互

）
直

通
運

転
の

中
⽌

等
の

運
転

整
理

等
小

規
模

な
遅

延
鉄

道
利

用
者

の
マ

ナ
ー

に
起

因
す

る
も

の
駆

け
込

み
乗

⾞
防

⽌
等

、マ
ナ

ー
向

上
を

鉄
道

利
用

者
に

呼
び

か
け

【ソ
フト

対
策

】駅
へ

の
ポ

ス
ター

等
掲

出
、ア

プ
リ等

に
よ

る
情

報
提

供
、遅

延
・混

雑
の

⾒
え

る
化

な
ど

列
⾞

・駅
構

内
の

混
雑

に
起

因
す

る
も

の
（

過
客

遅
延

※
2 ）

→
混

雑
対

策
へ

○
混

雑
・遅

延
対

策
に

つ
い

て
は

、遅
延

対
策

W
G※

1 に
お

い
て

現
状

や
課

題
の

整
理

が
な

され
２

年
間

の
審

議
を

踏
ま

え
、交

通
政

策
審

議
会

第
19

8号
答

申
（

20
16

年
4月

）
に

お
い

て
今

後
取

り組
む

べ
き

対
策

が
とり

ま
とめ

られ
て

い
る

。
○

線
路

へ
の

落
とし

物
や

ドア
挟

み
な

どに
よ

る
小

規
模

な
遅

延
に

つ
い

て
は

、利
用

者
の

⾏
動

に
よ

って
改

善
で

き
る

余
地

が
⼤

き
く、

利
用

者
の

主
体

的
な

⾏
動

を
促

す
取

組
み

が
重

要
とさ

れ
て

い
る

。
○

⼤
規

模
遅

延
に

つ
い

て
は

、発
⽣

時
の

影
響

を
最

小
化

す
る

た
め

、折
り返

し設
備

の
導

入
等

の
ハ

ー
ド面

の
対

策
と、

的
確

な
折

り返
し運

転
の

実
施

・直
通

運
転

の
中

⽌
等

の
ソ

フト
面

の
対

策
が

重
要

とさ
れ

て
い

る
。

○
ま

た
、前

提
とし

て
、遅

延
に

関
す

る
適

切
な

指
標

を
設

定
し、

遅
延

の
現

状
と改

善
の

状
況

を
分

か
りや

す
く「

⾒
え

る
化

」す
る

こと
が

特
に

重
要

で
あ

る
とさ

れ
て

お
り、

遅
延

発
⽣

時
の

情
報

提
供

の
あ

り方
に

つ
い

て
も

課
題

とさ
れ

て
い

る
。

遅
延
対
策

※
1 

交
通

政
策

審
議

会
陸

上
交

通
分

科
会

鉄
道

部
会

東
京

圏
に

お
け

る
今

後
の

都
市

鉄
道

の
あ

り方
に

関
す

る
小

委
員

会
遅

延
対

策
ワ

ー
キ

ング
・グ

ル
ー

プ
※

2
過

客
遅

延
…

過
度

に
利

用
者

が
集

中
す

る
こと

に
よ

り発
⽣

す
る

遅
延
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【
機
密
性
２
】

対
策

方
向
性

具
体
的
な
メ
ニ
ュー

列
⾞

の
混

雑
ハ

ー
ド面

の
対

策
に

よ
り、

輸
送

⼒
を

増
強

、速
達

性
を

向
上

等
【⼤

規
模

な
線

路
整

備
】新

線
建

設
、複

々
線

化
・複

線
化

【小
規

模
な

線
路

整
備

】線
路

の
増

設
、引

上
げ

線
の

整
備

【⾞
両

】⻑
編

成
化

・⾞
両

⼤
型

化
、多

扉
・ワ

イド
扉

・拡
幅

⾞
両

の
導

入
【そ

の
他

】信
号

設
備

改
良

ソ
フト

面
の

対
策

に
よ

り、
輸

送
⼒

を
増

強
朝

ラッ
シ

ュ時
間

帯
の

輸
送

⼒
調

整
・運

⾏
本

数
増

加

ソ
フト

面
の

対
策

に
よ

り、
混

雑
を

分
散

時
差

通
勤

の
呼

び
か

け
遅

延
・混

雑
の

⾒
え

る
化

、ホ
ー

ム
要

員
等

の
増

員
な

ど
駅

の
混

雑
ハ

ー
ド面

の
対

策
に

よ
り、

駅
構

内
の

混
雑

を
緩

和
ホ

ー
ム

ま
た

は
コン

コー
ス

の
改

善

ソ
フト

面
の

対
策

に
よ

り、
混

雑
を

分
散

時
差

通
勤

の
呼

び
か

け
遅

延
・混

雑
の

⾒
え

る
化

、ホ
ー

ム
要

員
等

の
増

員
な

ど

混
雑
対
策
（
混
雑
に
よ
る
過
客
遅
延
※
を
含
む
）

○
混

雑
対

策
に

つ
い

て
は

、複
々

線
化

、⾞
両

の
⻑

編
成

化
等

の
ハ

ー
ド面

の
取

組
と、

オ
フピ

ー
ク通

勤
等

の
ソ

フト
面

の
対

策
を

進
め

る
べ

き
で

あ
る

とさ
れ

て
い

る
。そ

の
際

、事
業

所
に

お
け

る
始

業
時

刻
の

変
更

、フ
レ

ック
ス

タイ
ム

制
の

導
入

等
に

加
え

、鉄
道

事
業

者
に

お
い

て
も

引
き

続
き

鉄
道

利
用

者
に

対
す

る
オ

フピ
ー

ク通
勤

へ
の

イン
セ

ン
テ

ィブ
の

付
与

とい
った

取
組

を
進

め
る

べ
き

で
あ

る
とさ

れ
て

い
る

。
○

ま
た

、朝
の

ピー
ク時

の
み

な
らず

、ピ
ー

クサ
イド

、帰
宅

時
間

帯
、夜

間
等

の
混

雑
状

況
に

つ
い

て
も

鉄
道

利
用

者
に

対
す

る
「⾒

え
る

化
」の

検
討

を
進

め
る

こと
が

重
要

で
あ

り、
その

うえ
で

、輸
送

需
要

と輸
送

⼒
の

関
係

に
つ

い
て

、区
間

別
・時

間
帯

別
の

詳
細

な
分

析
を

⾏
い

、需
給

バ
ラン

ス
を

踏
ま

え
た

運
⾏

サ
ー

ビス
を

設
定

す
べ

き
で

あ
る

とさ
れ

て
い

る
。

※
過

客
遅

延
…

過
度

に
利

用
者

が
集

中
す

る
こと

に
より

発
⽣

す
る

遅
延

交
通
政
策
審
議
会
答
申
を
踏
ま
え
た

今
後
取
り
組
む
べ
き
混
雑
・
遅
延
対
策
の
整
理
（
原
因
別
）
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【
機
密
性
２
】

〇
⼤

手
⺠

鉄
で

は
、営

業
収

入
が

近
年

で
は

増
加

傾
向

に
あ

る
⼀

方
、減

価
償

却
費

を
含

む
営

業
費

用
も

増
加

傾
向

に
あ

り、
営

業
損

益
に

つ
い

て
は

、2
00

7年
度

と比
較

す
る

と、
関

東
9社

で
は

微
増

、関
⻄

7社
で

は
微

減
とな

って
い

る
。

営
業
収
入
の
指
数
の
推
移

※
指

数
は

20
07

年
度

を
1.

00
とす

る

営
業
費
⽤
の
指
数
の
推
移

営
業
損
益
の
指
数
の
推
移

営
業
損
益
の
推
移
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【
機
密
性
２
】

○
鉄

道
業

は
、固

定
比

率
※

1 が
高

い
業

種
で

あ
り、

固
定

資
産

を
維

持
す

る
た

め
の

投
資

を
、借

入
⾦

等
の

他
⼈

資
本

で
賄

って
い

る
。鉄

道
業

は
資

⾦
調

達
の

た
め

に
多

額
の

借
入

を
継

続
す

る
必

要
が

あ
る

業
種

で
あ

る
。

○
ま

た
、有

利
⼦

負
債

比
率

※
2 も

比
較

的
高

く、
10

0％
を

超
え

て
い

る
こと

か
ら、

鉄
道

業
は

⾦
利

上
昇

が
⼤

き
な

リス
クと

な
る

。
※

1
固

定
比

率
＝

固
定

資
産

／
⾃

⼰
資

本
※

2
有

利
⼦

負
債

比
率

＝
有

利
⼦

負
債

／
⾃

⼰
資

本

有
利
⼦
負
債
比
率

固
定
比
率

流
動
資
産

他
人
資
本

固
定
資
産

自
己
資
本

37
2

10
0

社
債

、
⻑

期
借

入
⾦

等

資
本

⾦
利

益
剰

余
⾦

等

■
鉄
道
業
の
固
定
比
率
（
イ
メ
ー
ジ
）

固
定

資
産

を
維

持
す

る
た

め
、⾃

⼰
資

本
で

不
⾜

す
る

分
は

他
⼈

資
本

（
借

入
⾦

等
、返

済
が

必
要

な
負

債
）

に
よ

り賄
う必

要
が

あ
る

自
己
資
本

10
0

資
本
⾦

利
益
剰
余
⾦

等

■
鉄
道
業
の
有
利
⼦
負
債
比
率
（
イ
メ
ー
ジ
）

返
済

が
必

要
な

他
⼈

資
本

の
うち

、支
払

利
息

が
発

⽣
す

る
有

利
⼦

負
債

の
割

合
が

高
く、

⾦
利

上
昇

した
場

合
は

支
払

利
息

が
増

加
す

る
リス

クが
高

い

無
利
⼦
負
債

有
利
⼦
負
債

社
債
、

⻑
期
借
入
⾦

等

他
⼈

資
本

21
5

注
１

）
「鉄

道
業

」は
、J

R東
⽇

本
、J

R東
海

、J
R⻄

⽇
本

お
よ

び
⼤

手
⺠

鉄
16

社
とし

、鉄
道

統
計

年
報

（
20

15
年

度
実

績
）

よ
り事

務
局

作
成

。
注

２
）

比
較

対
象

とし
た

業
種

は
、総

務
省

「⽇
本

標
準

産
業

分
類

」に
基

づ
く2

0業
種

の
うち

、法
⼈

企
業

統
計

年
報

で
有

利
⼦

負
債

等
の

数
値

が
把

握
で

き
な

い
「⾦

融
業

，
保

険
業

」、
「複

合
サ

ー
ビス

事
業

」「
公

務
（

他
に

分
類

され
る

も
の

を
除

く）
」、

「分
類

不
能

の
産

業
」の

4業
種

を
除

い
た

16
業

種
とし

た
。デ

ー
タは

財
務

省
法

⼈
企

業
統

計
年

報
20

15
年

度
よ

り事
務

局
作

成
。

固
定
資
産
の
維
持
に
伴
う
借
入
に
よ
る
資
金
調
達
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【
機
密
性
２
】

○
⾦

融
機

関
が

鉄
道

事
業

者
に

融
資

す
る

際
、格

付
け

会
社

に
よ

る
信

用
格

付
が

⾦
利

を
決

定
す

る
⼀

つ
の

要
素

とな
る

。信
用

格
付

の
決

定
の

参
考

とさ
れ

る
指

標
の

主
な

指
標

とし
て

、①
純

有
利

⼦
負

債
EB

IT
DA

倍
率

、②
ネ

ット
D/

Eレ
シ

オ
が

あ
る

。
○

利
益

に
直

接
結

び
つ

か
な

い
⼤

規
模

投
資

を
鉄

道
事

業
者

の
⾃

⼰
負

担
の

み
で

実
施

す
る

場
合

、信
用

格
付

の
決

定
の

参
考

とな
る

経
営

指
標

が
悪

化
す

る
た

め
、信

用
格

付
が

低
下

す
る

お
それ

が
あ

る
。

信
⽤
格
付
の
決
定
の
参
考
とな
る
指
標
の
⼤
規
模
投
資
に
伴
う変

化

（
試

算
条

件
）

■
営

業
利

益
、営

業
費

用
等

の
経

営
指

標
は

、2
01

7年
度

実
績

が
続

くも
の

とし
て

推
計

■
工

事
期

間
︓

10
年

■
償

却
期

間
︓

40
年

※
1

信
⽤
格
付
の
参
考
とさ
れ
る
指
標

計
算
式

混
雑
対
策
の
た
め
の
⼤
規
模
投
資
を
⾏
った
場
合
の
影
響

純
有

利
⼦

負
債

EB
IT

DA
倍

率
純

有
利

⼦
負

債
÷

EB
IT

DA
※

2
債

務
償

還
年

数
を

図
る

指
標

。数
値

が
低

い
ほ

ど経
営

は
安

定
。

EB
IT

DA
は

変
化

しな
い

が
、工

事
資

⾦
の

借
入

に
伴

い
負

債
は

増
加

す
る

た
め

、指
標

は
悪

化
。

ネ
ット

D/
Eレ

シ
オ

純
有

利
⼦

負
債

÷
⾃

⼰
資

本
財

務
構

成
を

示
す

指
標

。数
値

が
低

い
ほ

ど経
営

は
安

定
。

設
備

投
資

に
よ

り負
債

の
み

が
増

加
す

る
た

め
、指

標
は

悪
化

。

経 営 が 安 定

経
営

が
安

定

経 営 が 安 定

経
営

が
安

定

1,
00
0億

円
の
投
資
の
場
合

1,
00
0億

円
の
投
資
の
場
合

2,
00
0億

円
の
投
資
の
場
合

2,
00
0億

円
の
投
資
の
場
合

ネ
ット

D
/E

レ
シ

オ
（

％
）

●
…
20
17
年
3月

期
△
…
⼯
事
完
了
時
（
10
年
後
） ネ
ット

D
/E

レ
シ

オ
（

％
）

●
…
20
17
年
3月

期
△
…
⼯
事
完
了
時
（
10
年
後
）

純
有

利
⼦

負
債

EB
IT

D
A倍

率
（

倍
）

純
有

利
⼦

負
債

EB
IT

D
A倍

率
（

倍
）

注
1

グ
ラフ

は
株

式
会

社
格

付
投

資
情

報
セ

ンタ
ー

の
格

付
情

報
及

び
各

社
の

決
算

短
信

を
参

考
に

事
務

局
作

成
注

2
将

来
の

指
標

の
推

計
値

は
、信

用
格

付
が

低
下

す
る

と想
定

され
る

変
化

が
あ

った
⼀

部
を

表
示

※
1

減
価

償
却

資
産

の
耐

用
年

数
等

に
関

す
る

省
令

に
よ

り定
め

られ
て

い
る

、主
な

鉄
道

設
備

の
耐

用
年

数
は

様
々

（
レ

ー
ル

…
20

年
、

信
号

機
…

30
年

、停
⾞

場
設

備
…

32
年

、鉄
筋

コン
クリ

ー
ト造

の
橋

りょ
う…

50
年

）
で

あ
る

た
め

、⼀
律

40
年

とし
て

試
算

※
2

EB
IT

D
A

＝
営

業
利

益
＋

受
取

利
息

・配
当

⾦
＋

減
価

償
却

費
＋

の
れ

ん
償

却
額

大
規
模
投
資
に
よ
る
借
入
金
利
上
昇
の
リ
ス
ク
（
1
/
2
）
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【
機
密
性
２
】

○
借

入
⾦

利
が

上
昇

した
場

合
、全

社
的

な
借

入
⾦

の
支

払
利

息
に

影
響

を
及

ぼ
す

た
め

、有
利

⼦
負

債
比

率
が

比
較

的
高

い
鉄

道
業

に
お

い
て

、⾦
利

が
上

昇
す

る
こと

は
⻑

期
的

に
多

額
の

負
担

増
とな

る
お

それ
が

あ
る

。

借
入
⾦
利
が
上
昇
した
場
合
の
支
払
利
息
の
増
加
額
（
試
算
）

（
参
考
）
借
入
⾦
利
の
上
昇
幅
の
想
定

○
各

鉄
道

事
業

者
の

借
入

⾦
利

は
公

開
され

て
い

な
い

た
め

、鉄
道

事
業

者
の

10
年

社
債

利
回

り か
ら信

用
格

付
の

低
下

に
よ

る
⾦

利
の

変
動

幅
を

推
定

○
下

記
3ケ

ー
ス

に
つ

い
て

、格
付

け
の

低
下

に
よ

る
⾦

利
上

昇
幅

を
仮

定
し試

算
①

BB
B格

とA
格

の
差

0.
09

1％
≒

 0
.1

％
②

A格
とA

A格
の

差
0.

27
7％

≒
 0

.3
％

③
BB

B格
とA

A格
の

差
0.

36
8％

≒
 0

.4
％

（
試

算
条

件
）

■
工

事
費

1,
00

0億
円

■
試

算
期

間
︓

工
事

開
始

か
ら2

0年
間

有
利
⼦
負
債
の
規
模

三
千
億
円

五
千
億
円

一
兆
円

借
入

⾦
利

0.
1％

上
昇

工
事

に
よ

る
借

入
⾦

に
係

る
支

払
利

息
増

加
額

0億
円

0億
円

0億
円

全
社

的
な

借
入

⾦
に

係
る

支
払

利
息

増
加

額
60

億
円

10
0億

円
20

0億
円

合
計
増
加
額

60
億
円

10
0億

円
20
0億

円

借
入

⾦
利

0 .
3％

上
昇

工
事

に
よ

る
借

入
⾦

に
係

る
支

払
利

息
増

加
額

10
億

円
10

億
円

10
億

円
全

社
的

な
借

入
⾦

に
係

る
支

払
利

息
増

加
額

18
0億

円
30

0億
円

60
0億

円
合
計
増
加
額

19
0億

円
31
0億

円
61
0億

円

借
入

⾦
利

0 .
4％

上
昇

工
事

に
よ

る
借

入
⾦

に
係

る
支

払
利

息
増

加
額

10
億

円
10

億
円

10
億

円
全

社
的

な
借

入
⾦

に
係

る
支

払
利

息
増

加
額

24
0億

円
40

0億
円

80
0億

円
合
計
増
加
額

25
0億

円
41
0億

円
81
0億

円

差
0.

27
7％

大
規
模
投
資
に
よ
る
借
入
金
利
上
昇
の
リ
ス
ク
（
2
/
2
）
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【
機
密
性
２
】

主
要

路
線

の
最

混
雑

区
間

に
お

け
る

平
均

混
雑

率

○
19

85
年

度
当

時
は

、三
⼤

都
市

圏
の

全
て

の
圏

域
に

お
い

て
高

い
⽔

準
の

混
雑

率
で

あ
った

。ま
た

、各
事

業
者

が
運

営
す

る
多

くの
路

線
に

お
い

て
高

い
⽔

準
で

あ
った

。そ
の

た
め

、特
々

制
度

等
を

活
用

し、
事

業
者

全
体

の
運

賃
収

入
に

よ
り複

々
線

化
や

新
線

建
設

等
に

よ
る

抜
本

的
な

輸
送

⼒
の

増
強

や
ネ

ット
ワ

ー
クの

充
実

に
よ

り混
雑

対
策

が
⾏

わ
れ

て
き

た
。

○
⼀

方
、近

年
、平

均
混

雑
率

15
0%

を
超

え
て

い
る

の
は

東
京

圏
の

み
で

あ
り、

18
0%

を
超

え
て

い
る

の
は

⼀
部

の
路

線
に

限
られ

て
い

る
。

○
従

前
の

事
業

者
全

体
の

運
賃

収
入

に
よ

って
複

々
線

化
等

を
負

担
す

る
こと

とし
た

場
合

、受
益

と負
担

の
関

係
の

乖
離

が
以

前
よ

りも
⼤

き
くな

って
い

る
の

で
は

な
い

か
。

20
16

年
度

実
績

（
混

雑
率

18
0％

以
上

の
路

線
）

15
0%

（
東

京
圏

に
お

け
る

目
標

値
）

三
⼤
都
市
圏
の
平
均
混
雑
率

各
路
線
に
お
け
る
ピ
ー
ク
時
の
混
雑
率

15
0%

（
東

京
圏

に
お

け
る

目
標

値
）

混
雑

率
18

0％
以

上

20
17
年
度

19
85
年
度

東
京
圏

混
雑

率
実

績
混

雑
率

15
0％

以
上

93

混
雑
対
策
が
必
要
と
な
る
路
線
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【
機
密
性
２
】

特
定

都
市

鉄
道

整
備

積
⽴

⾦
制

度
は

、鉄
道

事
業

者
が

運
賃

に
上

乗
せ

した
資

⾦
を

特
定

都
市

鉄
道

整
備

事
業

に
充

当
す

る
こと

に
よ

り、
負

担
を

⻑
期

に
わ

た
り平

準
化

し及
び

その
負

担
を

軽
減

す
る

こと
が

で
き

、供
用

開
始

後
に

お
け

る
急

激
な

運
賃

上
昇

を
回

避
す

る
こと

を
目

的
とす

る
も

の
で

あ
る

。

※
丸

数
字

は
、手

続
き

の
流

れ
を

示
す

。特
定

都
市

鉄
道

整
備

積
⽴

⾦

国
⼟

交
通

⼤
⾂

工 事 開 始 前 の 運 賃

供 用 開 始 後 の 運 賃還 元

工 事 期 間 中 の 運 賃

（ 積 み ⽴ て の た め の 運 賃 上 乗 せ ）

監 督

指 定

① 認 定

② 認 可

⑥ 認 可

③ 積 み ⽴ て

⑦ 完 成 後

準 備 ⾦ 取 崩 し

特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度

・特
定
都
市
鉄
道
整
備
事
業
の
工
事
費
を
、あ
らか
じめ
運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと

に
よ
り、
利
⼦
の
か
か
らな
い
⾃
⼰
資
⾦
の
充
当
が
可
能
とな
る
。

⑤ 工 事 費

に 充 当

や
む
を
得
な
い

場
合
に
は
延
⻑

都
市
鉄
道
の

・新
線
建
設
工
事

・複
々
線
化
工
事

・⼤
規
模
改
良
工
事

（
規
模
は
前
年
度
旅

客
運
送
収
入
相
当

以
上
）
等

期
間
10
年

特
定
都
市
鉄
道

整
備
事
業
計
画

増
収
分
積
⽴
割

合
10
%
以
下

上
乗
せ

運
賃

④
取
り戻

し

利
⼦
の
か
か
らな
い

自
己
資
⾦
の
調
達

指
定
法
⼈

（
積
⽴
⾦
の
管
理
）

特
定
都
市
鉄
道
整
備
準
備
⾦

積
⽴
限
度
額
︓
認
定
工
事
費
の
1/
2

※
積
⽴
⾦
を
会
計
上
準
備
⾦
とし
て

積
み
⽴
て
、完

成
後
取
崩
し

○

特
定
都
市
鉄
道
整
備
工
事
概
略
図
(3
0
.7
現
在
)

逆
井

六
実

新
鎌
ヶ 谷

蒲
田

横
浜

⼤
岡
⼭

多
摩
川

二
⼦
⽟
川

溝
の
⼝

和
泉
多
摩
川

東
北
沢

吉
祥
寺

新
宿

渋
谷

目
⿊

品
川

東
京

船
橋

⾺
込
沢

柏

北
千
住

竹
ノ塚

北
越
谷

曳
舟

押
上春
⽇
部

岩
槻

⼤
宮

小
川
町

森
林
公
園

石
神
井
公
園

新
桜
台

池
袋

練
⾺

桜
台

⽇
吉

京
王
八
王
⼦

目
⿊
線
目
⿊
〜
多
摩
川
間
改
良

工
事
及
び
東
横
線
多
摩
川
〜
⽇

吉
間
複
々
線
化
工
事

⼤
井
町
線
⼤
井
町
〜
二
⼦
⽟
川
間

改
良
工
事
及
び
田
園
都
市
線
二
⼦

⽟
川
〜
溝
の
⼝
間
複
々
線
化
工
事東
上
線
輸
送
⼒
増
強
工
事

伊
勢
崎
線
11
号
線

直
通
化
工
事

野
田
線
複
線
化
工
事

東
横
線
渋
谷
〜
横
浜
間

改
良
工
事

○
凡

例

東
武
東
上
線

東
武
野
田
線

東
武
伊
勢
崎
線

⻄
武
池
袋
線

小
田
急
小
田
原
線

京
王
線

東
急
東
横
線

東
急
⼤
井
町
線

⼤
井
町

成
増

川
越

市

（
新
信
号
所
）

東
急
田
園
都
市
線

小
田
原
線
東
北
沢
〜

和
泉
多
摩
川
間

複
々
線
化
工
事

伊
勢
崎
線
竹
ノ塚

〜
北
越
谷
間

複
々
線
化
工
事
及
び
北
千
住
駅

改
良
工
事

上
野

赤 羽

複
々
線
化
工
事

複
線
化
工
事

改
良
工
事
等

昭
和
62
年
認
定
工
事

平
成

7年
認
定
工
事

平
成
17
年
認
定
工
事

京
王
井
の
頭
線

井
の
頭
線
⾞
両
⼤
型
化
工
事

京
王
線
⻑
編
成
化
工
事

池
袋
線
桜
台
（
新
桜
台
）
〜
石
神
井

公
園
間
複
々
線
化
工
事

和
光
市

東
急
目
⿊
線

特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
立
金
制
度
の
概
要
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【
機
密
性
２
】

①
供
用
開
始
後
の
巨
額
の
減
価
償
却
費
を
、準

備
⾦
取
崩
しに
よ
り圧

縮
し、
⻑
期
に
わ
た
り負

担
を
平
準
化
す
る
。

特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
立
金
制
度
の
ね
ら
い

工
事
開
始
前
の

運
賃

10
0円

借
入
⾦

工
事
中
の

運
賃

供
用
開
始
後
の

運
賃

供
用
開
始
後
加
算
分

借
入
⾦
⾦
利
分

減
価
償
却
費

20
0円

工
事
開
始
前
の

運
賃

10
0円

供
用
開
始
後
の

運
賃

15
0円

借
入
⾦

工
事
中
の

運
賃

準
備
⾦
を
取
崩
し（

※
2）

減
価
償
却
費
を
圧
縮

借
入
⾦
の
圧
縮

に
よ
り借

入
利
息
を
圧
縮

※
1
運
賃
収
入
か
ら積

み
⽴
て
た
準
備
⾦
は
損
⾦
とし
て
費
用
に
計
上
され
る
。積

⽴
額
の
上
限
は
、各

事
業
年
度
に
お
い
て
は
当
該
事
業
年
度
の
年
間
旅
客
運
送
収
入
に
対
して
1/
10
ま
で
、且

つ
工
事
期
間
中
の
総
額
は
工
事
費
に
対
して
1/
2ま
で
。

※
2
供
用
開
始
後
、取

り崩
した
準
備
⾦
は
1/
10
ず
つ
、1
0年

間
に
わ
た
って
益
⾦
に
算
入
され
る
。

借
入
⾦
だ
け
で
工
事
を
した
場
合
に
比
べ
、

準
備
⾦
取
崩
に
よ
る
減
価
償
却
費
の

相
殺
や
借
入
利
息
の
圧
縮
等
に
よ
り、

急
激
な
運
賃
上
昇
を
回
避

特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
の
ね
らい

運
賃
収
入
の
⼀
部
を

工
事
費
に
充
当
し、

借
入
⾦
を
圧
縮

工
事
開
始

借
入
⾦
だ
け
で
工
事
を
した
場
合
、

減
価
償
却
費
や
借
入
⾦
⾦
利
等
に
よ
り

運
賃
が
急
激
に
上
昇

供
用
開
始

工
事
開
始

供
用
開
始

②
借
入
⾦
の
圧
縮
に
よ
る
借
入
利
息
の
圧
縮
に
よ
り、
運
賃
を
通
じて
利
用
者
の
負
担
も
軽
減
す
る
。

③
準
備
⾦
とそ
の
利
息
に
対
す
る
課
税
の
繰
り延

べ
効
果
（
H1
7年

度
に
準
備
⾦
の
損
⾦
算
入
が
廃
⽌
）
に
よ
り、

運
賃
を
通
じて
利
用
者
の
負
担
も
軽
減
す
る
。

準
備
⾦
（
※
1）
の
損
⾦

計
上
に
よ
る
法
⼈
税
の

課
税
繰
り延

べ
効
果

制
度
を
活
⽤
しな
い
場
合

制
度
を
活
⽤
す
る
場
合

工
事
期
間
は
原
則
10
年

取
崩
期
間
は
原
則
10
年
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【
機
密
性
２
】

0

2
,0
0
0

4
,0
0
0

6
,0
0
0

8
,0
0
0

1
0
,0
0
0

1
2
,0
0
0

1
4
,0
0
0

S4
0
S5
3
S5
6
S5
9
S6
2
H2

H
5
H
8
H1
1
H
14
H
17
H
20
H
23
H
26
H
29

関
東
9社
［
億
円
］

東
京
メト
ロ

相
鉄

京
急

東
急

小
田
急

京
王

京
成

⻄
武

0

1
,0
0
0

2
,0
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

S4
0
S5
3
S5
6
S5
9
S6
2
H2

H
5
H
8
H1
1
H
14
H
17
H
20
H
23
H
26
H
29

⻄
⽇
本
7社
［
億
円
］

⻄
鉄

阪
神

阪
急

京
阪

南
海

近
鉄

名
鉄

○
特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
の
適
用
とな
る
工
事
費
は
、東

京
圏
に
お
い
て
は
10
0億

円
以
上
、そ
の
他
の
地
域
に
お
い
て
は
80

億
円
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
、当

該
事
業
者
の
年
間
旅
客
運
送
収
入
と概

ね
同
等
か
、そ
れ
以
上
で
あ
る
こと
が
必
要
。

〇
事
業
規
模
に
よ
る
が
、複

々
線
化
の
よ
うな
⼤
規
模
工
事
に
お
い
て
も
、年

間
旅
客
運
送
収
入
が
工
事
費
を
上
回
る
場
合
、本

制
度
は

適
用
で
き
な
い
。

特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
立
金
制
度
を
今
後
の
混
雑
・
遅
延
対
策
に

活
用
す
る
上
で
の
課
題
①
（
対
象
と
な
る
工
事
費
）

JR
中
央
線

⽴
川
〜
三
鷹
間
複
々
線
化

3 ,
60
0億

円

京
王 笹
塚
〜
調
布
間
複
々
線
化

1,
69
5億

円

小
田
急

登
⼾
〜
新
百
合
ヶ丘

間
複
々
線
化

1,
49
3億

円

東
急 溝
の
⼝
〜
鷺
沼
間
複
々
線
化

80
0億

円

各
社
旅
客
運
送
収
入
と複

々
線
化
⼯
事
費
の
比
較

⼤
手
⺠
鉄
（
関
東
9社

）
[億
円
]

⼤
手
⺠
鉄
（
⻄
⽇
本
7社

）
[億
円
]

（
参
考
）
⼤
⼿
⺠
鉄
の
旅
客
運
送
収
入
の
推
移

東
武

竹
ノ塚

〜
北
越
谷
間
複
々
線
化
工
事
及
び

北
千
住
駅
改
良
工
事

84
0億

円

⻄
武

桜
台
（
新
桜
台
）
〜
石
神
井
公
園
間
複
々
線
化
工
事

92
5億

円

京
王

京
王
線
⻑
編
成
化
、井

の
頭
線
⾞
両
⼤
型
化

63
2億

円

小
田
急

東
北
沢
〜
和
泉
多
摩
川
間
複
々
線
化
工
事

2,
56
3億

円

東
急

目
⿊
線
目
⿊
〜
多
摩
川
間
改
良
工
事
及
び

東
横
線
多
摩
川
〜
⽇
吉
間
複
々
線
化
工
事

2,
10
8億

円

出
典
︓
数
字
で
⾒
る
鉄
道
20
17
、Ｊ

Ｒ
各
社
決
算
短
信
（
平
成
29
年
3月

期
）
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【
機
密
性
２
】

■
前
提
条
件
（
共
通
）

・総
事
業
費
︓
1,
00
0億

円
・積
⽴
期
間
︓
10
年

・取
崩
期
間
︓
10
年

・積
⽴
限
度
額
︓
総
事
業
費
の
50
％

・減
価
償
却
費
︓
25
億
円
（
40
年
10
0％

償
却
）

・受
取
利
息
︓
0.
00
1％

(み
ず
ほ
銀
⾏
普
通
預
⾦
⾦
利
)

・償
還
方
法
︓
3年

据
置
10
年
元
本
均
等
償
還

■
前
提
条
件
（
個
別
）

※
2︓

み
ず
ほ
銀
⾏
当
該
年
度
の
⻑
期
プ
ライ
ム
レ
ー
トの
平
均
値

※
3︓

み
ず
ほ
銀
⾏
直
近
の
⻑
期
プ
ライ
ム
レ
ー
ト

シ
ナ
リオ

19
86
年

20
05
年

20
17
年

借
入
⾦
利

6.
50
0%

（
※
2）

1.
65
0%

（
※
2）

1.
00
0%

（
※
3）

法
⼈
税
率

52
.9
2%

39
.5
4%

30
.0
%

（
※
1 ）

平
成
17
年
度
税
制
改
正
要
綱

特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
立
金
制
度
を
今
後
の
混
雑
・
遅
延
対
策
に

活
用
す
る
上
で
の
課
題
②
（
借
入
利
息
の
圧
縮
効
果
）

⾦
利
（
⻑
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー
ト
）
の
推
移

○
特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
が
創
設
され
た
19
86
年
当
時
よ
り、
借
入
⾦
利
、法

⼈
税
率
共
に
低
下
して
い
る
た
め
、制

度
創
設

当
時
と比

較
す
る
と、
工
事
期
間
中
の
運
賃
収
入
の
積
⽴
に
よ
る
借
入
⾦
の
圧
縮
、及

び
課
税
繰
り延

べ
に
よ
る
借
入
利
息
の
圧
縮
効
果

は
縮
小
され
て
い
る
。

○
特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
に
お
け
る
積
⽴
⾦
の
法
⼈
税
非
課
税
措
置
が
平
成
17
年
度
に
廃
⽌
（
※
1）
され
た
た
め
、現

在
は

仮
に
特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
を
活
用
した
とし
て
も
課
税
の
繰
り延

べ
効
果
は
得
られ
な
い
。

19
86
年

20
05
年

20
17
年

運
賃
収
入
の
積
⽴
に
よ
る

借
入
利
息
の
圧
縮
効
果

11
9億

円
課
税
繰
り延

べ
に
よ
る

借
入
利
息
の
圧
縮
効
果

12
5億

円

借
入
利
息
の
累
積
額
の
比
較

運
賃
収
入
の
積
⽴
に
よ
る

借
入
利
息
の
圧
縮
効
果

39
億
円

課
税
繰
り延

べ
に
よ
る

借
入
利
息
の
圧
縮
効
果

26
億
円

運
賃
収
入
の
積
⽴
に
よ
る

借
入
利
息
の
圧
縮
効
果

24
億
円

課
税
繰
り延

べ
に
よ
る

借
入
利
息
の
圧
縮
効
果

11
億
円
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【
機
密
性
２
】

新
線
建
設
に
係
る
加
算
運
賃
制
度
の
概
要
（
再
掲
）

運 営 費資 本 費

基 本 運 賃 収 入加 算 運 賃 収 入

人 件 費 ・ 経 費 ・ 修 繕 費 等減 価 償 却 費 ・ 事 業 報 酬

■
加
算
期
間

新
線
区
間
の
供
用
開
始
か
ら、
加
算
運
賃
収
入
と基

本
運
賃
収
入
の
⼀
定
額
の
充

当
に
よ
り資

本
費
の
回
収
が
完
了
す
る
ま
で

■
加
算
運
賃
の
対
象
者

新
線
区
間
の
利
用
者

◎
新
線
開
業
に
伴
う多

額
の
償
却
費
等
の
費
用
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、当

該
路
線
の
利
用
者
に
対
して
基

本
運
賃
に
加
え
て
追
加
負
担
を
求
め
る
こと
を
目
的
とし
て
、現
⾏
の
基
本
運
賃
の
上
限
額
に
「加
算
」す

る
か
た
ち
で
設
定
さ
れ
る
上
限
運
賃

（
上
限
の
範
囲
内
で
実
施
運
賃
を
設
定
→
減
額
は
届
出
、廃

⽌
は
報
告
→
減
額
後
の
再
増
額
は
不
可
）

■
加
算
運
賃
設
定
時
の
審
査
（
鉄
道
事
業
法
に
基
づ
く上
限
認
可
）

○
加
算
対
象
路
線
に
特
化
して
審
査

○
具
体
的
に
は
、基

本
運
賃
収
入
に
加
算
運
賃
収
入
を
加
え
た
新
線
の
総
収
入
が
、

⼈
件
費
、経

費
、修

繕
費
、減

価
償
却
費
、事

業
報
酬
等
の
新
線
に
係
る
総
括
原

価
を
超
え
な
い
こと
を
確
認

（
全
体
路
線
審
査
、ヤ
ー
ドス
テ
ィッ
ク方

式
は
⾏
わ
な
い
）

■
協
議
等

運
輸
審
議
会
へ
の
説
明
、消

費
者
庁
へ
の
協
議

■
目
的
・効
果

○
多
額
の
償
却
費
負
担
等
が
経
営
に
与
え
る
影
響
を
緩
和

→
収
支
改
善
効
果
、新

線
整
備
投
資
へ
の
イン
セ
ン
テ
ィブ
効
果

○
受
益
者
と他

の
利
用
者
との
負
担
の
公
平
性
の
確
保

→
路
線
全
体
の
運
賃
値
上
げ
回
避
、路

線
全
体
の
サ
ー
ビス
向
上

加
算
期
間
の
考
え
方

新
線
に
係
る

総
括
原
価

新
線
に
係
る

総
収
入

基 本 運 賃 収 入 の ⼀ 部 と 加 算 運 賃 収 入 に よ る 資 本 費 回 収 ま で 設 定 可 能
■
基
本
運
賃
収
入
か
らの
回
収
額

基
本
運
賃
収
入
等
で
路
線
全
体
の
運
営
が
な
され
て
い
る
中
で
⽣
み
出
され
た
利
益
に
つ
い
て
も
、当

該
投
下
資
本
に
よ
る
寄
与
が
あ

り回
収
に
充
当
され
て
い
る
との
考
え
方
に
⽴
って
、鉄

道
事
業
の
最
終
利
益
か
ら基

本
運
賃
収
入
の
全
線
に
占
め
る
加
算
区
間
の
割

合
に
よ
り按

分
して
算
出
した
加
算
区
間
部
分
の
額
を
、基

本
運
賃
収
入
か
らの
回
収
額
とす
る
。
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【
機
密
性
２
】

■
現
⾏
制
度
の
メ
リッ
ト

•
事
前
徴
収
で
あ
る
こと
か
ら、
工
事
期
間
中
の
借
入
額
を
低
く抑
え

る
こと
が
で
き
、利

用
者
の
負
担
軽
減
・平
準
化
に
寄
与
して
い
る
。

•
混
雑
緩
和
や
速
達
性
向
上
等
の
改
善
目
標
を
定
め
る
輸
送
⼒
増

強
計
画
を
策
定
す
る
こと
か
ら、
整
備
効
果
の
明
確
化
が
図
られ
て

い
る
。

■
制
度
を
今
後
の
対
策
に
活
⽤
す
る
上
で
の
課
題

•
特
々
制
度
が
創
設
され
た
19
86
年
当
時
よ
り、
借
入
⾦
利
が
低

下
して
い
る
た
め
、制

度
創
設
当
時
と比

較
す
る
と、
工
事
期
間
中

の
運
賃
収
入
の
積
⽴
に
よ
る
借
入
⾦
の
圧
縮
効
果
は
縮
小
され
て

い
る
。

•
特
々
制
度
に
お
け
る
積
⽴
⾦
の
法
⼈
税
非
課
税
措
置
が
平
成
17

年
度
に
廃
⽌
され
た
た
め
、課

税
の
繰
り延

べ
効
果
を
得
られ
な
い
。

•
特
々
制
度
が
活
用
され
て
い
た
当
時
に
比
べ
年
間
旅
客
運
送
収

入
が
増
加
して
い
る
こと
か
ら、
対
象
とな
る
工
事
が
限
られ
て
しま
う。

•
積
⽴
割
合
・積
⽴
限
度
額
は
、利

用
者
の
過
度
な
負
担
とな
らな

い
よ
う配

慮
が
必
要
。

•
今
後
の
混
雑
・遅
延
対
策
等
の
受
益
が
及
ぶ
範
囲
は
限
定
的
で

あ
る
と想

定
され
る
た
め
、全

線
に
お
け
る
収
支
に
よ
る
運
賃
改
定
の

審
査
は
、受

益
と負

担
の
関
係
に
乖
離
が
⽣
じて
しま
うの
で
は
な

い
か
。

○
既
存
の
利
用
者
負
担
制
度
の
⼀
つ
で
あ
る
特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
に
つ
い
て
の
課
題
を
整
理
。そ
の
際
、定

量
的
な
評
価
が

必
要
な
対
象
事
業
費
、積

⽴
割
合
・積
⽴
限
度
額
の
２
項
目
に
つ
い
て
検
証
。

特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
（
現
⾏
制
度
）

対
象
事
業

都
市
鉄
道
に
係
る
施
設
の
⼀
体
的
か
つ
⼤
規
模
な
建
設

又
は
改
良
に
関
す
る
以
下
の
工
事

①
新
線
建
設

②
輸
送
⼒
増
強
工
事

対
象
事
業
費

①
東
京
圏
は
10
0億

円
以
上

その
他
の
地
域
に
係
る
工
事
に
は
80
億
円
以
上

②
申
請
の
前
事
業
年
度
の
旅
客
運
送
収
入
額
に

概
ね
等
しい
か
、又

は
これ
を
超
え
る
も
の

積
⽴
割
合
・

積
⽴
限
度
額

当
該
事
業
年
度
の
旅
客
運
送
収
入
の
10
％

（
積
⽴
期
間
10
年
間
の
累
積
で
は
認
定
工
事
費
の
1/
2ま
で
）

運
賃
加
算

の
対
象

全
線

※
但
し、
受
益
が
想
定
され
る
範
囲
に
お
い
て
、

必
要
に
応
じて
特
別
加
算
運
賃
を
設
定

運
賃
加
算

開
始
時
期

整
備
事
業
計
画
の
期
間
開
始
後

（
工
事
開
始
後
）

運
賃
加
算
期
間

事
前
徴
収

（
整
備
事
業
計
画
の
期
間
開
始
か
ら1
0年

以
内
）

※
但
し、
事
業
期
間
は
や
む
を
得
な
い
場
合
延
⻑
可
能
）

運
賃
改
定
に
お
け

る
審
査
範
囲

全
線
に
お
け
る
収
支

透
明
性
の
確
保

指
定
法
⼈
（
⽇
本
⺠
営
鉄
道
協
会
）
が
適
切
な
積
⽴
方
法

で
あ
る
こと
や
、取

り戻
した
積
⽴
⾦
の
使
途
等
を
確
認

整
備
効
果
の

明
確
化

特
定
都
市
鉄
道
整
備
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
時
に
混
雑
緩
和
や

速
達
性
向
上
等
の
改
善
目
標
を
定
め
る
輸
送
⼒
増
強
計
画
を
策
定

既
存
の
利
用
者
負
担
制
度
の
課
題
の
整
理
①
（
特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
立
金
制
度
）
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【
機
密
性
２
】

■
現
⾏
制
度
の
メ
リッ
ト

•
対
象
事
業
費
に
特
段
の
制
限
が
な
い
た
め
、様

々
な
規
模
の
工
事

に
適
用
可
能
。

•
運
賃
加
算
の
対
象
や
、運

賃
改
定
に
お
け
る
審
査
範
囲
を
、受

益
が
想
定
され
る
範
囲
に
限
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
た
め
、利

用
者
の

理
解
を
得
や
す
い
。

•
直
接
的
な
受
益
が
発
⽣
す
る
供
用
開
始
後
に
運
賃
加
算
を
開
始

す
る
た
め
、利

用
者
の
理
解
を
得
や
す
い
。

•
資
本
費
の
回
収
状
況
等
に
つ
い
て
公
表
して
い
る
た
め
、利

用
者

へ
の
透
明
性
の
確
保
が
図
れ
て
い
る
。

■
制
度
を
今
後
の
対
策
に
活
⽤
す
る
上
で
の
課
題

•
運
賃
加
算
開
始
時
期
が
供
用
開
始
後
で
あ
る
た
め
、工

事
期
間

中
の
事
業
者
の
負
担
軽
減
に
は
繋
が
らず
、事

業
者
が
事
業
実

施
の
意
思
決
定
を
す
る
イン
セ
ン
テ
ィブ
とな
りづ
らい
の
で
は
な
い
か
。

既
存
の
利
用
者
負
担
制
度
の
課
題
の
整
理
②
（
新
線
建
設
に
係
る
加
算
運
賃
制
度
）

○
既
存
の
利
用
者
負
担
制
度
の
⼀
つ
で
あ
る
新
線
建
設
に
係
る
加
算
運
賃
制
度
に
つ
い
て
の
課
題
を
整
理
。そ
の
際
、定

量
的
な
評
価
が

必
要
な
回
収
限
度
額
、運

賃
加
算
期
間
の
２
項
目
に
つ
い
て
検
証
。

新
線
建
設
に
係
る
加
算
運
賃
制
度

（
現
⾏
制
度
）

対
象
事
業

新
線
建
設

対
象
事
業
費

制
限
な
し

回
収
限
度
額

資
本
費
全
額

運
賃
加
算
の
対
象

新
線
区
間
の
利
用
者

運
賃
加
算

開
始
時
期

供
用
開
始
後

運
賃
加
算
期
間

新
線
区
間
の
供
用
開
始
か
ら、

資
本
費
の
回
収
が
完
了
す
る
ま
で

運
賃
改
定
に
お
け
る

審
査
範
囲

加
算
対
象
路
線
に
特
化
して
審
査

透
明
性
の
確
保

資
本
費
の
回
収
状
況
等
に
つ
い
て
公
表

整
備
効
果
の

明
確
化

加
算
運
賃
設
定
に
当
た
って
整
備
効
果
を
明
確
に
す
る

こと
は
求
め
て
い
な
い
（
事
業
許
可
時
に
は
必
要
）
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機
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性
２
】

混
雑
・
遅
延
対
策
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
概
要

○
今
回
の
ア
ンケ
ー
ト調

査
で
は
、鉄

道
の
混
雑
・遅
延
対
策
に
対
す
る
必
要
性
の
ほ
か
、整

備
費
用
を
鉄
道
利
用
者
に
負
担
を
求
め
る
こと

に
つ
い
て
、広

く利
用
者
の
意
⾒
を
聴
取
す
る
。

項
目

内
容

調
査
目
的

鉄
道
の
混
雑
・遅
延
対
策
に
つ
い
て
、広

く利
用
者
の
意
⾒
を
聴
取
す
る
。

調
査
エ
リア

①
東
京
圏
（
東
京
都
心
部
を
中
心
とす
る
概
ね
半
径
50
km
の
範
囲
）
※
1

②
京
阪
神
圏
（
⼤
阪
都
心
部
を
中
心
とす
る
概
ね
半
径
50
km
の
範
囲
）
※
2

③
名
古
屋
圏
（
名
古
屋
を
中
心
とす
る
概
ね
半
径
40
㎞
の
範
囲
）
※
3

調
査
対
象
者

属
性

2 属
性

（
週
1回

以
上
鉄
道
利
用
者
／
週
1回

未
満
鉄
道
利
用
者
）

調
査
対
象
者
数

2,
40
0⼈

（
各
区
分
40
0⼈

×
6区

分
※
4 ）

調
査
媒
体

イン
ター
ネ
ット
調
査

調
査
内
容

①
混
雑
・遅
延
対
策
の
必
要
性

②
運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと
の
賛
否

③
妥
当
と思

う上
乗
せ
の
⾦
額

④
運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと
に
賛
成
しな
い
場
合
は
、そ
の
理
由

⑤
上
乗
せ
した
運
賃
を
、企

業
が
通
勤
手
当
とし
て
負
担
す
る
場
合
の
賛
否
と
その
理
由

な
お
、②

〜
④
に
つ
い
て
は
、混

雑
・遅
延
対
策
に
係
る
費
用
の
す
べ
て
又
は
一
部
を
鉄
道
利
用
者
が
負
担
す
る
場
合

の
各
々
に
つ
い
て
質
問
を
す
る
。そ
の
際
、既

存
の
利
用
者
負
担
制
度
※
5 を
提
示
した
後
に
お
い
て
も
、改

め
て
同
様
の

質
問
を
す
る
。

※
1
交
通
政
策
審
議
会
答
申
第
19
8号

「東
京
圏
に
お
け
る
今
後
の
都
市
鉄
道
の
あ
り方

に
つ
い
て
」に
お
け
る
定
義
に
よ
る
。

※
2
近
畿
地
方
交
通
審
議
会
答
申
第
8号

「近
畿
圏
に
お
け
る
望
ま
しい
交
通
の
あ
り方

に
つ
い
て
」に
お
け
る
定
義
に
よ
る
。

※
3
運
輸
政
策
審
議
会
答
申
第
12
号
「名
古
屋
圏
に
お
け
る
高
速
鉄
道
を
中
心
とす
る
交
通
網
の
整
備
に
関
す
る
基
本
計
画
」に
お
け
る
定
義
に
よ
る
。

※
4
6区

分
＝
3エ
リア
×
2属

性
※
5
鉄
道
の
新
線
建
設
に
係
る
加
算
運
賃
制
度
、特

定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制
度
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4
4
%

3
3
%

1
6
%

4
%3
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

2
4
%

3
0
%

2
9
%

9
%

8
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

■
必
要

■
どち
らか
とい
え
ば
必
要

■
どち
らと
も
い
え
な
い

■
どち
らか
とい
え
ば
不
要

■
不
要

週
1日

未
満
利
⽤

混
雑
・遅
延
対
策
の
必
要
性

○
週
1⽇

以
上
利
用
者
で
は
約
8割

が
、週

1⽇
未
満
利
用
者
で
は
約
5割

が
混
雑
・遅
延
対
策
の
必
要
性
を
感
じて
い
る
。

週
1日

以
上
利
⽤
77
％

54
％

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

未
満
利
⽤

○
鉄
道
の
主
な
利
用
目
的
は
、ど
の
圏
域
に
お
い
て
も
、週

1⽇
以
上
利
用
者
で
は
通
勤
目
的
が
約
7割

、週
1⽇

未
満
利
用
者
で
は
私
事
目
的
が
約
9割

を
占
め
る
。

○
「通
勤
」ま
た
は
「業
務
」で
鉄
道
を
利
用
す
る
場
合
の
交
通
費
の
負
担
者
は
、ど
の
圏
域
に
お
い
て
も
、週

1⽇
以
上
利
用
者
で
は
会
社
負
担
が
8〜

9割
を
占
め
る
。⼀

方
、週

1
⽇
未
満
利
用
で
は
、東

京
圏
の
み
会
社
負
担
が
約
8割

を
占
め
て
お
り、
その
他
の
圏
域
に
お
い
て
は
、会

社
負
担
が
5割

強
を
占
め
て
い
る
。

○
定
期
券
の
利
用
割
合
は
、ど
の
圏
域
に
お
い
て
も
週
1⽇

以
上
利
用
者
で
5〜

6割
、週

1⽇
未
満
利
用
者
で
は
約
10
割
を
占
め
る
。

通
勤
通
学
業
務
私
事

鉄
道
の
主
な
利
⽤
目
的

鉄
道
の
主
な
利
⽤
目
的

回
答
者
の
鉄
道
利
⽤
状
況

全
体

東
京
圏

京
阪
神
圏

名
古
屋
圏

「通
勤
」ま
た
は
「業
務
」で
鉄
道
を
利
⽤
す
る
場
合
の
交
通
費
の
負
担
者

「通
勤
」ま
た
は
「業
務
」で
鉄
道
を
利
⽤
す
る
場
合
の
交
通
費
の
負
担
者

■
⾃
分

■
会
社

定
期
券
（
通
学
定
期
券
含
む
）
の
利
⽤
割
合

定
期
券
（
通
学
定
期
券
含
む
）
の
利
⽤
割
合

■
使
って
い
る

■
使
って
い
な
い

※
全
体
の
回
答
結
果
は
、各

地
域
の
回
答
結
果
を
⼈
⼝
分
布
に
応
じて
補
正
して
集
計
して
い
る
。

週
1⽇

以
上
利
用
、週

1⽇
未
満
利
用
とも
Ｎ
=
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20
0

7
0
%

7
2
%

6
5
%

6
7
%

2
% 2
%

2
% 3
%

4
% 4
%

4
% 3
%

2
4
%

2
2
%

2
9
%

2
7
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

1
7
%

1
9
%

1
3
%

1
4
%

8
3
%

8
1
%

8
7
%

8
6
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

5
8
%

6
0
%

5
4
% 6
0
%

4
2
%

4
0
%

4
6
% 4
0
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

4
%

3
% 6
%

5
%

4
%

4
% 3
%

5
%

9
2
%

9
3
%

9
1
%

9
0
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

3
6
%

2
1
%

4
6
%

4
5
%

6
4
%

7
9
%

5
4
%

5
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2
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2
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9
7
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9
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%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

全
体

東
京
圏

京
阪
神
圏

名
古
屋
圏

全
体

東
京
圏

京
阪
神
圏

名
古
屋
圏

全
体

東
京
圏

京
阪
神
圏

名
古
屋
圏

全
体

東
京
圏

京
阪
神
圏

名
古
屋
圏

全
体

東
京
圏

京
阪
神
圏

名
古
屋
圏

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
概
要
（
1
/
4
）

混
雑
・
遅
延
対
策
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
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※
全
体
の
回
答
結
果
は
、各

地
域
の
回
答
結
果
を
⼈
⼝
分
布
に
応
じて
補
正
して
集
計
して
い
る
。

3
2
%

1
9
%
6
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0
%
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1
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%

1
5
%

9
%

2
0
%

3
8
%

1
7
%

1
6
%

■
賛
成

■
どち
らか
とい
え
ば
賛
成

■
どち
らと
も
い
え
な
い
■

どち
らか
とい
え
ば
反
対

■
反
対

■
鉄
道
利
用
者
は
負
担
す
べ
き
で
は
な
い
と思

うか
ら

■
混
雑
・遅
延
対
策
は
不
必
要
と思

うか
ら

■
⾃
分
に
は
経
済
的
な
余
裕
が
な
い
か
ら
■

混
雑
時
間
帯
に
鉄
道
を
使
う⼈

の
み
が
負
担
す
べ
き
と思

うか
ら

■
企
業
が
負
担
す
べ
き
と思

うか
ら
■

徴
収
額
が
不
明
確
だ
か
ら
■

その
他

1
%
3
%

1
%

9
5
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

6
%

8
%
2
%

8
4
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

週
1⽇

以
上
利
用

週
1⽇

未
満
利
用

賛
成

36
％

28
％

反
対

36
％

34
％

理
由

（
割
合
が
多
か
った
も
の
）

国
や
地
方
公
共
団
体
も

負
担
す
べ
き
（
11
％
）

国
や
地
方
公
共
団
体
も

負
担
す
べ
き
（
9％

）

運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと
の
賛
否

整
備
費
⽤
の
全
て
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

整
備
費
⽤
の
一
部
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

■
国
や
地
方
公
共
団
体
も
負
担
す
べ
き

■
鉄
道
利
用
者
は
負
担
す
べ
き
で
は
な
い
と思

うか
ら

■
混
雑
・遅
延
対
策
は
不
必
要
と思

うか
ら

■
⾃
分
に
は
経
済
的
な
余
裕
が
な
い
か
ら

■
混
雑
時
間
帯
に
鉄
道
を
使
う⼈

の
み
が
負
担
す
べ
き
と思

うか
ら
■

企
業
が
負
担
す
べ
き
と思

うか
ら

■
徴
収
額
が
不
明
確
だ
か
ら
■

その
他

○
全
てを
負
担
す
る場
合
につ
いて
は
、週
1⽇
以
上
利
用
者
は
賛
成
・反
対
とも
に約

4割
、週
1⽇
未
満
利
用
者
は
賛
成
・反
対
とも
に約

3割
であ
った
。

○
⼀
部
を負
担
す
る場
合
につ
いて
は
、週
1⽇
以
上
利
用
者
は
賛
成
・反
対
とも
に約

4割
、週
1⽇
未
満
利
用
者
は
賛
成
・反
対
とも
に約

3割
であ
った
。

○
賛
成
・反
対
の
割
合
に
つ
い
て
は
、全

て
を
負
担
す
る
場
合
と⼀

部
を
負
担
す
る
場
合
の
間
に
顕
著
な
差
は
⾒
られ
な
か
った
。

■
賛
成

■
どち
らか
とい
え
ば
賛
成

■
どち
らと
も
い
え
な
い
■

どち
らか
とい
え
ば
反
対

■
反
対

36
％

28
％

36
％

29
％

36
％

34
％

36
％

33
％

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

未
満
利
⽤

※
（

）
内
の
数
値
は
全
体
に
対
す
る
割
合

※
（

）
内
の
数
値
は
全
体
に
対
す
る
割
合

※
既
存
の
利
用
者
負
担
制
度
提
示
前

週
1⽇

以
上
利
用

週
1⽇

未
満
利
用

賛
成

36
％

29
％

反
対

36
％

33
％

理
由

（
割
合
が
多
か
った
も
の
）

鉄
道
利
用
者
は
負
担
す
べ
き
で

は
な
い
（
11
％
）

鉄
道
利
用
者
は
負
担
す
べ
き
で

は
な
い
（
8％

）

■
どち
らの
制
度
も
知
って
い
た

■
「鉄
道
の
新
線
建
設
に
係
る
加
算
運

賃
制
度
」の
み
知
って
い
た

■
「特
定
都
市
鉄
道
整
備
積
⽴
⾦
制

度
」の
み
知
って
い
た

■
い
ず
れ
の
制
度
も
知
らな
か
った

週
1日

未
満
利
⽤

既
存
制
度
の
認
知
度

○
週
1⽇

以
上
利
用
者
、週

1⽇
未
満
利
用
者
とも
に
8割

以
上
が
い
ず
れ
の
既
存
制
度
も
知
らな
か
った
と回

答
して
い
る
。

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

未
満
利
⽤

週
1⽇

以
上
利
用
、週

1⽇
未
満
利
用
とも
Ｎ
=
1,
20
0

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
概
要
（
2
/
4
）

混
雑
・
遅
延
対
策
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
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※
全
体
の
回
答
結
果
は
、各

地
域
の
回
答
結
果
を
⼈
⼝
分
布
に
応
じて
補
正
して
集
計
して
い
る
。

○
「賛
成
」・
「ど
ち
らか
とい
え
ば
賛
成
」を
選
択
した
方
の
回
答
に
つ
い
て
は
、全

て
を
負
担
す
る
場
合
・⼀
部
を
負
担
す
る
場
合
とも
に
、週

1⽇
以
上
利
用
者
、週

1⽇
未
満
利
用
者
どち
らも
7〜

8割
が
1乗

⾞
あ
た
り少

な
くと
も
10
円
の
上
乗
せ
は
妥
当
との
回
答
で
あ
った
。

○
調
査
対
象
者
全
体
の
回
答
で
み
る
と、
全
て
を
負
担
す
る
場
合
・⼀
部
を
負
担
す
る
場
合
とも
に
、週

1⽇
以
上
利
用
者
、週

1⽇
未
満
利
用
者
どち
らも
約
5割

が
1乗

⾞
あ
た
り少

な
くと
も
10
円
の
上
乗
せ
は
妥
当
との
回
答
で
あ
った
。
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2
7
%

9
%

5
% 3
%2
% 1
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%

週
1⽇

以
上
利
用
週
1⽇

未
満
利
用

１
乗
⾞
あ
た
り

少
な
くと
も
10
円
の

上
乗
せ
は
妥
当

75
％

77
％

整
備
費
⽤
の
全
て
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

週
1⽇

以
上
利
用
週
1⽇

未
満
利
用

１
乗
⾞
あ
た
り

少
な
くと
も
10
円
の

上
乗
せ
は
妥
当

76
％

73
％

妥
当
と思

う上
乗
せ
の
⾦
額

整
備
費
⽤
の
一
部
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

未
満
利
⽤

75
％

77
％

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

未
満
利
⽤

76
％

73
％

運
賃
に
上
乗
せ
す
る
こと
に
「賛
成
」・
「ど
ち
らか
とい
え
ば
賛
成
」を
選
択
した
方
の
回
答

週
1⽇

以
上
利
用
週
1⽇

未
満
利
用

１
乗
⾞
あ
た
り

少
な
くと
も
10
円
の

上
乗
せ
は
妥
当

53
％

51
％

整
備
費
⽤
の
全
て
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

週
1⽇

以
上
利
用
週
1⽇

未
満
利
用

１
乗
⾞
あ
た
り

少
な
くと
も
10
円
の

上
乗
せ
は
妥
当

53
％

50
％

整
備
費
⽤
の
一
部
を
利
⽤
者
が
負
担
す
る
場
合

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

未
満
利
⽤

53
％

51
％

週
1日

以
上
利
⽤

週
1日

未
満
利
⽤

53
％

50
％

※
既
存
の
利
用
者
負
担
制
度
提
示
前

調
査
対
象
者
全
体
の
回
答

■
+
1~
9円

■
+
10
円
〜
19
円

■
+
20
円
〜
29
円

■
+
30
円
〜
39
円

■
+
40
円
~
49
円

■
+
50
円
~
69
円

■
+
70
円
~
99
円

■
+
10
0円

以
上

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
概
要
（
3
/
4
）

混
雑
・
遅
延
対
策
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
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【
機
密
性
２
】

上
乗
せ
⾦
額
を
企
業
が
負
担
す
る
場
合
の
賛
否
（
週
1日

以
上
利
⽤
・定
期
利
⽤
者
の
み
）

○
上
乗
せ
⾦
額
を
企
業
が
負
担
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、週

1⽇
以
上
利
用
者
の
約
5割

が
賛
成
、約

2割
が
反
対
で
あ
った
。

○
賛
成
理
由
とし
て
は
「企
業
が
負
担
す
べ
き
だ
と思

う」
、反

対
理
由
とし
て
は
「国
や
地
方
公
共
団
体
も
負
担
す
べ
き
」の
割
合
が
最
も
多
か
った
。

賛
成
理
由

反
対
理
由

■
賛
成

■
どち
らか
とい
え
ば
賛
成

■
どち
らと
も
い
え
な
い

■
どち
らか
とい
え
ば
反
対

■
反
対

■
企
業
が負
担
すべ
きだ
と思
うか
ら

■
企
業
の働
き方
に対
する
意
識
が変
わる
と思
うか
ら

■
社
員
の労
働
⽣
産
性
向
上
に繋
がる
と思
うか
ら

■
社
員
の家
庭
と仕
事
との
両
⽴
がで
きる
と思
うか
ら

■
企
業
価
値
が向
上
する
と思
うか
ら

■
その
他

■
混
雑
・遅
延
対
策
は不

必
要
だか
ら

■
通
勤
定
期
利
用
者
以
外
の鉄
道
利
用
者
も負
担
すべ
きと
思
うか
ら

■
国
や地

方
公
共
団
体
も負
担
すべ
きと
思
うか
ら

■
⾃
分
の給
与
や福

利
厚
⽣
に影
響
があ
るか
もし
れ
ない
と思
うか
ら

■
徴
収
額
があ
らか
じめ
わか
らな
いか
ら

■
その
他

週
1⽇

以
上
利
用

賛
成

52
％

理
由

（
割
合
が
多
か
った
も
の
）

企
業
が
負
担
す
べ
き
だ
と思

う
（
25
％
）

反
対

16
％

理
由

（
割
合
が
多
か
った
も
の
）

国
や
地
方
公
共
団
体
も

負
担
す
べ
き
（
14
％
）

2
9
%

2
3
%

3
2
%

7
%

9
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

4
8
%

1
8
%

2
2
%

6
%
5
%0
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

※
（

）
内
の
数
値
は
全
体
に
対
す
る
割
合

※
全
体
の
回
答
結
果
は
、各

地
域
の
回
答
結
果
を
⼈
⼝
分
布
に
応
じて
補
正
して
集
計
して
い
る
。

52
％

16
％

2
1
%

7
%

3
2
%

1
9
%

1
6
%

4
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

※
週
１
⽇
未
満
利
用
に
つ
い
て
は
、回

答
者
の
定
期
券
利
用
割
合
が
約
２
％
と少

な
い
た
め
省
略
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
概
要
（
4
/
4
）

混
雑
・
遅
延
対
策
に
係
る
新
た
な
利
用
者
負
担
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
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都市鉄道における利用者ニーズの高度化等に対応した施設整備促進に関する検討会 

委員等名簿 

（敬称略・順不同） 

座 長 

 山内 弘隆 一橋大学大学院経営管理研究科教授 

 

委 員 

 秋池 玲子 ボストンコンサルティンググループ 

    シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター 

 大橋 弘  東京大学大学院経済学研究科・公共政策大学院教授 

 根本 英紀    東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部 経営企画部長 

   （喜勢 陽一） 

 武田 健太郎 東海旅客鉄道株式会社 総合企画本部 経営管理部長 

 奥田 英雄    西日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部 担当部長 

（春名 幸一） 

 井上 晋一 京王電鉄株式会社 鉄道事業本部 計画管理部長  

 戸田 匡介 東京急行電鉄株式会社 経営企画室 副室長  

 中村 規彦 阪急電鉄株式会社 都市交通事業本部 都市交通計画部部長 

 鈴木 章文 一般社団法人日本民営鉄道協会 常務理事 

 蒲生 篤実 国土交通省 鉄道局長 

   （藤井 直樹） 

 石井 昌平 国土交通省 鉄道局次長 

   （山上 範芳） 

オブザーバー 

河野 康子 一般財団法人日本消費者協会 理事 

一般社団法人全国消費者団体連絡会 前事務局長 

 奈良 裕信 国土交通省 総合政策局 安心生活政策課長 

   （長井 総和） 

 荒井 俊之    東京都 都市整備局 都市基盤部長 

（中島 高志） 

事務局 

吉田 昭二 国土交通省 鉄道局 都市鉄道政策課長 

（岡野 まさ子） 

※（ ）内は上記の前任者 
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都市鉄道における利用者ニーズの高度化等に対応した施設整備促進に関する検討会 

開催状況 

 

 

平成２９年７月３１日（月） 第１回検討会  

都市鉄道の現状及び利用者ニーズの高度化等について 

 

平成２９年８月１７日（木） 第２回検討会  

鉄道駅におけるバリアフリー化の現状及び費用負担のあり方等について 

 

平成２９年９月２６日（火） 第３回検討会 関係事業者等のヒアリング① 

【ヒアリング対象者】 

（鉄道事業者） 

東日本旅客鉄道株式会社 

東海旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

平成２９年１０月１７日（火）第４回検討会 関係事業者等のヒアリング② 

【ヒアリング対象者】 

（鉄道事業者） 

京王電鉄株式会社 

東京急行電鉄株式会社 

阪急電鉄株式会社 

（消費者団体） 

一般財団法人日本消費者協会 

 

平成２９年１１月８日（水） 第５回検討会 論点整理 

 

平成２９年１２月２０日（水）第６回検討会 中間とりまとめに向けた議論 

 

平成３０年２月１３日（火） 第７回検討会  

中間とりまとめ（案）について 

混雑・遅延対策の現状及び費用負担のあり方等について 
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平成３０年２月２１日（水） 第８回検討会 関係事業者等のヒアリング③ 

【ヒアリング対象者】 

（鉄道事業者） 

京王電鉄株式会社 

小田急電鉄株式会社 

東京急行電鉄株式会社 

京浜急行電鉄株式会社 

（地方公共団体） 

東京都 

 

平成３０年３月１９日（月） 第９回検討会 関係事業者等のヒアリング④ 

【ヒアリング対象者】 

（鉄道事業者） 

阪急電鉄株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

（消費者団体） 

一般財団法人日本消費者協会 

 

平成３０年４月１１日（水） 第１０回検討会 

混雑・遅延対策等に関する論点整理、対策案の方向性 

 

平成３０年５月１６日（水） 第１１回検討会  

混雑・遅延対策等に関する対策案の整理 

 

平成３０年６月６日（水） 第１２回検討会 障害者団体ヒアリング 

【ヒアリング対象者】 

公益社団法人日本網膜色素変性症協会 

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 

公益社団法人全国脊髄損傷者連合会 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

一般社団法人全日本視覚障害者協議会 

一般社団法人日本発達障害ネットワーク 

特定非営利活動法人 DPI日本会議 
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社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 

社会福祉法人日本盲人会連合 

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 

全国手をつなぐ育成会連合会 

全国肢体障害者団体連絡協議会 

弱視者問題研究会 

全日本盲導犬使用者の会 

 

平成３０年６月１３日（水） 第１３回検討会 

中間とりまとめの指摘事項等について 

 

平成３０年７月１８日（水） 第１４回検討会 

報告書（案）のとりまとめに向けた議論 

 

平成３０年７月２４日（火） 第１５回検討会 消費者団体ヒアリング 

【ヒアリング対象者】 

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

全国地域婦人団体連絡協議会 

東京消費者団体連絡センター 

愛知県消費者団体連絡会 

全大阪消費者団体連絡会 

 

平成３０年８月７日（火） 第１６回検討会 報告書（案）のとりまとめ 
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